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（開会 午前９時30分） 

◎議長（小池弘基君）   

改めまして、おはようございます。 

少し風邪気味なものですから、声が聞き取りにくいかと思いますけども、よろし

くお願いいたします。 

早いもので、今年も残すところ１か月ほどとなりました。本当に１年早いもので

す。令和６年を振り返りますと、元日の能登半島地震に始まり、夏のパリオリンピ

ックでは、海外の大会では過去最高のメダル獲得など、また、衆議院選挙において

は、自公政権の敗北で過半数割れとなり、アメリカ大統領選挙では、共和党のトラ

ンプ氏が大統領に返り咲きいたしましたが、今後、世界の経済状況はどうなるので

しょうか。また、国内では、衆議院選挙が終わり、久山町長選挙、篠栗町長選挙、

また12月１日には、福岡県第４選挙区の県議会議員補欠選挙に今年の１年が終わる

ような予定でございます。来年は、３月23日に福岡県知事選挙が、また４月13日に

は、粕屋町議会議員選挙が行われる予定です。来年も新年早々忙しい年になりそう

ですが、日本、また粕屋町にとって明るい年となるよう願うばかりでございます。 

ただ今の出席議員数は、16名全員であります。定足数に達しておりますので、た

だ今から令和６年第４回粕屋町議会定例会を開会いたします。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

◎議長（小池弘基君）   

日程第１．「会議録署名議員の指名」をいたします。 

今期定例会の会議録署名議員には、会議規則第127条の規定により、議長におい

て８番、鞭馬直澄議員及び10番、田川正治議員を指名いたします。 

◎議長（小池弘基君）   

日程第２．「会期の決定」を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今期定例会の会期は、本日から12月10日までの12日間としたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小池弘基君）   

御異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から12月10日までの12日間と決定いたしました。 

◎議長（小池弘基君）   

日程第３．「行政報告」及び日程第４．「議案等の上程」を行います。 
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今期定例会に町から提出されました議案等は、16件であります。 

行政報告及び提案理由の説明を求めます。 

箱田町長。 

（町長 箱田 彰君 登壇） 

◎町長（箱田 彰君）   

改めておはようございます。 

本日、令和６年第４回粕屋町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位に

おかれましては、年末を迎え何かとお忙しい中、全員の御出席を賜り、感謝と御礼

を申し上げます。 

衆議院議員選挙初の今国会におきまして、総選挙の争点となった「政治資金規正

法」の改正や能登半島の災害復旧関係予算、物価高対策の緊急経済対策などが、大

きな論点で審議がなされていますが、中でも103万円の年収の壁問題が、我々地方

自治体にとって税収の大幅な減収につながりかねない、緊急な問題として注視して

いく必要があろうかと思います。これに先駆けまして、去る11月20日に東京におい

て全国町村長大会が開催され、全国各地で自然災害が頻発している中、国と地方の

連携、そして産学官の一層の連携を行い、総力を結集して、いかなる災害をも対応

できる強靱でしなやかな国土づくりを推進。加えて、東京一極集中を是正し、分散

型国土づくりの実現を図ることで、地方創生を強力に推進することなど、緊急宣言

並びに14項目に及ぶ決議を、全国の町村長で満場一致の下で採択し、国に対して要

望いたしました。国もこれから新たな指導体制の下、国民の暮らしを守り、国際競

争力を高める新たな経済再生へと向かう転換、こういった大きな展開が今後大きく

期待されるところでございます。 

◎町長（箱田 彰君）   

それでは、「行政報告」を行います。 

今回は、一部事務組合等の令和５年度の歳入歳出決算に関する報告が２件でござ

います。 

決算内容につきましては、資料のとおりでございますので、どうか御覧いただき

きたいと思います。 

以上で、行政報告を終わります。 

◎町長（箱田 彰君）   

それでは、「議案の上程」を行います。 

令和６年第４回粕屋町議会定例会に町から提案いたします案件といたしまして

は、専決処分の承認が２件、監査委員の選任同意が１件、条例の改正及び廃止が６

件、令和６年度補正予算が６件、指定管理者の指定が１件、以上16件でございま
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す。 

それでは、議案第68号から順に御説明を申し上げます。 

議案第68号は「専決処分の承認を求めることについて」でございます。 

令和６年10月９日に衆議院が解散し、10月27日に執行した衆議院議員総選挙及び

最高裁判所裁判官国民審査の経費について、令和６年度一般会計補正予算を地方自

治法第179条第１項の規定により、10月９日に専決処分いたしました。つきまして

は、同条第３項の規定により、今議会においてこれを報告し、承認を求めるもので

ございます。今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,293万

2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を220億3,472万2,000円とするものでござい

ます。 

次の議案第69号も「専決処分の承認を求めることについて」でございます。 

令和６年12月１日に執行予定の福岡県議会議員補欠選挙の経費について、令和６

年度一般会計補正予算を地方自治法第179条第１項の規定により、10月28日に専決

処分いたしました。つきましては、同条第３項の規定により、今議会においてこれ

を報告し、承認を求めるものでございます。今回の補正予算は、歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ1,770万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を220億

5,242万7,000円とするものでございます。 

次に、議案第70号は「監査委員の選任同意（再任）について」でございます。 

現在、監査委員をしていただいております柴田俊一氏の任期が、12月31日をもっ

て満了いたしますので、同氏を再度監査委員に選任いたしたく、議会の同意を求め

るものでございます。柴田氏の経歴につきましては、経歴書を添付しておりますが、

経済産業省、九州経済産業局で課長や次長を歴任され、平成28年４月から令和２年

３月までは、古賀市の副市長を務められております。また、平成24年からは、中村

学園大学において、非常勤講師も務められており、優れた識見をお持ちの方でござ

います。選任同意につきましては、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

次に、議案第71号は「粕屋町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について」

でございます。 

国の道路占用料につきまして、固定資産税評価額の評価替えや地価に対する賃料

水準の変動等を踏まえ、占用料の額の改定をしております。当町におきましても、

これに準じて、道路占用料の改定を行うため、所要の規定を整備するものでござい

ます。 

議案第72号は「粕屋町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について」でございま

す。 



－ 11 － 

「水道法施行令」の改正に伴い、粕屋町水道事業布設工事監督者及び水道技術管

理者の資格基準が変更されるため、所要の規定を整備するものでございます。 

次に、議案第73号は「粕屋町駅舎コミュニティホールの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例について」でございます。 

現在、JR 原町駅・伊賀駅にあります、粕屋町駅舎コミュニティホールの料金等

について、町有の同種施設と比較したところ、料金設定等が安価であることに加え、

管理業務が煩雑となっていることから、適正な運用を図るため、所要の規定を整備

するものでございます。 

議案第74号は「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例について」でございます。 

「刑法等の一部を改正する法律」が令和７年６月１日から施行され、懲役及び禁

錮が廃止となり、新たに拘禁刑が創設、単一化されるものでございます。これに伴

い、本整理条例において、関係条例中の字句を一括して整理するものでございます。 

次に、議案第75号は「粕屋町総合体育館設置条例の一部を改正する条例について」

でございます。 

粕屋町総合体育館の利用促進を目的とし、令和７年４月１日から月極め個人利用

料金サービスを開始するとともに、早朝利用料金、時間延長利用料金について明確

にするため、所要の規定を整備するものでございます。 

議案第76号は「粕屋町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例に

ついて」でございます。 

近年、限度額認定証等の普及により、医療機関等窓口での支払いを自己負担限度

額までとすることができるようになったため、高額療養資金貸付制度については、

長期間利用されていない状況にあります。本貸付制度の利用が長期間ないこと、ま

た貸付制度を利用せずとも安心して医療を受けられる体制づくりが整っていること

から、「粕屋町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例」を廃止するものでござい

ます。 

次に、議案第77号は「令和６年度粕屋町一般会計補正予算について」でございま

す。 

今回は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３億5,948万3,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を224億1,191万円とするものでございます。歳入の主

なものといたしましては、国庫支出金を１億282万5,000円、県支出金を8,890万円、

町債を3,870万円増額するものでございます。また、財源不足を補うため、財政調

整基金から9,382万4,000円の繰入れを計上しております。一方、歳出の主なものと

いたしましては、障がい福祉サービス事業費を２億8,501万8,000円、県知事選挙執
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行事務費を2,140万5,000円、国民健康保険事務費を1,534万円増額するものでござ

います。 

議案第78号は「令和６年度粕屋町国民健康保険特別会計補正予算について」でご

ざいます。 

今回は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,509万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を37億3,110万円とするものでございます。歳入といたしまし

ては、繰入金を1,534万円増額し、収支均衡を図るため、歳入欠陥補填収入を25万

円減額するものでございます。一方、歳出といたしましては、総務費を19万円、諸

支出金を438万6,000円、予備費を1,051万4,000円増額するものでございます。 

次に、議案第79号は「令和６年度粕屋町後期高齢者医療特別会計補正予算につい

て」でございます。 

今回は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ334万6,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を７億2,742万7,000円とするものでございます。歳入といたし

ましては、繰入金を67万1,000円、諸収入を267万5,000円増額するものでございま

す。一方、歳出といたしましては、後期高齢者医療広域連合納付金を67万1,000円、

諸支出金を267万5,000円増額するものでございます。 

次に、議案第80号は「令和６年度粕屋町介護保険特別会計補正予算について」で

ございます。 

保険事業勘定の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出そ

れぞれ362万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を28億3,339万1,000円とするも

のでございます。歳入は、繰入金を362万2,000円増額し、歳出は、総務費を362万

2,000円増額するものでございます。 

次に、介護サービス勘定の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、

歳入歳出それぞれ189万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を3,386万2,000円と

するものでございます。歳入は、サービス収入を12万6,000円、繰入金を176万

5,000円増額し、歳出は、総務費を189万1,000円増額するものでございます。 

次に、議案第81号は「令和６年度粕屋町水道事業会計補正予算について」でござ

います。 

補正の内容としましては、上下水道料金システム更新のため、債務負担行為を追

加するものでございます。 

次に、議案第82号は「令和６年度粕屋町流域関連公共下水道事業会計補正予算に

ついて」でございます。 

補正の内容としましては、流域下水道維持管理負担金前年度精算に伴う増額及び

上下水道料金システム更新のため、債務負担行為を追加するものでございます。収
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益的支出につきまして、営業費用を1,700万円増額し、12億6,471万7,000円とする

ものでございます。 

議案第83号は「指定管理者の指定（継続）について」でございます。 

粕屋町福祉センターにつきましては、令和４年４月１日から、粕屋町社会福祉協

議会を指定管理者として運営しておりますが、その期間が令和７年３月31日をもっ

て満了いたします。つきましては、次期の指定管理者の選定に当たり、「粕屋町公

の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例」第２条及び第５条に基づき協

議検討いたしました。その結果、粕屋町社会福祉協議会は、粕屋町福祉センターを

効率的・効果的に管理運営でき、事業効果も期待できること、さらに、これまでの

経験・知見等を今後予定している施設の改修工事・設計に十分にいかしていくため、

指定期間を２年間とし、引き続き令和７年４月から指定管理者として指定いたした

く、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

以上で、提案理由の説明を終わります。 

何とぞよろしく御審議賜りますよう、よろしくお願いします。 

（町長 箱田 彰君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

日程第５．「議案等に対する質疑」に入ります。 

質疑は、一括議案番号順にお願いいたします。 

質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、質疑を終結いたします。 

◎議長（小池弘基君）   

日程第６．「議案等の委員会付託」をお諮りいたします。 

本日上程されました、68号議案から83号議案につきましては、付託表のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託したいと思います。また、68号議案、69号議案、77号

議案から82号議案の令和６年度補正予算関係につきましては、議長を除く議員全員

で構成する予算特別委員会を「地方自治法」第109条第１項及び「粕屋町議会委員

会条例」第５条の規定により設置し、それぞれの特別委員会に付託して審査するこ

とにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小池弘基君）   

御異議なしと認めます。 
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よって、本日上程されました議案等につきましては、付託表のとおり、それぞれ

所管の委員会に付託することに決定いたしました。 

なお、申合せ及び協議により、予算特別委員会の正副委員長は、委員長に井上正

宏議員、副委員長に末若憲治議員であります。 

◎議長（小池弘基君）   

日程第７．「決議の上程」を行います。 

配付いたしておりますように、本定例会に委員会から提出された決議は１件であ

ります。趣旨説明を求めます。 

山𦚰議会運営委員会委員長。 

（議会運営委員会委員長 山𦚰秀 君 登壇） 

◎１４番（山𦚰秀隆君）    

決議第１号「粕屋町総合計画策定委員会設置に関する決議（案）」について。 

決議案はお手元に配付のとおり、「地方自治法」第109条第１項及び「粕屋町議

会委員会条例」第５条により、特別委員会設置の根拠とし、議会運営委員会より、

「粕屋町議会会議規則」第14条の規定により、議長に提出いたしました。 

内容の詳細は、令和８年度から10年間の町のめざす方向を示す第６次粕屋町総合

計画基本構想及び基本計画の策定に当たり、町から提出される案について、審査及

び調査を行うために設置するものであります。 

委員の定数は、議長を除く15名であります。 

設置の期間は、令和６年11月29日から調査終了までであります。 

本決議は、「粕屋町総合計画策定条例」第６条及び「粕屋町議会先例（申し合わ

せ）事項」の取決めにより、決議するものであります。 

議会運営委員会委員長、山𦚰秀 。 

以上です。 

（議会運営委員会委員長 山𦚰秀 君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

日程第８．「決議に対する質疑」に入ります。 

質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、質疑を終結いたします。 

◎議長（小池弘基君）   

これより、決議第１号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 
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（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、決議第１号を採決いたします。 

本案に賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、決議第１号は可決されました。 

したがって、粕屋町総合計画策定特別委員会の委員は、議長を除く議員15名全員

を選任することに決定いたしました。 

ここで、ただ今設置が決まりましたので、特別委員会の正副委員長互選のため、

特別委員会を招集しますので、暫時休憩といたします。 

（休憩 午前９時54分） 

（再開 午前10時21分） 

◎議長（小池弘基君）   

再開いたします。 

特別委員会より、委員長及び副委員長互選の報告がありましたので、議会局長が

読み上げます。 

臼井局長。 

◎議会局長（臼井賢太郎君）    

それでは、読み上げます。 

粕屋町総合計画策定特別委員会委員長に案浦議員。副委員長に田代議員。 

以上であります。 

失礼いたしました。再度、読み上げさせていただきます。 

粕屋町総合計画策定特別委員会委員長に、案浦兼敏議員。副委員長に田代勘議員

でございます。 

以上であります。 

失礼いたしました。 

◎議長（小池弘基君）   

お諮りいたします。 
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 本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則

第45条の規定により、議長に一任していただきたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小池弘基君）   

御異議なしと認めます。 

よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は議長に一任していただくこ

とに決定いたしました。 

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

これにて散会いたします。 

（散会 午前10時23分） 
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（開議 午前９時30分） 

◎議長（小池弘基君）    

改めまして、おはようございます。 

昨日は、福岡県県議会議員補欠選挙が行われまして、大変お疲れさまでございま

した。 

本日から一般質問となりますが、今年最後の一般質問でございます。 

ただ今の出席議員数は16名全員であります。定足数に達しておりますので、ただ

今から本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

◎議長（小池弘基君）    

それでは、ただ今から「一般質問」を行います。 

発言に関しましては、質問者は会議規則を遵守し、さらに、文書通告の趣旨にの

っとり、簡単明瞭に、答弁者の発言に関しましては、質問にそれることなく的確に、

しかも簡潔にされますことを議事進行上強くお願いする次第であります。 

なお、答弁側におかれましては、答弁者が誰か明確となるよう声に出して挙手さ

れますよう、併せてお願いいたします。 

それでは、質問順に従い質問を許します。 

議席番号10番、田川正治議員。 

（10番 田川正治君 登壇） 

◎１０番（田川正治君）   

おはようございます。 

議席番号10番、田川正治です。通告書に基づきまして、一般質問いたします。 

今年は広島、長崎へ原爆が投下されて79年目です。日本国内と国際社会に、粘り

強く原爆被害を訴え続けてきた日本原水爆被害者団体協議会、日本被団協が国連の

ノーベル平和賞を受賞しました。核兵器禁止条約実現に尽力したICANのノーベル賞

受賞に次いで、核兵器を廃絶する大きなうねりと運動が、国際世論を動かしており

ます。唯一の戦争被爆国である日本政府が、核兵器廃絶のために被爆者の願いに応

え、核兵器禁止条約の批准、調印を行うことが求められております。 

粕屋町議会では、日本政府に核兵器禁止条約への加盟を求める意見書を採択いた

しまして、粕屋町は、非核平和都市宣言として、町で毎年、平和週間に原爆パネル

展を続け、世界で取り組まれている核兵器廃絶の運動、その一環として、長崎の平

和祈念式典に小学生の親子が参加する、このような平和と原水爆禁止の取組を行っ

ております。私は、戦争のない平和な世界を子どもたちに引き継ぐ、そのために取

り組んでまいります。 
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総選挙では、自民党と公明党の連立政権、過半数割れして少数与党になりまし

た。これまで自民党に対する国民の歴史的審判、下されました。あわせて、改憲政

党が３分の２の議席を失ったことで、憲法改正の国民投票を、国会で決議を強行で

きなくなりました。このような下で、臨時国会では、総選挙でも争点になった企業

団体献金禁止、政策活動費の廃止、自民党ぐるみの裏金、脱税事件の徹底究明と真

相解明を国民は求めております。あわせて、現行の健康保険証を廃止して、マイナ

保険証を国民に押しつけ３兆円の税金をつぎ込み、本日12月２日から新規発行の中

止を強行しました。国民の批判と怒りが沸騰しております。資格確認書や資格情報

のお知らせ、手続と事務処理を自治体に押しつけ、医療機関に診療報酬に加担をつ

けて競い合わせ、正に雨と鞭、ニンジンをぶら下げる。このような卑劣な施策で、

引き続き無駄な愚作に国民の税金をつぎ込もうとしております。岸田政権を引継

ぎ、マイナ保険証を強行された……。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員、一般質問に入ってください。 

◎１０番（田川正治君）   

石破政権に国民的な批判が続出しております。 

ただ今、このマイナ保険証の問題について、一般質問に入ります。 

最初に、マイナ保険証の解除、10月28日に伴う資格確認書の交付は、マイナ保険

証を解除申請してから１か月後に交付される資格確認書です。また、システム不具

合のときに提出する、マイナ保険証と併せて処理する紙の資格情報のお知らせな

ど、現在の交付状況について答弁を求めます。 

◎議長（小池弘基君）    

大内田総合窓口課長。 

◎総合窓口課長（大内田亜紀君）   

まず、粕屋町におきまして、11月15日時点でのマイナ保険証利用登録解除申請は

３件となっております。資格確認書の交付につきましては、現在の保険証利用登録

を解除された方も含めまして、まず現行の健康保険証が令和７年７月31日の有効期

限まで使用可能でありますので、有効期限終了間近の７月に一斉送付する予定とし

ております。また、資格情報のお知らせにつきましても、国の指示によりまして、

現行保険証の有効期限が切れる前に送付を予定しております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   
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今、資格情報のお知らせについては、このマイナ保険証を持ってる方に対して、

今でも交付がされてるというふうに聞いておるわけですが、資格情報のお知らせに

つきましては、先ほど述べられました７月31日、これ後期高齢者医療保険証もそう

ですし、健康保険証、会社や公務員の人たちが持ってるのは12月１日ということな

どは聞いておりますけど、国民健康保険証の場合は、今朝、テレビでも言ってまし

たけど、８月頃にというようなことでそれぞれの自治体によって違いがあるという

ようなことなどがありまして、そういう点では、日にち的にはこの８月のそれぞれ

の国民健康保険証の期限切れについて、どのようになってるのか、説明をお願いし

ます。 

◎議長（小池弘基君）    

大内田総合窓口課長。 

◎総合窓口課長（大内田亜紀君）   

粕屋町の国民健康保険の有効期限は、令和７年の７月31日でありますので、現在

発行してる分はですね。なので、それが切れる前に、国民健康保険に関しては、そ

れが切れる前に資格確認情報のお知らせを送るように国のほうから指示があってお

りますので、それに間に合うように、粕屋町でも送る予定としております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

今から、マイナ保険証を持たない人には、職権で資格確認書を期限切れになる前

に送るということですけど、このマイナ保険証を解除した人、今先ほど述べられま

した３件ですかね。解除申請をしたら、その方はマイナ保険証の資格が無くなるの

で、国民健康保険などの交付が必要になってくると思いますけど、そういう分類を

するのも含めての作業が今から必要になってくると思いますけど、まずは、資格確

認書の３件の分については、交付はどういうふうな状況なんですか。 

◎議長（小池弘基君）    

大内田総合窓口課長。 

◎総合窓口課長（大内田亜紀君）   

解除されたのが11月ですので、まだこの時点では現行の健康保険証をお持ちのは

ずなので、もし、今現在その方々が紛失をされてるということであれば、今日以降

は再発行ができませんので、その時点で資格確認書をお渡しすることになります。

その申し出はあっておりませんので、現行の保険証をお持ちであると思われます。 

以上です。 
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◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

今のマイナ保険証を解除して、国民健康保険証の交付を受けるということで、ど

のくらいかかるのかというのもあります。報道によると、１か月ぐらい掛かってそ

れが交付されるんじゃないかというようなことなども言われておりますけど、それ

については、例えばそれとか併せて電子証明書を格納したICチップマイナ保険証の

場合、５年というようなこととか、マイナンバーカードそのものは10年というよう

なことなどあって、今からいろいろそういう活用している保険証によって、町に申

請して交付をし直すというようなことなどが出てくると思いますけど、この先ほど

言いました、解除した分は１か月掛かるというのが報道されていましたけど、それ

は正確にはどういうふうになるんですかね。期限的に、どのくらいの申請。 

◎議長（小池弘基君）    

大内田総合窓口課長。 

◎総合窓口課長（大内田亜紀君）   

国民健康保険であれば、町のほうで確認ができますので、解除の申請をされれ

ば、申請はしていただかないといけないので、解除自体がですね。なので、されれ

ばこちらのほうで、すぐに資格確認書はお渡しする形になります。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

漏れることなく、日にちは長く掛からないで交付することができるということで

したので、そういう点では、是非、漏れなく保険証が無くなるということにならな

いようにお願いをしたいというふうに思います。 

次に、高齢者や障がい者、介護施設などでのマイナ保険証や暗証番号の管理な

ど、プライバシーや情報漏えいを防止する対処方法について質問いたします。 

政府は、マイナンバーカードを他人に管理、利用させることは不適切だというこ

とにしております。ですので、高齢者施設などでは、暗証番号を含めたマイナ保険

証の管理については、紛失や盗難などを伴うというようなことなどで、施設側とし

ては断るというようなことなどがあるということが言われております。こういう点

では、資格確認書を管理してもいいということを施設側のほうでは考えとしてある

というようなことなどがあります。そういう点で、高齢者施設などでマイナ保険証

管理がしない場合については、今述べましたように資格確認書で対応するというよ
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うなことなどがあるわけですけど、いずれにしても、この解除も含めた申請は、実

際に町に手続に来るということなどをしなければなりませんが、こういう点で、障

害とか痴呆などの関係で、高齢者本人が手続できない場合には、どういうふうな手

続になってこの保険証に代わる資格確認書を施設で管理してもらうことができるの

かについて説明をお願いします。 

◎議長（小池弘基君）    

古賀介護福祉課長。 

◎介護福祉課長（古賀みづほ君）    

それでは、質問のまず通告書に従ってお答えをいたします。マイナンバーカード

は、御本人の管理が基本ですけれども、入所契約や預かり証等の合意に基づきまし

て、施設側で入所者のカードを管理することも可能とされております。暗証番号

は、原則として御本人での管理になりますので、暗証番号の管理に不安のある方

は、暗証番号を設定しないマイナンバーカードを希望されるか、資格確認書を希望

していただくこととなります。マイナンバーカード自体にプライバシー性の高い個

人情報は記録されていないほか、偽造防止などにも対応した万全のセキュリティが

施されていますので、施設での管理も可能とされており、施設で管理する際は、鍵

付きロッカー等で保管することや、管理の記録を付ける、それからマイナンバーカ

ードの管理を行う職員の範囲を決めておくなど、適切な管理方法についても、これ

はもう昨年度に出ておりますけれども、厚労省のほうから、「福祉施設・支援団体

の方向けマイナンバーカード取得・管理マニュアル」というものにきちんと示され

ております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

それで、先ほど言いましたその資格確認書を申請しそれを交付するということ

で、先ほど言いましたように高齢者や認知症の人たちが、自分ができないというよ

うなことで、東京のある区では、全ての人に資格確認書を送付すると。分類して渡

すということじゃなくて、いうようなことも含めて行うことによって、この施設に

入ってる人たちの分も、手続をしなくても資格確認書を施設で管理していただくこ

とになるということなので、非常に有効な方法だということでした。そういう点で

は、町としてもこのような今言いました資格確認書を全員に渡すというようなこと

などの検討をしてはどうかというふうに思いますけど、課長のほうから説明お願い

します。 
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◎議長（小池弘基君）    

大内田総合窓口課長。 

◎総合窓口課長（大内田亜紀君）   

一応、今うちのほうで確認したところでは、無条件に皆さんに資格確認書が送れ

るかどうかというのは、ちょっとはっきり分からない部分ではあるんですけれど

も、要介護の方とか認知症の方、基本的には、今マイナンバーカード保険証を紐付

けされてなければ、資格確認書を職権で期限が切れる前にお送りすることになりま

すので、それを使っていただくことになりますし、何かしら申請が必要だというこ

とであれば、代理人の方の申請も認められておりますので、そのような運用を行っ

ていきたいと思っております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

今後いろいろと、全国的にもですが、この活用の仕方というのは、有効な使い方

ということなども含めて、全国的にもそういう経験なども出てくると思いますの

で、そういう点では研究もしていただいて、漏れなく、いわゆるマイナ保険証を持

ってない人たちに資格確認書が届くと。また、解約して、そして資格確認書が必要

な人たちに対しての手続上の困難が、防げるような方法での交付を是非検討してい

ただきたいと思います。 

次に、全国的なマイナ保険証の利用率が13.87％、10月末には15.67％ということ

が報道されております。政府の目標は50％だったそうですが、15.67％しか、この

実績は上がっておりません。このような状況の下で、町内の皆さまが病院に受診す

る際の疑問とか不安とか、いろいろ利用するに当たっての問題などが、問合せなど

も出てくると思います。そういう点での町の体制として、この窓口対応としてどう

いう今の状況で行っていくことで、こういう問題対処ができるのかということにつ

いて、答弁を求めます。 

◎議長（小池弘基君）    

大内田総合窓口課長。 

◎総合窓口課長（大内田亜紀君）   

今の田川議員おっしゃるとおりです。特に高齢者の方、本当に御心配をされてる

と思います。私どもも日々、今お電話等頂いて対応させていただいておりますの

で、その点に関しましては、引き続き国が示すとおりにはなっていきますけれど

も、丁寧に御説明を差し上げていきたいと思っております。まず利用率につきまし
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ては、国保連合会から情報が来ることにはなるんですけれども、最新の情報、10月

１日時点にはなりますが、によりますと、粕屋町国民健康保険の利用者の方につき

まして、利用率は18.27％となっております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

いずれにしても、81％の人たちがまだ利用してないと。マイナ保険証を持ってい

るという状況ですので、いろんな点で、この対応については、具体的に病院にかか

るに際して、問題、疑問などが出てくると思います。そういう点で言えば、今まで

の窓口対応の体制だけでは、困難さも生まれるし、複雑ないろんな手続なども含め

てあるかと思います。そういう点では、臨時も含め、専門的に対応できる職員配置

が必要だというふうに思うんですけど、町長の見解を求めます。 

◎議長（小池弘基君）    

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

今、担当課長が申し上げましたとおり、町民の方々、疑問とか不安を抱えてある

方に関して、丁寧に担当が説明を申し上げております。今のところトラブルはあっ

ておりません。したがいまして、今の体制でいくつもりでございます。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

では次に、町立保育所と町立幼稚園が担ってきた公的役割を維持するための保育

士の確保や施設の建て替え、再編整備などについて質問します。 

中央幼稚園と仲原幼稚園は新園児募集停止で園児が減少したことで、職員も減少

し仕事や責任が増大しているというようなことを聞きます。この点で、労働組合の

ほうの資料を見せていただいたら、１クラス一人の正規職員の確保はできているも

のの、各園における特別な配慮を要する幼児や、発達の特性を持つ幼児の数が年々

増加している傾向にあると。職員は、より高度な専門的知識・技能が求められるよ

うになっておるので、園児の減少に伴う正規職員の配置数も増やして、対応してい

ただくことが必要だというような趣旨のことがありました。私は、園児の減ったと

いうことだけで、職員の人数が減るというようなことになってはならないというふ

うに思うんですけど、この点について、今の状況について説明を。 

◎議長（小池弘基君）    
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渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

中央幼稚園と仲原幼稚園で、園児の減少により職員を減らすということはしてお

りません。ですので、それによって業務等が増大しているということはございませ

ん。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

それで、中央幼稚園と仲原幼稚園の園長さんが兼務しているということが去年か

らあって、去年は仲原幼稚園のほうには園長経験者の方が副園長役を持って仕事を

されておりました。しかし今年度は、そういう体制ではなく、園長が兼務で、主任

が園長代理ということで職務を担っていただいているということです。私は、この

園長を配置せずに園長兼務で幼稚園運営を行うということについては、町の幼稚園

規則21条には、園長、主任教諭、その他必要な職員を置くとしている点とか、文部

科学省の幼稚園設置基準で、第５条で幼稚園の園長の各学級に少なくとも専任の主

任教諭、指導教諭又は教諭を一人置かなきゃならないということがありますけど、

この点に対して問題が生じているということになってるんじゃないかと思うんです

が、この点について説明を。 

◎議長（小池弘基君）    

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

去年までは、仲原幼稚園と中央幼稚園で、それぞれそのときも、園長につきまし

ては兼務で、１園のほうに副園長という形で、園長の経験者の方を配置させていた

だいておりました。今年度につきましては、それぞれ園長先生につきましては、両

方共兼務というところは変わらないままで、主任の先生につきまして、それぞれ今

まで主任につきましては、各園、クラス担任を持った上で主任も兼務しておったと

ころを、それぞれ主任についてフリーの形で、クラス運営には関わらない形で、２

園にそれぞれ１名ずつ配置しておりまして、そこに対して園長先生とのフォローに

も入ってもらってるという形をとっております。主任教諭につきましては、今後園

長先生になっていくであろうというような職員のほうを充てておりますので、その

経験を積んでいただくというところでも今回の配置といたしております。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   
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いろんな条件の下で、現場で工夫しながら、職員の中で対応していくということ

は大事なことでありますね。私が言ってるのは、この園長を置くという基準につい

て問題ないのかということを確認しておきたいんです。そのことについてお願いし

ます。 

◎議長（小池弘基君）    

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

兼務ではありますが、それぞれ園長として配置をし、活動していただいておりま

すので、問題はないかと思っております。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

活動して、ちょっと確認のために私これは知っておきたいんです。園長は兼務で

あったらいいということなのかということを聞きよるんです。兼務じゃなくて、専

任としてして置くことが基準としてなってるんじゃないですかということを聞きよ

るんです。その点について説明。 

◎議長（小池弘基君）    

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

園長を置くというふうな記載になってるかと思いますので、兼務でも問題ないと

考えております。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

今の問題では、問題ないということですから、設置基準として問題ないという答

弁だと思いますので、後でまた、今後質問をしていきたいと思います。 

次に、幼稚園や保育所における正規職員の配置について質問いたします。幼稚園

や保育所の正規職員の退職に伴う職員の補充や会計年度任用職員のクラス担任を改

善して、各クラス２名の正規職員を配置するというようなことが求められるわけで

すが、この正規職員の配置について、今までは、募集する際でも会計年度任用職員

のクラス担任というようなことなどが募集の条件であったりということがありま

す。私は、初めから、正規職員を採用するという立場での補充をして、今後してい

くこと、これまでもですが、今後もしていく必要があるというふうに思ってるんで

すけど、この点について、正規職員を増やしていくという方法と言いますか、募集
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も含めて検討が必要だと思いますけど、その点について説明願います。 

◎議長（小池弘基君）    

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

職員の配置状況につきましては、現在幼稚園に関しては、園長、主任及び担任。

保育所に関しては、園長、主任及びクラスの園児数に応じた担任については、正規

職員。ほかに必要な代替とか加配などで園児やクラスの状況に応じて配置が変わっ

てくるような形につきましては、会計年度任用職員を配置しております。今後もこ

の方向でいきたいと考えております。しかし、今後の職員の退職とか施設整備のほ

うに合わせまして、計画的に正規職員の採用を検討してまいります。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

そのためには、やっぱり雇用条件、賃上げ含めていろんなことも含めて、今ほか

の職種より８万円低いということなどがあり、改善はされてきてるけど、まだそう

いう雇用条件としては厳しい条件の中で働くということが求められてる職種になっ

てるわけです。これでは、未来を担う子どもたちを本当に責任ある自治体の役割と

して果たしていくことができないというふうに思います。そういう点では、国に対

する公定価格の引上げやら保育配置基準の改善などを含めて求めていくとして、町

としても賃金・手当の支給の条件を引上げていくということでの人材確保を検討す

べきだというふうに思うんですけど、町長の答弁を求めます。 

◎議長（小池弘基君）    

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

今、日本国中で、そういった物価インフラに対する生活給、要するに所得水準の

向上について議論がされています。これは政府のほうで、今、集中的にその辺のこ

とは考えてあります。今後、国との協議、指示の中で改善されていくものと私は期

待しております。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

それは国の基準の問題だけじゃなくて、町としてもそういうことを検討していた

だきたいというふうに思います。 

次に、老朽化した仲原保育所の建て替えと耐震診断の実施について質問します。
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この前、私の質問に対して、町長初め担当所管課の答弁は、同じ場所では建て替え

ができないので他の場所を探しているということでした。その後、何度聞いても建

て替える場所の土地の確保が難しいと説明しておられました。保育所の職員初め、

保護者も、「本気で町長は建て替えをするつもりですか。」このような声もありま

す。仲原保育所を建て替えるために、これまで何箇所、建設場所を特定して土地の

所有者と話合いをしてきたのか。このようなことが見える形で説明がないと、本当

にやられてるのかなという疑問が生じます。 

それともう一つは、民間保育所の場合でも農協に土地を紹介してもらって建設し

ているところもあります。町も農協に建設場所、農地などを含めたそういうところ

を紹介してもらうことも含めて、もっと積極的に土地をどうして見つけるかという

工夫もしていくべきだというふうに思うんですけど。この土地の所有者との話合

い、何箇所ぐらいやられて、この建設場所を探す努力をされてきたのかについて答

弁を求めます。 

◎議長（小池弘基君）    

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

具体的詳細は、お答えはできかねますが、今は、以前の御質問でお答えしたよう

に、仲原幼稚園を小規模保育園っていうことを将来的には考えております。そうい

ったことも含めまして、並行して仲原保育園の建て替えについての検討をしている

状況、これは全く今も変わっておりません。ただ、今田川議員がおっしゃったよう

に、農協等の民間のそういった候補地についてのあっせん等、相談については参考

にさせていただきたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

とにかく長いんですよね。もう４年、５年近くなると思うんですけど。こういう

状況が続いていて、今の老朽化した仲原保育所は大丈夫なのかという問題も含めて

出てくるんです。是非、積極的に取り組んでもらいたいと思います。それと、仲原

保育所と中央保育所民営化の時に、因前町長が提案した時も、建物の老朽化と地震

による建物の崩壊、園児の安全確保ができないということで、地震で潰れたら行政

の責任になるということまでも答弁されました。このことは、私たちも保護者の人

たちと一緒に、地震になったら大変だから、何とか建て替えてほしいという話など

も相談を受けながら取り組みました。篠崎元町長の時も、大川保育所の民営化の後

に、中央保育所の民営化が提案されて、議会や保護者への説明の時には老朽化と地
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震、危険だと。園児の安全性が責任持てない。同じことだったんですね。13年前か

ら、老朽化した建物が地震で危ないと。2011年には、東北大震災などを含めて起き

る中で、なおさらこの問題が、耐震基準も含めて対応していかなければならないと

いう話が強まってきたと思います。 

しかし、平屋だから耐震しなくても、耐震診断しなくてもいいということが今ま

で答弁されてきておりますけど、もう園舎は、開園後45年ですよね。もう正に地

震、強い地震じゃなくても倒れる状況になって心配だということは当然だと思いま

す。そういう点で言えば、耐震診断をまずして、それで皆さんに説明もして、大丈

夫だということも含めて説明責任を果たしていかないと、このままでは、地震が起

きたら、老朽化したのを何とか建て直してという話をしていくだけでは、問題が解

決しないというふうに思うんですけど。町長は、この耐震診断も含めた地震による

心配がないということを、保護者に説明するという立場で、どのように取り組んで

いくべきだというふうに考えられるのか、答弁を求めます。 

◎議長（小池弘基君）    

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

正に今おっしゃったように、耐震診断、これは鉄骨造りの平屋建て、延床面積

818平方メートルということで、耐震の診断の基準の対象にはなっておりません

が、専門的な設計業者辺りの知見と協議もしながら、今後検討してまいりたいと思

います。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

是非、保護者が安心する、町がこの公的責任を果たすという立場で、是非取り組

んでもらいたいというふうに。 

次に、仲原幼稚園廃園ということで、中央保育園も含めて、今、新園児の募集を

停止するというようなことなどで、特にこの方針の中で、仲原保育園の廃園に伴う

町立小規模保育所の建設について提案されてるんですよね、計画を。この問題につ

いて、私もほかの議員もそうですけど、小規模保育所を卒園する３歳児をどこに受

け入れるのかという連携施設の問題。これは私立の民間の小規模保育所の場合は、

特にこれが問題になってきて、町立の幼稚園に入れてほしいという話までもあった

んです。それほど連携施設が大事なんですけど、説明の中では、町立で受け入れ

る、町立保育園で。いうようなことだったと思うんですね。これは、現実的に今の

保育所の状況、保育士の配置の問題含めて、受け入れるだけの余裕も含めて、今か
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らこれができるのかということがあるんです。その点からも、町立の保育所に対し

て、このことの連携施設の話をされたのかどうか。そして、どういうふうな体制で

この受け入れる方向を、保育士とか配置をしてやっていくというようなことなどが

具体的になされたのかについて説明を求めます。 

◎議長（小池弘基君）    

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

仲原幼稚園の閉園自体は令和８年３月末という形で、現在は、令和７年度に設計

と令和８年度の工事着手という形で計画をしておるところでございます。令和９年

度から開設というところで予定をしておるんですけども、それまでに人員配置等も

整えながら、当然、２歳から３歳児に上がるときというのは定員数とかも変わって

きますので、その辺りを含めて、各保育園で受入れができるような形で整えていき

たいと考えております。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

その関係の保育所に対して、その話を職員も含めてされてるのかと。今後、２

年、３年後にはその保育士の人たち、現役で働く人たちも含めて、実際保育士が受

皿として確保できるということは、今の状況で言えば、なかなか応募しても採用で

きない。条件があって苦労してるという状況の下で、現実的にそれが可能なのかと

いうことも含めての話なんです。そのことも含めて話をされて、いや、保育所も確

保して取り組んでいくようにするという町の計画も含めて話をされたのかというこ

とを聞いてるんです。 

◎議長（小池弘基君）    

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

町の計画につきましては、保育士の職員も含めたところで一旦会議も行っており

ますので、十分職員のほうも知ってると思います。職員の確保ができるのかという

ところがあるんですけども、今後も引き続き、先ほども申し上げましたが、積極的

に職員の採用を検討していきたいと考えております。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

労働組合の幼稚園の組合員の人たちの話を聞けば、中央幼稚園と仲原幼稚園の閉
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園が提案されたことに伴い、閉園に向けた準備や取組に関してもまだ不透明な部分

も多く、職員ですら見通しを持てずにいることも大きな問題点があるということ

で、職員は元より、保護者も含めてこの方向というのは、全く、幼稚園の、この廃

園の問題も含めてですけど、連携施設の問題も含めてよく理解されてないと思うん

ですよ。そういう点では、この文書も含めてこういう方向でっていうことを含め

て、職員配置の問題も含めて、もっと具体的に分かるように示していくべきだとい

うふうに思うんですけど。その点については、職員のほうとそういうことについて

具体的にやられたのか。 

◎議長（小池弘基君）    

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

今回の計画段階では、本当に職員のほうも入ってきておりますので、その中で

は、職員と言われましても、当然会議に全員が入ると保育等に支障を来たす関係が

ありますので、代表して入っていただいております。その中で、当然、職員の中で

も知らされているものだと考えております。今後、配置等につきましては、必要な

配置等について園長先生等も含めながら検討はしておりますので、職員に対しても

そのまま理解していただけるものと考えております。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

中央幼稚園と仲原幼稚園の廃園の問題も含めて、学識経験者とかそういう人たち

も含めて、いろんな人たちでの話合いをする。園長さんも入ってるという話が今ま

であって決められてきたんですね。それはそれでいいですけど、実際具体的にそれ

を取り組むに当たって、職員の人たちが本当に心配なく、受け入れるということも

含めて、この小規模保育所を造って、連携施設としてやっていくというならば、そ

ういうのをしっかり今の時期に話もして、納得して理解していただいて運営してい

くというようなことになるようにすることこそ大事だと思うんすよ。それは、園長

先生、関係者の人が一人入ってきとるから、その人から伝えてもらってると思いま

すということでは、具体的には進まないと思います。そういう点で納得はですね。

だからそこをやってほしいということを言いよるんです。やるべきじゃないかとい

うことです。その点についてもう一度。 

◎議長（小池弘基君）    

神近住民福祉部長。 

◎住民福祉部長（神近秀敏君）   
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議員が言われてるとおり、一部の職員さんでそういうふうな御不安があるという

ふうなことがございます。のところであるんですけども、実際会議の中で、先ほど

課長が申し上げましたとおり、職員の方が入っていただいて、みんなで話合いなが

ら、そういうふうな方向性を決めたというところがございますので、もし、まだ不

安があるというふうな職員さんがいらっしゃるのであれば、こちらとしても丁寧に

また説明をして、みんなでまた考えていきたいというふうには思っております。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

いずれにしても、この保育をする人は保育士ですからね。園長さん一人でやるわ

けじゃないですから。そういう点で、私は役場の仕事でも一緒だと思うんですよ。

課長、部長の方がやるわけではなく、職員の人たちが一致して業務に取り組んでい

くということによって、いろんな仕事が効率良く、支障無く進めていけるというの

があると思います。だからそれが、公務員としての一番大事な基本のところの役割

と思うんですね。そういう点をしっかり、やっぱり保育士さんたちも含めて、自覚

を持ってやっていただいてる保育士さんたちに、そういう立場で行うようにしても

らいたいということを申し添えておきます。 

次に、仲原保育所と仲原幼稚園の統合による町立幼保連携こども園の計画につい

てですが、私は、仲原幼稚園が廃止される閉園、これと仲原保育所の建て替えとい

うことも一体とした問題として取り組んでいくということが、今までも、先ほど町

長も述べられたように、そういうことだというふうに思っております。私は、これ

はやはり仲原保育園の建て替えと、幼稚園が廃園するならば、その土地も含めて有

効利用しながら、どういうふうな施設を今後考えていくかということだというふう

に思っております。そういう点では、私は基本的には、仲原幼稚園を残して縮小し

てでも存続することを求めてるんです。建て替える所も、町立保育所の場合は、あ

そこの場所が駄目ならば、ほかの所を探すということで、仲原保育所を建て替えて

ほしいという考えです。しかし、今の状況の下で進めていく、今の町の方針から見

たら、何らかの方向を示せていかないと、このまま日にちがたっていくということ

だけで、両方共うまく、この利用者の人たちが使えるようになるのかと。保育所、

幼稚園をですね。いうのが非常に心配です。そういう点では、町立小規模の３歳児

を受け入れることで、町立幼稚園と合わせた保育所という点では、幼保連携こども

園が一番適しているというふうに思います。そういう点で言えば、場所について、

私の案としては、考えとしてこれ可能かというのもありますが、仲原幼稚園の跡地

に３階建ての施設、そして小規模保育所を仲原保育所の跡地に建てたらどうかとい
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うふうに思うんです。 

要は、問題は、私は公的な幼稚園と保育園を是非維持してほしいと、今の状況を

ですね。いうことがあっての提案なんです。そういうことも含めて、何かこの点に

ついて、具体的に検討されて、この二つの保育所と幼稚園の関連性を持った役割

を、どう支障なく進めていくかという点について考えておられる点があれば、説明

をお願いします。 

◎議長（小池弘基君）    

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

現在のところは、令和６年３月に策定いたしました「粕屋町町立幼稚園・保育所

再編整備計画」に基づき進めておりまして、仲原保育所と仲原幼稚園の統合による

町立幼保連携こども園の計画はございません。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

今の状態に行けば、幼稚園は廃園。そして、仲原保育所は建て替え地が分からん

でそのままと、見つからないで。いうことになりかねないですよね。そして、心配

なのは、地震で仲原幼稚園の建物が大丈夫かという問題。３歳児以上の子どもの受

入れをどこにするか、町立保育所か、小規模保育所の卒園児３歳以上というような

ことも含めて、何かその辺りをもっと明確にしてもらわないと。分かりにくい問題

ですよね。仲原幼稚園の廃園、中央幼稚園の廃園ありきで進められてるけど、実際

は就学前の子ども、保育所・幼稚園を必要とする人たちに対する町の役割というの

では、果たし切れてないんじゃないかというのが、私の意見なんです。だから具体

的に、その方向も示したらいいんじゃないかと。もっとはっきりした形でというこ

とです。 

それともう一つは、私は、これはもう当然、行政改革の下で行われた幼稚園・保

育園の民営化、町立保育園の。ということと一貫となった流れの中で進められてい

るというふうに私は思うんです。それでは、町の役割も地方自治体の役割も果たせ

ないというふうに思うんです。幼稚園や保育園の人件費削減、維持費を削減してお

くというのが、まず一番初めにありきで、就学前の乳幼児の子育て支援、財政を民

営化とか廃止することによって削減する。確かに子どもが減ってきてるということ

あっても、先ほどから言います発達に支障を持つ子どもたちが増えて、私も幼稚園

の入園式とか保育園の入園式、卒園式行きます。もう確かに以前、自分が議員にな

った時から比べたら、集中できなくて、子どもたちが先生の言ってることも、一緒
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に座って聞くことができないでという状況は、もう増えてるというのは目に見えま

す。そういう点で言えば、先ほどから言いました子どもが減ったということだけじ

ゃなくて、やっぱり必要な人的配置をして保育所を増やし、そして受入れをしてい

くということが今大事だというふうに思います。そういう点で言えば、幼稚園の閉

園というのは財政効果がないと、削減効果。むしろ、税金を福祉の向上のために使

う、就学前の子どもたちの援助に使うというようなこととか、そういう役割を持っ

た財政の使い方にはなってないのじゃないかというのを非常に危惧します。そうい

う点で、もっと積極的に町の財源も振り向けて、こういう幼稚園・保育園の維持を

していくべきだということを申し添えておきます。 

最後にこの問題についてですけど、これ町長に答弁してもらいたいんですが、中

央幼稚園や仲原幼稚園の廃園、新園児募集の停止、このようなことは条例とか、い

ろんなこの改正などはしなくて進めていいのか。議会としての議決なども必要じゃ

ないかなというふうなことも思うんですけど、その点について町長の見解を。 

◎議長（小池弘基君）    

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

条例上の休園、要するに閉園ということは、まだその時期ではありません。今ま

だ、そういった意向を議会のほうにお諮りしながら、御意見を賜りながら進めてお

る状況であります。これにつきましては、担当所管のほうも十分に委員会のほうで

も御説明申し上げましたし、委員会の中での御承認も得ているものと思っておりま

す。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

委員会の中で、反対意見も含めてあるわけですね。そういう点では、委員会は全

てということではないです、それ決まったことが。そういう点も、私は私の意見と

してあるわけで、この問題について、もう少しはっきり、この条例も含めて、支障

がない形で進められてるのかということは、私は危惧するから聞きよるんですね。

何もないのに、今そういう時期じゃないということだけじゃなくて、それにはも

う、何も議会に諮らんで進めていっていいことだということなのかということなん

ですけど、その点についてはどういうふうですか。町長の答弁を。 

◎議長（小池弘基君）    

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   
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重ねて申し上げますが、十分に委員会のほうでも、御審議をいただいているもの

と私は理解しております。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

いずれにしても、条例問題も含めてこれが進められるのかどうかも私もまた理解

不十分ですので、今後また取り上げていきたいと思います。 

では最後、これは会計年度任用職員の雇用の問題です。雇用条件の問題、処遇改

善についての計画……。 

（傍聴者の議席付近への誤入場あり） 

◎議長（小池弘基君）    

すみません。 

入るところが違いますので、ちょっと田川議員、一旦止めて。 

もうしばらくお待ちください。 

◎議長（小池弘基君）    

では、再開いたします。 

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

今年度の給与改定に伴う４月からの給与遡及の実施、それと、３年目の鍵となっ

てきた連続任用の検討についての実施計画についてですが、これまでも質問して、

９月議会でも質問しました。29日には人事院勧告を石破内閣閣議決定しましたの

で、国家公務員に準じた地方公務員の給与改定が行われるということになっていき

ます。当然これに伴って、会計年度任用職員の雇用条件についても影響が出てきま

す。そういう点では、９月議会で質問をいたしました内容について、「今年度より

正職員の改定時期に準じた運用と４月遡及の支給で改定予定。」というのが、会計

年度任用職員の給与改定問題。４月から遡及していくと。 

もう一つは、「２年を超えての連続任用についても、総務課で現在協議をしてお

り、他自治体の状況も把握して、できる限り早い時期に方針を決定したい。」とい

う答弁でした。この点について説明を求めます。 

◎議長（小池弘基君）    

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   

まず、給与改定につきましては、令和６年９月議会の定例会におきましても答弁

をさせていただいておりますが、人事院勧告によります会計年度任用職員の給与等
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の改定につきましては、総務省や県からの通知などによりまして、正規職員の取扱

いに準じる旨が現在示されております。ですので、例規の改正であったり、令和６

年４月に遡及した差額の支給について、現在準備のほうを進めておるところでござ

います。 

また、御質問の公募によらない再度の任用回数制限につきましては、国の非常勤

職員の例による会計年度任用職員の事務マニュアルも、令和６年６月に改定をされ

ておりますので、本町の運用におきましても令和７年度の任用から、再度の任用の

回数制限を設けない運用を考えてまいりたいと思っております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）    

田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

これまでも質問をしてきたときに、役場の職員の半分は会計年度任用職員。その

中の90％ぐらい女性の方という点では、ジェンダーギャップも含めて、男女平等と

いう立場からも非常に公務員の中で働く人たちの雇用条件を、男女平等も含め、正

職員と会計年度職員の人たちの状況を改善していくということは、国だけじゃなく

て町としてもいろんな点で検討して、進めていってもらいたいというふうに思いま

す。 

それで、そのほかちょっと時間ありますので、一時金の支給の問題とか期末手当

の水準を引き上げるとかいうようなことなど、退職金の支給とか、当該、正規職員

同様の有給休暇の問題とか、こういう点については、今までも質問もしてきたわけ

ですが、何度かこの点についての話をして、方向性は決まってるところなど含めて

あれば、現状を含めて説明を。 

◎議長（小池弘基君）    

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   

今現在、給与改定と連続任用につきましては、協議を進めまして具体的な手続の

ところに入っているところではございますが、あと、給与に関連するところで言い

ますと、会計年度任用職員につきましては、令和６年度から勤勉手当の支給を行っ

ておるっていうのが、まず現状でございます。あと、休暇等の処遇改善につきまし

ても、今現在、今回の給与改定等と併せまして、内部で検討のほうを進めておりま

す。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）    
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田川議員。 

◎１０番（田川正治君）   

幾つかの改善策含めて進められているということで、非常に積極的な取組をやっ

ていただいてることについては、非常に良いことであるし、役場の職員の人たちの

仕事のやりがいも含めて、非常に強まっていくことになるし、効率良い、そういう

職場環境が生まれてくるというふうに思います。今までもそうだったと思いますけ

ど、更にそういうことで改善することによって、住民の方針の立場に立った役場の

職員の人方が、どこに座ってどの席におられて窓口でおってとか、いわゆる専門的

にやられてる人たちも含めて、いろいろ町民から見れば一緒に見えるんですね。同

じ役場の人たち、どういう対応をしていただくかということは当然あります。そう

いう点で言えば、今からもこういう改善も含め、是非取り組んでいただくことを含

めて述べまして、質問を終わりたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

（10番 田川正治君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）    

ただ今より休憩といたします。 

再開を10時45分といたします。 

（休憩 午前10時32分） 

（再開 午前10時45分） 

◎議長（小池弘基君）   

再開いたします。 

議席番号６番、井上正宏議員。 

（６番 井上正宏君 登壇） 

◎６番（井上正宏君）   

おはようございます。 

議席番号６番、井上正宏です。通告書に従いまして、一般質問をします。 

今回は、ワンヘルス事業についてお聞きします。今年３月の一般質問で、福岡県

が推進しているワンヘルス事業についてお聞きしておりますので、２回目の質問で

す。２回目の質問、これは粕屋町がワンヘルス宣言を行う。これを柱に考えて、そ

の中で三つのポイントを行政に伝えたいと思います。まず１、町民におけるワンヘ

ルスの周知及び活動促進。２、町民の憩いの場である駕与丁公園をワンヘルス公園

に認定し、町外や県外からも訪れるスポットにする。３、子ども世代におけるワン

ヘルス教育の徹底で、持続可能な健康と自然環境を次世代に残すというポイントに

しております。 
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2024年、令和６年６月28日現在、福岡市町村でワンヘルス決議を議会で宣言した

市町村は12の自治体。ワンヘルス宣言をした自治体が29となっており、ワンヘルス

決議、宣言両方もした自治体は12となっております。３月に一般質問をしてからも

徐々にこの動きは、行政や地域住民に確実に伝わってきています。先日、類似団体

の市長さんとワンヘルスのお話をしている時に、市長さんは、議会でワンヘルス決

議宣言はしているが、市長としてワンヘルス宣言はしていないというお話ではあり

ましたが、市長さんとワンヘルス関係での様々な情報を交換する中で、市長さん

は、来年３月、市長としてワンヘルス宣言をすると言われてました。それでは、町

長へ質問します。本年３月議会定例会において、町長は、ワンヘルスにおいて「今

後研究しながら検討を行う。」と発言されました。その後、ワンヘルスについて何

か進展はありましたか。また、今後、粕屋町はワンヘルス宣言を行うか、お考えを

お聞きします。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

粕屋町の取組についてお話しする前に、今日たくさんの井上議員の応援団と言い

ましょうか、お見えですので、ワンヘルス宣言というのは若干説明をさせていただ

きたいと思います。これは福岡県がワンヘルス宣言、推進をしておるものでござい

ますが、今様々な感染症が世界そして日本に大きな影響を及ぼしました。これは人

と動物の健康、そしてまた自然との調和、これを考えたときに、ワンヘルスを考え

なければ、今後この地球規模の健康の維持、あるいは自然の環境破壊について無視

できない状態になるということで、福岡県が先駆けて行ったものでございます。こ

れ、福岡県議会も含めて、様々な取組もしてあります。今議員がおっしゃったよう

に、県内でも、10を超える自治体が宣言をしております。そして、それに伴って、

県もこういったワンヘルスに関する周知徹底を図るための意見交換会、説明会も行

っております。職員のほうも、今年の５月31日に、県の主催の市町村ワンヘルス担

当者向け説明会、意見交換会にも、私も参加をさせていただいて、このワンヘルス

に関する基礎的な研究、あるいは県が今行なっていますワンヘルスの関連事業など

の説明を受けながら、今、勉強している状況でございます。その時に、議員もされ

たと思いますが、参加市町村との意見交換を行っております。積極的に今後もこう

いった県の研修事業、あるいは市町村間の様々な協議にも参加し、私も参加してい

きたいと思っております。その上で様々勉強して、知識を得た上で、宣言をすると

いうことになろうかと思いますが、ただ、私もこれは希望なんですけども、やはり

議会の方々も、今、決議をしてある議会が相当多ございますので、決議もしていた
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だきながら、自治体、町が一体となって、この事業を進めることを期待したいと思

っております。 

◎議長（小池弘基君）   

井上議員。 

◎６番（井上正宏君）   

今、箱田町長には、私の一般質問の答弁ということも含めて、これは今日お見え

になっておられます傍聴者の方、また、議員の皆さまにも伝わるように説明をして

いただきました。新しい事業という取組ではありますけれども、どうしても新しい

事業ということになれば、これなかなか難しいなあというのは、当然私もいろいろ

お話聞く中で理解しておりますけれども、これはもうSDGsの健康版であるというこ

とで、まず簡単に頭の中に入れていただく中で、いろんな知識を今から皆さまに

も、当然私もしっかりと頭の中に入れて、お話しさせていただきたいと思っており

ますけれども。福岡県の新しい事業ということで、考えられるということでありま

すけれども、既にこのワンヘルスの取組というのは、もう様々なところで展開して

いるということをお伝えしまして、次の質問に移ります。 

次の質問は、町民の生命を守るに当たり、ワンヘルスの「６つの柱」となってい

る人獣共通感染症及び薬剤耐性菌環境保護の粕屋町における対策をお聞きします。

また、方針や行動計画などを策定する可能性はありますか。お聞きします。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

人獣共通感染症対策、そしてまた薬剤に対する耐性菌対策、そして環境保護につ

いて、これは粕屋町の方針とか行動計画という御質問ですが、県から、この市町村

レベルで計画を立てなければいけないという指示は、県からは受けておりません。

しかしながら、県においても、人獣共通感染症対策、薬剤耐性菌対策及び環境保護

についてのそれぞれの計画ではなくて、積極的な取組をやってくださいと。その啓

発推進をしてくださいという、こういった推奨をしていただいておることでござい

ます。そういったことで、粕屋町についても、様々な研究・勉強もしながら、住民

の方々に対するこういった周知を図ってまいりたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

井上議員。 

◎６番（井上正宏君）   

特に県からの指示はないということで、当然町として、県がないんであるんだっ

たら、町独自で何かそういう対策があるのかなということで思っておりましたけれ
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ども、特に町としても、今のところそういう方針とか行動計画はないということご

ざいますけれども、ここはやっぱりしっかりと執行部に考えていただきたいのは、

これはもう町民、県民の命、また、当然私たちの身近な粕屋町の町民の命として、

やはり命とか生命につながる部分でありますので、やはり粕屋町としても、何らか

の方針とか行動指針とかというのは、この時代でありますので、必要だというのは

不可欠ではないかなと思いますけれども、今後そういう指針など作っていただきた

いと思いますが、町長いかがでしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

先ほどから申し上げてますように、まず今勉強し、研究している状況ですが、宣

言をした後、様々な具体的な行動計画あるいは実施方針についてを取りまとめてま

いりたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

井上議員。 

◎６番（井上正宏君）   

それでは今後の様々な研究をされる中で、まず、町民の命、健康というところか

らしっかり考えていただきまして、そういう指針の作成をしていただきたいと思い

ます。 

それでは、３の質問に行きます。この３の質問に行く前に、関連と言いますか、

先日、ワンヘルスの県民の森、四王寺のほうに視察に行ってきました。それで、ガ

イドさんからの説明を受ける中で、最近は県議会の先生とか市議会の先生、また町

議会議員の方々の勉強と言いますか、視察がよくおいでになっておりますという話

を聞かせていただく中で、名刺交換をさせていただいた時に、「粕屋町ですか？」

と。「はい。粕屋町の議員をしております。」というお話をした時に、「粕屋町も

民間の福祉施設の団体の子どもさんたちが、ワンヘルスの体験ということで、よく

お見えになっております。」というお話を聞かせていただいております。 

そこで、３番目の質問に入りますが、宇美町、大野城市、太宰府市とまたがる四

王寺の森が、福岡県からワンヘルスの森に認定され、ワンヘルスミュージアムなど

の施設も充実し、ワンヘルス研修や森林浴などの運動やセラピーに利用されていま

す。粕屋町の憩いの場でもある駕与丁公園を、ワンヘルスの公園、これも仮という

ことですけれども、認定するという考えがありますか、お聞きします。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 



－ 43 － 

◎町長（箱田 彰君）   

今のところ、県のほうから駕与丁公園についてワンヘルスの公園としての指定の

話は全くございません。ただ、この四王寺山を中心とする県の森林公園でございま

すが、これは県が積極的に実際に働きかけ、協議しながら、ワンヘルスの森という

ことで、これはテレビでも紹介がされたところでございます。御存じのように、駕

与丁公園もそれに負けないような緑と水辺に囲まれた自然豊かな場所ということ

で、これは、正にワンヘルスの一つの目標である自然との共生、動物との共生、こ

れを体験できる、体現できるものだろうと私は思っております。これは、宣言と並

行しながら、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

井上議員。 

◎６番（井上正宏君）   

駕与丁公園をもし、ワンヘルスの公園という形で、これ認定要件というのが、四

つほどありまして、まだまだ、町として、宣言ということがなく、当然議会のほう

でも議決というところまで行っておりませんので、この認定要件の１から４です

ね。４を見る場合、１から３まではもう確実に、駕与丁公園は、啓発と言うか、認

定要件ですかね。駕与丁は、その中の３までは、そういう要件に当てはまってるん

ですけれども、この４番目に、ワンヘルスに関する県民等の理解を深めるための取

組が行われているかとか、計画されているかということが、この４番目にそういう

文言がありますので、これはもう先ほど町長が言われましたように、今後の研究課

題の中で、ここがクリアできれば、当然、次の段階に進んでいけるものだと思って

おりますし、この認定に当たり、申請者となられるのは、当然、箱田町長というこ

とになっておりますので、先ほど駕与丁公園のすばらしさと言いますか、私も駕与

丁公園のほうには、毎日散歩がてらに行ってきておりますけれども、この駕与丁公

園の歴史とか、自然とか、様々なことについて、たくさんの方々からの駕与丁公園

の魅力について、お話を受けてるわけですけれども、是非、この駕与丁公園を一つ

の起爆剤として、いろんな方々から、またこの駕与丁公園を利用してもらうための

一つの方法にもなるんじゃないかなと思っております。 

次の質問に行きたいと思いますけれども、次は教育長のほうに御質問させていた

だこうと思ってるんですけれども、教育長として、この駕与丁公園の利用を含め

て、今後、小中学校におけるワンヘルスの教育を深めていただきたいなと思ってお

りますが、そういうことも含めまして、４番目の質問に入りたいと思います。ワン

ヘルスにおいて、青少年への教育は、持続可能な健康及び自然環境を次世代に残す

ために必要なものであり、多感な時期に、自身の健康や、他者への関心、思いやり
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を考えることができる機会として有用だと考えられます。今後のワンヘルス教育に

おいて具体的な方針や構想がありますか、お聞きします。 

◎議長（小池弘基君）   

西村教育長。 

◎教育長（西村久朝君）    

議員が３月からずっとおっしゃっていただくこのワンヘルス。この言葉は、どの

時期から出たか分かりませんけど、学校教育においては、人と動物の健康的な関わ

り、それから環境との健全な関わりということで、環境教育とか、例えば感染症、

健康そういったもので、部分的には、教育としては今までもあっております。た

だ、ワンヘルスという言葉を使うか使わんかの違いであって、私は、中身について

は、随分、今学校教育の中でも行われているかと思います。ワンヘルスという言葉

を使った研修又は教育についてということに特化した質問みたいですので、次長の

ほうからお答えをさせていただきたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）    

まず前段で、福岡県のほうの、特に教育に関する動きを少し御紹介させていただ

ければと思いますが、県では御承知のとおり、令和３年にワンヘルス推進基本条例

定められまして、ワンヘルス教育のほうに推進をされておるところでございます。

令和５年度からは、県内全ての私立の高等学校を対象にしまして、ワンヘルス教育

を推進されており、令和６年、今年の３月からは、ワンヘルスの基本から実践的な

取組例まで教えることができる人材、こちらを福岡県ワンヘルスマスターというこ

とで認定をされ、地域あるいは学校等での学習や研修の場に講師として紹介すると

いう事業が開始をされておるところでございます。 

また、県内の小学校４校、中学校４校の計８校ですね。こちらを、ワンヘルス事

業を実践的に推進をする学習推進校ということで指定をされまして、こちらの児童

生徒のほうが年に１回、こちらも県で指定をされております教育モデル校、高等学

校、農業関係を持っておるところになりますけれども、そちらに訪問して、高校生

と一緒に動物の飼育体験等を行うという小中学校におけるワンヘルス教育推進事業

というものも、開始をされておるところでございます。 

粕屋町としましては、ワンヘルス教育に関する具体的な方針や構想というのは、

現状特に定めておりませんけれども、申し上げましたような県で実施されておりま

す、こういった事業内容につきましては、県のほうに常に周知を図っておるところ

でございます。また、町内の各小中学校におきましては、県のほうで示されており
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ますワンヘルスの理念とかワンヘルス教育のポイントというものが、チラシのよう

なもので、こちらも小中学校に周知をされております。内容につきましては、先ほ

ど教育長が言われたものと少しかぶるんですけれども、既存の学習、総合的な学習

の時間ですとか、あるいは理科、保健体育、道徳、いろんな複数の教科の中で、そ

ちらを横断的にワンヘルスに関する学びという形で取り組んでおるところでござい

ます。 

◎議長（小池弘基君）   

井上議員。 

◎６番（井上正宏君）   

３月の時にも堺次長のほうからは、答弁いただいておりました。ある程度、もう

３月にして、今回12月ということでの答弁でしたので、３月の答弁よりも、かなり

このワンヘルスの内容についてのお話は、進んでるなというのは、今の答弁でそう

いう感じはしました。 

そこで、先日みやま市での小学校で開催されましたワンヘルスサミットですね。

これ、小中学校の教員の研修に参加してきた中で、その中で、やはりそういう教育

に取り組む流れで、やはり、現場の先生たちですね。現場の先生たちのこのワンヘ

ルス教育が、どうだったのかというそういう取り組んでおられるところでの研修の

中で、その先生方がこのワンヘルス事業を取り組む中で、アンケートになりますけ

れども、この教員側からのアンケートについてちょっと一部紹介しますけれども。 

まず、「ワンヘルスの教育に意欲的に取り組めますか？」ということに対しまし

ては、「とても」というのが、58％。「まあまあ」というのが、48％ということ

で、その内容って言いますのは、「計画や準備は大変だったけど、体験活動が多く

楽しめました。」と。また、「新しい取組で、手探り状態で事業を行う中で、ワン

ヘルスマスターさんの話を聞いて、教員自身も新しいたくさんのことが知れて楽し

かった。」というアンケートですね。 

また、「ワンヘルス教育は未来のために必要だと思いますか？」という中で、こ

れはもう100％と。「今ある環境や自分自身をワンヘルスの視点で振り返ること

で、自分のこととして持続可能な未来について考えられるから。」と。さらに、

「10年後20年後の未来を作っていく子どもたちの考え方に影響するから。」とい

う、そういうお話もありました。 

また、「ワンヘルスの事業に対して、子どもたちは意欲的に取り組みますか？」

という中で、これも、「とても」ということで、91％。「まあまあ」ということ

で、９％ということで、ワンヘルスマスターの話を聞いて、「児童は、森林に対す

る仕事に就きたいという考えを持った。」とかですね。教員の感想としては、ワン
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ヘルスマスターの話をそういう方と対話する活動の場面の中で、進んで尋ねたりで

すね。これはもう教員同士も、子ども同士もやっぱりそういう進んで尋ねたりと

か、いろんなそういう話し合ったりする場面が見られたと。 

さらに、ワンヘルスの事業で楽しかったことや良かったこととか、ワンヘルスの

事業で難しかった課題とか、もう最後になりますが、「ワンヘルス教育の魅力は何

ですか？」という中で、これは、たくさんアンケートありましたけれども、「相手

の気持ちを考える心が育まれる。」ということで、これはもうそういう話を聞く中

で、人間教育としてすばらしい内容ではなかったのかなということで、このワンヘ

ルス教育は、やはり、今現代社会で一番欠けている他人への思いやり、そういうも

のがワンヘルスの中に含まれているということで、しかし、これはもう実は、身近

であることなんだというような、児童や生徒さんとか、教員の先生方とのそういう

情報交換などをさせていただいております。 

先ほど、堺課長のほうから今後のワンヘルスの教育ですね。これは、今教育長か

らもワンヘルスの話は聞きましたけれども、今後更にこれを深めていくために、小

中学校の教科等にワンヘルスの教育の推進ということで、もう実際堺課長のほうか

らも、総合の学習の時間とか、体育とか理科とか言われてましたけれども、これを

具体的に進めていっていただきたいと思いますが、教育長答弁、大丈夫ですか。教

育長に答弁を求めたいと思いますが。 

◎議長（小池弘基君）   

西村教育長。 

◎教育長（西村久朝君）    

教科でっていうのはなかなか難しいかと思いますが、私先ほどから言ってますよ

うに、ワンヘルスという言葉が非常にこれ捉え方として大きくて、それがどういう

教育なのかとなかなか一口では言いにくい部分がございます。 

その中において、具体的なもの、これ実際学校でやってることを改めて私ここで

復唱することになるかもしれませんけど、新型コロナウイルス感染症をはじめとし

た人獣共通感染症ということで、これはもう本当に令和２年度からでしたか、大変

な思いを皆さんされたかと思います。このことによっても、やはり健康というもの

について、保健体育とか、例えば総合の時間とか、そういったものを使いながら、

現在も感染症若しくは動物がいろいろ持ってる、例えばペストとかそういったもの

の勉強は今もされてるかと思います。 

それから、人間と動物の関係ということで、これは、一つは愛玩動物のかわいが

り方、ペットを大事にする、命の大切さっていうのは当然道徳等もやられてるかと

思います。また、最近ニュースで多いんですけど熊の問題ですね。いわゆる野生動
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物、これとの関わりのことも今ニュースで取り上げられています。これも一つの、

私はワンヘルス教育の全国版かなというふうに意味づけをしておるところでござい

ます。 

また、薬剤性の感染症、これはもう当然医療の問題になるかと思います。一番や

っぱり私たちが考えているのは、安全な食ですね。やはり、食の問題というのは、

今までもいろんな教科の中で取り上げてきておりますし、食育教育ということはう

ちもセンター方式でやっておりますので、栄養士とかが学校に出向いて食の安全

性、食の大切さは指導していただいてるところでございます。 

また、こういった具体的な例を挙げると本当にきりがないんですが、地球温暖

化、これはやはりワンヘルス教育の大きな、私は柱かと思っております。この地球

温暖化についても、やはりCO2の削減とか、ごみの削減とかいろんなことを言われ

ておりますし、やはり防災というのもこれの教育の延長上に、私はあるのかなとい

うふうに思っております。また、大気、水、土壌の問題とか、これ辺りについて

も、やはり今子どもたちが生活をしている中でいろんなつながりを子どもたちは持

ってるかと思います。これを意味づけしながらつなぎ合わせたのが、私はワンヘル

スかと思うんですが、ただワンヘルスだからやるんじゃなくて、今やってるいろん

な部分を、やはり私は積極的にやっていく必要があるかなということで、答弁に代

えせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）   

井上議員。 

◎６番（井上正宏君）   

それでは最後の質問になりますが、福岡県が行っているワンヘルスマスター紹介

事業を知ってありますか。また、紹介所を通してワンヘルスの普及理解実践促進を

行うワンヘルスマスターを学校教育に活用する可能性がありますか、お聞きしま

す。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）    

ワンヘルスマスター事業、先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれど

も、令和６年３月から始まった、議員も言われましたように新しい事業でございま

す。学校のほうには、今年度に入りまして４月にこちらの周知をさせていただいて

いるところでございますけれども、現状、今のところはまだ各学校のほうから、こ

のマスターを招へいしたいんだというような希望は聞いておりません。ただ、実施



－ 48 － 

に当たりまして、年間の行事計画に盛り込みましたり、報酬等の予算措置なんかも

必要でございますので、次年度以降の計画に向けて、これからいろいろ検討がされ

てるタイミングかなというふうに考えておるところでございます。 

◎議長（小池弘基君）   

井上議員。 

◎６番（井上正宏君）   

当然、予算関係が発生してくるというのは十分承知しておりますが、一応紹介し

ていただきますと、このワンヘルスマスターは、県に12名。北九州に、２名。福岡

市に、２名。大牟田市に、２名。筑豊に、２名。筑後に、２名。糟屋郡に、１名と

おられますが、この１名は粕屋町に在住されておりまして、粕屋町の小中学校を出

ておられます。それで、この予算につきましても、このワンヘルスを呼ぶ予算、こ

れ１コマ60分当たり3,900円ということと、これ交通費は別なんですけれども、そ

ういう予算が付けられてるということで、ワンヘルスマスターをやっぱりどんどん

どんどん増やしていくっていうか、何かこう、これ町の職員の方、そうやって言う

と嫌がられるかも分かりませんけれども、大体月に１、２回の半年で、お金は無料

だそうです。ですので、何かそういうのも、今、私のほうで執行部のほうにお伝え

しましたので、ワンヘルスの宣言をする中で、そういうワンヘルスマスターという

のも、町のほうでも、いろんな町の、これは町民の方でもいいと思うんですけれど

も、いろんな形で、町の広報でも紹介していただきたいなと思っております。 

それで、ワンヘルスはもう何度も何度も同じこと言ってますけれども、人の健

康、動物の健康、環境の健全性を守っていくということですね。これ福岡県が推進

している事業なので、町民ではなく、これ県民全体に関わることであり、粕屋町の

執行部の、今からもう研究されるというお話は聞いておりますけれども、若干の認

識不足とか、そういうことによって、将来的にそういう普及が遅れたり、本来得ら

れたはずの、そういう利益を損なうようなことがないように、町としてもしっかり

と考えていただきたいと思っております。 

それで、先ほどこの予算の話をしましたけれども、来年の当初予算に、もしワン

ヘルス事業についてということでの予算の提案を町長にしたいと思いますが。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

多分今おっしゃったのは、教育関係と一般の住民に対するものと、これ二つある

と思うんですね。ワンヘルスマスターが今粕屋町にもおられるということで、私も

把握はしておりますが、そういった方をお招きして研究会をすると、学習会をする
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ということだろうと思います。それにつきましては、ちょっと検討をさせていただ

きたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

井上議員。 

◎６番（井上正宏君）   

ちょっと私の質問がですね。要は、いろんな課をまたがってきてるのが、ワンヘ

ルスという中で、ちょっと教育の部分のほうでお話しさせていただきましたので、

検討ということは言われましたけれども、これ、どこの課でも関わっていることで

もありますので、やはり予算が付かないと、何かいろんな事業も進んでいかないと

思いますので、そういう予算も考えていただきたいと思っております。 

それで、先ほど町長が、このワンヘルスマスターの方はもう知っておりますとい

うお話でしたけれども、12月の19日、未来の粕屋町について箱田町長と一緒に考え

ようという、そういう粕屋町の未来のまちづくりについてのそういうディスカッシ

ョンがございますが、先ほどのこのワンヘルスマスターの方も、申込みをされてる

ということで、粕屋町の第６次総合計画の策定の中で、そういうワンヘルスの重要

性ということでも、箱田町長とディスカッションをしたいということを言われてお

りました。ワンヘルス、ワンヘルス、ワンヘルスということで、いろんなところに

私自身も今からいろんな広報をしながら、また、そういう流れの中でしっかりとし

た応援をしていただけるところ、これはまず粕屋町議会だと思っておりますし、最

終的に町民の皆さんとしっかりですね、今後のことも考えていきまして、これをも

ちまして私の一般質問を終了します。 

（６番 井上正宏君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

ただ今から、休憩といたします。 

再開を11時35分といたします。 

（休憩 午前11時23分） 

（再開 午前11時35分） 

◎議長（小池弘基君）   

再開いたします。 

議席番号８番、鞭馬直澄議員。 

（８番 鞭馬直澄君 登壇） 

◎８番（鞭馬直澄君）    

余り時間がないようですので、私の質問、震災対策について質問いたします。 

この30年間に４回の大地震が起きてます。1995年１月17日、阪神淡路大震災、震
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度７。2011年３月11日、東日本大震災も震度７。2016年４月14日と16日、熊本地震

は震度７。今年の１月１日に発生した能登半島地震も震度７ということでした。こ

の福岡県におきましては、2005年の３月、福岡県西方沖地震、これが震度７弱かな

っていうのは、震度６強というような程度の地震が起きております。いずれも大地

震による被害は大変なものがありまして、能登半島でも、まだまだ復興の道が厳し

いという状況になっております。 

粕屋町では、これらのことを教訓として作成しました「粕屋町地域防災計画」が

あります。今日はその中の震災対策編の実施状況と今後の対策について質問をいた

します。この目的は、「住民の生命、身体及び財産を地震災害から保護し、被害の

軽減を図り、もって社会秩序の維持と住民福祉の確保に万全を期する」ということ

になっております。粕屋町近辺にある活断層は、警固断層帯、宇美断層、西山断層

帯などがあり、いずれも震度強の評価をされております。このような状況の中で、

震度７前後の地震がいつどこで起きるか分からない。たった今ここで起きても分か

らないということの状況が続いております。この地震対策は、非常に中身がよくで

きてると私は思っております。あとは、中身を住民の皆さんにいかに理解をしてい

ただき、予想が付かない大地震が起きたとき、自分の命は自分で守ることができる

ように普段の備えをしていただくことが重要だと思っております。 

そこで、目的を達成するための活動状況と今後の課題の取組について質問いたし

ます。まず、一般啓発について、住民に対する防災知識の普及並びに住民の心得へ

の周知方法と理解している住民の割合、またその効果をどのように把握しておりま

すでしょうか。質問いたします。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）     

災害に対する心構えとその対策につきましては、これはいついかなるときでも自

治体としては考えておかなければならないということでございます。ただ、その周

知と啓発についてが、非常に難しいということがございます。しかしながら、一番

大事なことであるというふうに考えます。今の現状そしてその方法につきまして

は、担当のほうからお答え申し上げます。 

◎議長（小池弘基君）   

髙榎協働のまちづくり課長。 

◎協働のまちづくり課長（髙榎 元君）    

今の一般質問１番目と（１）と（２）二つまとめて回答でよろしいでしょうか。 

それではまず、周知方法について回答させていただきます。周知方法としまして
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は、粕屋町防災マップを令和元年度に全戸配布をしており、それ以降に転入された

方につきましては、随時、総合窓口課のほうで転入手続の際にお渡しをしておりま

す。それから、粕屋町公式ホームページに防災に関する内容を、常時掲載をすると

ともに、毎年広報かすや６月号に防災に関する記事の掲載を行っております。過

去、広報かすやのほうには、粕屋町防災マニュアルという形で記事を掲載しており

まして、災害全般に関する情報の提供を行っておりました。そのほか、粕屋町まち

づくり出前講座のメニューとして、防災講座を行う際にも、震災に関する内容を盛

り込んでおります。また、各自主防災組織で行われております防災訓練に、協働の

まちづくり課のほうが協力をさせていただいておりまして、その際に、震災を想定

したものを、防災講座を実施しておりまして、また訓練のメニューの中でそれを実

施しております。令和６年度に関してなんですけれども、それ以外の取組としまし

ては、今年６月に行われました生涯学習研修会の中で、防災についてという題目

で、過去の震災の例を取り上げながら、自助・共助の必要性について、参加者の皆

さまに啓発を行ったところです。 

続いて、理解している住民の割合と効果はというところなんですけれども、住民

の皆さまに理解度を尋ねるアンケートについては、過去実施をしたことがございま

せん。ただ、毎年、経営政策課のほうが、第５次粕屋町総合計画進行管理のための

町民意識調査というのを行っております。令和５年度の実施が、令和６年２月にあ

りまして、その中に災害用備蓄品の準備についてということで設問がありますの

で、そちらを使って理解度について答弁をさせていただきたいと思います。この中

で「あなたは日頃から災害用備品を準備していますか？」という問いがございま

す。それに対して、「準備している」、「まあまあ準備している」、「余り準備し

ていない」、「準備していない」この四つ設問に対して、いずれか一つの回答を求

めるものなんですけれども、日頃から、この災害用備品を「準備していない」方が

33.4％と多く、「余り準備していない」方と合わせて65.7％の方が準備をしていな

いというふうに回答しています。これ毎年行ってますので、ちょうど５年前の令和

元年12月に実施しました調査でも、65.3％の方が準備しないという回答が出ており

ます。これの結果に基づきまして、防災の備えが進んでいないということが分かっ

ておりますので、このことから震災のみならず、災害全般に対して、住民の方の危

機意識が低い状態で推移をしているものというふうに認識をしております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

鞭馬議員。 

◎８番（鞭馬直澄君）    
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認識度は、非常にやっぱり、危機に対する認識が低いものと思っております。そ

ういう状況の中で、多くの住民の皆さんに理解してもらえるには、今後どういう伝

え方をしたらいいのか、あるいはその方法についてお聞きいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

髙榎協働のまちづくり課長。 

◎協働のまちづくり課長（髙榎 元君）    

先ほど鞭馬議員さん、ちょっと言われた内容と重複するところがあるんですけれ

ども、直近で、粕屋町において震度４を記録したのは、平成28年の熊本地震です。

それから、同じく震度５強を記録したのは、平成17年の福岡西方沖地震まで遡りま

す。福岡西方沖地震では、粕屋町の中ではお１人の方がけがをなされまして、それ

から家屋の一部損壊が６棟という被害が出ておりますが、それから20年近くがもう

既に経過をしております。逆を言えば、この20年間については震災による被害は無

かったということになり、このことが、特に震災への危機意識の低下を招いている

一因であろうと考えております。担当課としましても、より多くの住民の方に理解

をしていただくためには、町民の皆さまにこの地震震災に対する備えに対して、当

事者意識を持っていただくことが必要だと考えておりまして、来年度につきまして

は、これまでと異なる方策について行う必要があるという認識をしております。ち

ょっと答弁の内容と質問の内容と一部かぶるところがあるんですけれども、具体的

にはその方策として、令和７年度に粕屋町総合防災訓練を、実施予定としておりま

す。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

鞭馬議員。 

◎８番（鞭馬直澄君）    

備品の準備状況についてもそういう状況なんですね。したがって、今までどおり

の普及方法等をそのままやってたんでは、なかなかこれ以上の周知は難しいだろう

と思ってます。したがって、やっぱり新しい方法で何か考えていくべきだろうと思

います。 

私が考えるに、一つについては、庁舎内あるいはサンレイク内に防災ブースなど

の常設モニターで結構なんですけども、そういうのも一つのまた新しい方法じゃな

いかと思いますし、熊本地震の時には、熊本市の職員の方も相当な苦労されてるん

ですね。したがいまして、そういう方を何かの場にお呼びして、やっぱりそういう

話をお聞きするとか、結構１回やって終わりじゃなくて、継続して目に見えるとこ

ろでやっぱりそういうことは、住民の皆さんに随時お知らせしていくということが
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大事だろうと思います。 

続きまして、学校教育を通じての普及について、災害に対する基礎知識や災害か

ら身を守るための知識方法を中心とした学習機会を設けると、この中には計画がさ

れております。その実施状況と効果をどのようにつかんでおりますか。また、現状

を踏まえて今後の取組をお聞きいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）   

災害に関わります基礎的な知識、また身を守る方法についての学習機会としまし

ては、社会科の中で、小学校であれば、地域社会における災害等から人々の安全を

守る工夫あるいは関係機関の働きというものを学んでおります。中学校では、地理

的に発生しやすい災害、また防災対策の大切さを学んでおります。座学だけではご

ざいませんで、社会科見学としまして、実際に消防署あるいは警察署などを訪問し

まして、その役割などを学習をしているという学校もございます。 

また、理科の授業の中では、土地のでき方、地面のでき方あるいは火山活動とか

地震との関連というものを学んでおりますし、中学校では、地球内部の働きと地震

の原因というものを関連づけて学ぶようになっております。地震の揺れや伝わり方

というものも学んでおるところでございます。 

また、身を守るための知識としましては、保健あるいは体育科の中でもあります

し、またその他の学校行事の中でも併せて行っておりますけども、けがの防止、応

急的な手当ての方法あるいはけがなどを予防するための規律のある安全な行動ある

いは身の回りの環境整備といったものも学んでおるところでございます。 

そのほか、一部具体的事例になりますけども、小学校では、協働のまちづくり課

で作成をしております防災マップを授業に取り入れましたり、中学校では、今年、

自助共助を基本理念にしております地域団体ですとか、消防署、自衛隊、協働のま

ちづくり課とも連携をしまして、防災に関する講演会、そして避難所を実際に運営

する実践的に体験をするゲーム、またAEDの講習会なども行って、防災の学習に取

り組んでおるところでございます。 

今後も、このような学習を各教科横断的に取り組みまして、子どもたちが自分で

身を守るようになっていく方法の学習を進めていきたいというふうに考えておると

ころでございますし、また中学校で行っております先ほどの講演会なども継続的に

行って、知識の向上に取り組んでまいりたいと考えております。 

◎議長（小池弘基君）   

鞭馬議員。 
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◎８番（鞭馬直澄君）    

いろいろと多岐に取り組んでおられるようですが、実際に学校児童生徒のどこま

でそこを理解しているんでしょうかね。そこをお分かりでしたらお聞かせくださ

い。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）   

理解度について、ちょっと後の質問にもございますが、若干重複しますけどよろ

しゅうございましょうか。何分、小１から中３まで、5,000人くらい人数おります

ので、理解度という意味では様々でございますけれども、理解促進を図っておると

いうことで取り組んでおるところでございます。一例を申し上げますと、あるちょ

っと片方の中学校で最近、少し前になりますけども、誤発砲がございました。火災

報知器が鳴るということがございましたけども、上履きのまま速やかにパッと子ど

もたちが外に出て、支障なく避難ができたということがありまして、理解度かなり

進んでいるんじゃないかなということで学校の先生のほうから体験として聞いてお

ります。 

◎議長（小池弘基君）   

鞭馬議員。 

◎８番（鞭馬直澄君）   

次の質問とも関連しますので、次に移ります。園児・児童・生徒に対する防災教

育についてということですけども、災害に対処した実践的な訓練を年１回以上行う

ことになっております。その訓練内容、回数実績あるいは効果についてお聞きいた

します。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）    

園児というところで、保育所・幼稚園につきましてですが、それぞれの園で安全

計画のほうを策定、またマニュアルのほうも整備しておりまして、火災、水害、地

震、防犯等について、それぞれ年１回以上の訓練を行っております。また、実施状

況につきましては、指導監査によって、訓練実施記録のほうの確認を行っていると

こでございます。町立の保育所、幼稚園では、総合避難訓練、消防署の合同訓練等

も実施しておりまして、未就学児ですので、年度当初につきましては、非常ベルが

鳴ったときには、もう驚いて泣く子たちもいるんですけれども、繰り返し訓練をす

ることによりまして、速やかに避難できるようになってきて、保育士についても、
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訓練を通して役割の確認を行って、災害時に速やかに行動できるような形になって

おります。 

◎議長（小池弘基君）   

鞭馬議員。 

◎８番（鞭馬直澄君）    

計画では１回以上ということですけど、やはりこういうことは、おっしゃったよ

うに繰り返し繰り返し、だから年にやっぱり、春秋の防火週間とかいろいろあるじ

ゃないですか、そういうときと引き合わせてやるのが、一つ効果があるんだろうと

思いますので、１回以上やってますような今御回答いただきましたけども、実際に

は何回やってるんでしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）    

実際には、ちょっと待ってください。各園で回数等はそれぞれ違うんですけれど

も、火災避難訓練は、もう年に９回、10回とかいう形でほぼ毎月に近い形でやって

おりまして、あと地震訓練１、２回とか、水害訓練も１、２回とかいう形で各訓練

合わせて１回以上ということになってますので、年間で例えば水害、西地区のほう

であれば洪水避難とか、そういうとこありますので、洪水を中心にとかいう形で避

難のほうとか災害訓練のほうを計画しているということとなっております。 

◎議長（小池弘基君）   

鞭馬議員。 

◎８番（鞭馬直澄君）    

園児、小さい子ですので、園児、児童、生徒の理解度について、先ほどの質問と

重複しますけども併せてお尋ねをいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）    

園児ということですので、理解度としましては、年齢が０歳から５歳までと低い

ところもありまして、なかなか難しいところではございますが、特に３歳を超えた

以上児につきましては、災害の内容、これはもう火災、水害、地震、不審者等に応

じて、避難について、紙芝居とかパネル等の視覚的な教材を活用するとともに、園

児にも分かりやすいような言葉、火災のときは「おかしも」とか、防犯のときは

「いかのおすし」とか、そういった言葉を交えて分かりやすく伝えることで、今後

も理解のほうを深めていってるとこでございます。今後も継続して理解度の向上に
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ついては、努めていきたいと考えております。 

◎議長（小池弘基君）   

鞭馬議員。 

◎８番（鞭馬直澄君）    

それでは、次に地域住民の方、消防団、関係機関等も参加した合同防災訓練を実

施することが、防災知識を深め、防災意識を高めて災害時の被害を最小化すること

につながると思います。特に今、渡辺課長の話のように小さい子どもさんたちは、

なかなか自分で、いざというときに避難できるちゅうことはありませんので、そこ

辺のとこは、保育士の方だとか、あるいはどう言えばいいんですか、関係機関の方

とか、その場にいないとなかなか対応ができないと思うんですよね。そこのとこは

やっぱりしっかりと、保護者の方も含めた中で、やはり合同の防災訓練、避難訓練

というものを行なっていくことが、やっぱり住民の皆さんのそういう知識だとか、

対応度について認識を深めていただく一つの大きな方法ではないかと思います。こ

ういうことについて、私は是非やっていただきたいというふうに思ってるんですけ

ども、この辺を実施するようなお考えがありましたら、ちょっとお聞きしたいんで

すけど。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）     

先ほど担当課長が申し上げましたが、来年度は合同の総合防災訓練を実施いたし

ます。その中で、やはり今議員が御指摘のように、子どもたちの安全・安心を確保

する意味でも、一緒にこういった訓練に参加していただくように計画を進めてまい

ります。そしてまた、私は常々考えたり言ったりしてるんですが、やはり子どもた

ちからの意見が親の心に通じると思うんですね。親の方に直接語ったり、あるいは

働きかけたりしてもなかなか響かないということなんですが、やはり子どもたちの

口から、心から親のほうに伝えることが、非常に総合的には効果があるというふう

に考えております。これは是非実施していきたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

鞭馬議員。 

◎８番（鞭馬直澄君）    

私もそこのとこ一番効果があることだろうと思ってますので、是非そういうこと

を年に数回やっていっていただけたらと思います。非常時を含めた安全対策ができ

た上で、安心した学校内での生活、授業ができるというふうに、私は思っておりま

すので、今後とも更なる取組を要望いたします。予測ができない大地震に対し、住
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民一人一人が日常生活の中に震災対策を備えておくことが重要であります。まだま

だ、先ほどの課長の答弁のように、住民の意識が非常に低いものがあると思いま

す。65％ぐらいは備品を用意してないっちゅうことです。そういう意識を高めるた

めには、地域、学校、公共施設などで繰り返し繰り返し防災訓練、避難訓練等を行

い、体験することが一番大事だろうと思っております。安全は全てに最優先という

視点からも、今後も震災に対する備えを住民に理解してもらえる活動を念頭に置い

て、取組を強化していただきたいというふうに思っております。 

最後にもう一つ、令和８年度に防災庁が設立されますよね。今、準備室ができて

ると思いますけども、それについて、今後の取組になろうと思いますけども、これ

を待っても、災害、地震はいつ来るか分かりませんので、やはりできることは、

今、最大限私たちも含めてやるべきだろうと思ってますことを申し上げまして、私

の質問を終わります。 

（８番 鞭馬直澄君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

これにて、午前中予定しておりました３名の方の一般質問が終わりました。 

ただ今から休憩としたいと思います。 

再開は13時といたします。 

傍聴者の方にお願いいたしますけど、午後からもまた一般質問を予定しておりま

すので、時間が取れるようでございましたら、また傍聴のほうよろしくお願いいた

します。 

それでは休憩いたします。 

（休憩 午前11時59分） 

（再開 午後１時00分） 

◎議長（小池弘基君）   

再開いたします。 

議席番号７番、案浦兼敏議員。 

（７番 案浦兼敏君 登壇） 

◎７番（案浦兼敏君）   

議席番号７番、案浦兼敏です。通告書に従いましてから質問いたします。昼から

私一人で終わりますんで、しばらくお付き合いください。 

私が議員になってから、２期８年が終わろうとしております。そこで、これまで

の私の一般質問とこれに対する町長の答弁、その後の対応や考え方についてお聞き

したいと思っております。 

まず、１番目の市制移行についての質問です。令和５年６月議会で、令和５年２
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月に行われました町民意識調査における市制移行についての町民の意向について尋

ねましたところ、町長は、「まず第１弾のアンケート調査にしては、本当に確かな

手応えを感じた。」と答弁されました。また、「住民への周知、情報提供や集会で

の意見聴取、アンケート調査も随時行う。」とも答弁されております。その後、タ

ウンミーティングなどによる町民の説明、情報提供や意見交換など、市制移行に向

けてどのような対策を講じておられるのかお尋ねいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

今議員が御質問されました、まずその市制についての町民の方々、住民の方々の

意向、これが非常に良かったと私は発言いたしました。この種の調査では、今回

3,000人のアンケート調査の依頼をしたところ1,341人ということで、これは非常に

異例で、44.7％の方々が回答していただいたと。これは非常に市制についての関心

が高かったという証拠だろうと思います。その内容につきましても、非常に皆さん

の市制に対する、要するに賛成というお気持ちを受け取ることができました。しか

しながら、今人口の状況を申し上げますと、10月末現在で４万8,813人と、４万

9,000に届かなかったり、切ったりというような状況が続いております。 

こういった現状を打破するために、内部的には、市制の対策室では、シティプロ

モーションを強化しようということで、これは非常に効果がありました。様々な媒

体、SNSでそういった活動をしておりますが、反響は非常によろしいんですが、そ

れは若い方々に向けての働きかけであろうと思います。ただ、粕屋町は非常に若い

町ですので、そういった若い層に対するターゲットを絞ることは、一つの正しい選

択だろうとは思っております。 

その後、このシティプロモーションを強化する意味で、例えばスポーツに関して

の、粕屋町はこんなにスポーツに対して力を入れてるんだということで、アビスパ

福岡あるいは直近では、この前土曜日ありましたが、ライジングゼファー福岡のバ

スケットボールチームとの連携も行い、反響を得ておると思っております。 

それに加えて、内部的には、市制に対する対策を強化するために、今回、行政組

織の機構改革を実施する予定にしております。その中でも、市制移行の際の業務量

の変化あるいは増加とか、あるいは組織の再編についても加味して実施していくつ

もりでございます。 

また、タウンミーティング、これも積極的にこの組織強化とともに今後行なって

まいります。実際、総合計画の関係もございますので、いろんな集まりと言いまし

ょうか、規模、小さかったり大きかったりしますが、そしてまた年齢層も様々なタ
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ーゲットに向けての呼びかけを行い、タウンミーティングも行う予定にしておりま

す。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

今、町長のほうから総合計画の関連もありまして、町では今年も総合計画策定の

ための基礎調査とか推定値、町民意向調査も実施されております。そこで私が、町

長はさっき人口のことをおっしゃいましたんで、そこの基礎調査を見まして、国立

社会保障人口問題研究所、いわゆる社人研ですか、その推計をちょっと資料見させ

てもらいましてから、粕屋町の地域別将来推計人口、来年2025年は、４万

9,274人。そして、2030年に、やっと５万747人。そして、2045年の５万2,834人を

ピークに、それから人口減少するというふうに出してます。総合計画の中でも、こ

の社人研の推計と別に、町独自の推計というのを出してあると思いますけども、今

回も前回と同様にそういう町独自の推計をされて、その５万人到達に合わせた形

で、市制移行対策のタイムスケジュールを考えておられるのか、お聞きしたいと思

います。 

◎議長（小池弘基君）   

吉田経営政策課長。 

◎経営政策課長（吉田 勉君）   

今回、第６次総合計画におきましても、町独自の人口の推計は行う予定としてお

ります。ちょっと今作成中なので、まだ推計を実際に取り掛かってるわけではござ

いませんが、今様々どういった推計の仕方がいいのかっていうのを検討していると

ころでございます。なので、まだ出してませんので、その市制に絡めたっていうお

話まではちょっと今現状ではできない状況です。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

ですから、それが５万人到達する時点を目途に、そういう市制対策を更に進めら

れるという風に理解してます。 

次に、市制に向けた職員の確保・育成についてであります。これは、令和４年６

月議会で、当時新聞報道で那珂川市の市単独昇格に伴う人材不足の問題があったん

で取り上げました。これに対して町長は、「市になる前の段階から人材の育成を含

め、国・県あるいは企業への派遣研修など、人的基盤整備が必要。」と答弁されま

したが、その後の具体的な対策とか、現在の考えについてお尋ねいたします。 
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◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

答弁でも申し上げましたが、国、県あるいは出先機関、民間企業も含めた様々な

派遣先を考えて、いろいろ当たってまいりましたが、来年度計画として、もう実

際、実施する予定でございます。それは民間企業のほうでございます。これにつき

ましては、ちょっと担当の総務課長から詳細を申し上げたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）    

内容につきましては、令和７年度から１年間、先ほど町長が申し上げました民間

企業への職員派遣が１名内定をしております。具体的に申し上げますと、先ほど町

長は、シティプロモーションの強化等をというお話がございましたが、そういう経

験を職員のほうに積ませるっていうこともございますので、具体的に社名は避けさ

せていただきますが、メディア関係の企業に１名派遣を予定しております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

前から町長は、国とか県とかおっしゃってましたが、そっちのほうは今のところ

考えてないんですね。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

国のほうは、相当前にちょっと予約をする必要がございます。県の場合は特に、

県から、例えば福岡県事務所辺りが東京にございます。その辺のこともちょっと当

たりはしたんですが、なかなか業務内容が、我々が希望していると言いましょう

か、こういったことをしてほしいということとマッチングしないんですね。それは

それでちょっと置いといて、あと、国のほうとの総務省、あるいは内閣府辺りとの

協議も、今後進めてまいりたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

私は以前から、国・県の派遣研修っていうのは、福岡市もいろんな省庁に派遣し
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てますけども、なかなかこちらの思ったような形じゃなくて、臨職並みの仕事をさ

せられたり、そういうとこに職員を送るとあんまりよくないと思いますんで。だか

ら例えば、以前から派遣研修よりも都市圏交流事業の中で、福岡市などの都市と何

か人材交流っていうか、そういうことができればと言ってましたけど、町長も前そ

ういうこともちょっと研究してみるという、都市圏の中でおっしゃってましたけ

ど、やっぱこの辺は、都市圏事業の中でそういうある程度、知識・経験豊富な方と

人材交流というのは、なかなか難しいんでしょうか。そこら辺は、ちょっと考え方

を。 

◎議長（小池弘基君）   

池見副町長。 

◎副町長（池見雅彦君）    

今、議員御指摘の都市圏での職員交流ですけども、おっしゃるようにそれぞれ各

自治体、特性が違いますから、それぞれの自治体で長所、短所がありますんで、そ

れを学ぶには大変いい試みかなと思います。ただ、今現在、都市圏自治体の中でそ

ういうふうな話が挙がってきておりませんので、折を見て、そういうふうな試みに

ついても、提案をさせていただく機会があればなというふうに考えております。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

以前、粕屋町も下水道の整備が一番大変な時に、福岡市からそういう技術者を受

け入れていろいろ指導してもらったことがありますんで、そういうときにやっぱり

そういうある程度実務とか経験がある方が来てもらったほうが、一番、行けば一人

ですけど来てもらったら、ほかの周りのほうもそういう波及効果があるんで、とい

うことで前提案してましたけども。まだ今、そういう、これは相手があってのもん

ですから、そこら辺がもし可能であるならば、そこら辺も考えていただきたいとい

うふうに考えてます。 

次に、職員表彰についての問題です。令和４年12月と令和５年３月で職員提案や

職員表彰の必要性について取り上げました。町長は、「市制を見据えた町の課題解

決への提案を積極的に受入れ、表彰制度を充実させたい。」と答弁されましたけど

も、その後の表彰制度の改善内容と実際に表彰された例があればお尋ねしたいと思

います。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 
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◎総務課長（豊福健司君）    

職員の表彰制度につきましては、「粕屋町職員表彰規程」第２条「その他特に町

長が認めるもの」に基づき、三役、各部長で構成されます庁議での審議を経まし

て、表彰の決定を行っておりますが、令和５年度と令和６年度を合わせまして、４

件の職員の表彰を行っております。具体的に申し上げますと、令和５年４月に「住

民の集団接種などの対応を迅速に行った新型コロナワクチン接種事務室」に対する

表彰や、「RPA、AI-OCRの活用により業務改善を行った子ども未来課保育所幼稚園

係」、「マイナンバーカード等を活用した申請書作成支援システムの導入により申

請業務のスマート化を図った総合窓口課総合窓口係」、令和６年７月には、「住

民・自治体双方の効率化を図るためデジタル技術を活用したフロントヤード改革が

評価された総合窓口課を中心とした取組」に対する表彰を行っております。また、

表彰制度の改善といたしましては、今、進めておりますDX化の一環といたしまし

て、令和５年度末にシステムを導入しております人事評価システムの中で、職員が

提案できるようなツールの整備を現在進めております。また、システム的に形式的

な提案に対する表彰というのもございますが、表彰制度を進めていく中で、以前に

も増して日常業務の中で各職員から積極的にいろんな意見とかが出されるような雰

囲気も醸成されつつあるものと思っております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

表彰制度の充実を図るということで、僕も職員表彰規程のほうをちょっと見させ

てもらったんですけど、特に改正とかそういう中身のほうで特に変わっていないよ

うなんで、さっき、人事評価システムの中でそういう提案をできるような形で持っ

ていくということで。だから、職員表彰規程のほうはまだもう少し、中身的にもう

ちょっと目指して、もっと具体的に規定されたらどうかなというふうに考えてま

す。これは一応、私からの提案ということで終わらせていただきます。 

次に、２番目の内部統制の仕組みづくりについての質問でございます。内部統制

とは、地方自治体の法令等遵守や業務の有効性、効率性の確保などの目的を達成す

るために、業務に組み込まれた組織内の全員が遂行するプロセスのことです。不正

や不祥事を無くすために、内部統制の仕組みづくりが必要とされています。粕屋町

でも、業務上のミスが時々見受けられます。今後、市制へと移行すれば、多くの業

務が県から町へ移管され、法令の遵守、業務の有効性・効率性の確保は、更に求め

られてくることになります。そこで、令和２年12月議会で、粕屋町においても、内
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部統制の構築に向けた検討を行うべきとの質問をしました。町長は、内部統制の推

進体制が要るということで、「この粕屋町内部統制の推進体制に関する要綱を定

め、年度末に全庁的な検証を行うよう進めていたが、コロナの関係でできなかっ

た。今後、この内部統制の仕組みを確実に構築したい。」というふうに答弁でござ

いました。その後、内部統制の推進体制はどのように構築され、また全庁的な検証

をなされたのか、お尋ねいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

池見副町長。 

◎副町長（池見雅彦君）    

内部統制についてお答えをいたします。粕屋町では、①リスクの管理、②法令の

遵守、③資産の保全、④財務報告の信頼性の確保、⑤業務効率性の確保、の五つの

項目を基本といたしまして、平成31年４月に「粕屋町内部統制基本指針」を定めて

おります。また、これによりまして「粕屋町職員服務規程」、「粕屋町職員倫理規

程」の周知徹底やコンプライアンスの遵守をするための職員への周知や啓発、研修

などを実施してきたところでございます。内部統制に関わります今年度の取組とい

たしましては、業務の効率化を図るための事務決裁規定の整備や、文書の電子決裁

の導入、さらには、現行の業務量に応じた全庁的な組織の見直しなどを行っており

ます。今後も、内部統制の目的であります業務を適正に遂行するための体制の整

備、構築に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

ありがとうございます。そしたら、内部統制の推進に関する要綱という指針とい

うのを定められたんですかね、これは。要綱じゃなくて、そういうっていうこと

で、そういう事務的なミスとか法令遵守とかないように、内部統制のほうをそうい

う仕組みは構築されて、今検証されてるということに理解してよろしいんですね。

はい。分かりました。 

次に、３番目の都市計画道路についての質問です。都市計画道路の検証、見直し

については、町民から未着手の都市計画道路の線引きにより、長期にわたり地権者

の私権が制限されている。必要性を見直してほしいとの声が議会に寄せられたこと

から、令和５年９月議会で、都市計画道路の検証見直しについて質問いたしまし

た。町長は、「将来の推計交通量や広域道路網としての役割を把握し、優先度を決

めて変更、廃止、存続について調査研究を進めたい。」との答弁でした。これで今
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年度、予算も付けられておるようでございますけども、その調査研究はどの程度進

んでいるのか、お尋ねいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

井手都市計画課長。 

◎都市計画課長（井手正治君）   

都市計画道路につきましては、本年度、都市計画道路交通量推計調査業務を今進

めているところでございます。現況と将来都市計画道路完成時の推計交通量を、道

路交通の需要量の見込みや、既存の交通量調査及び本年度実施しました交通実態調

査を基に算出を進めております。調査結果については、所管の総務建設常任委員会

へ報告をし、今後、その結果を基に都市計画道路の将来性について、検証を行って

いく予定にしております。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

ということは、今まだ現在、将来の推計交通量とかまだ現在調査中で、その結果

が出てないということですね。またそこら辺がある程度まとまりましたら、委員会

のほうにも報告していただきたいというふうに考えてます。町民意識調査において

も、毎回町民の要望とか不満とか何か、道路交通のネットワークに対する不満とい

うのが、毎年、毎回毎回の調査が上がってきてますんで、やはりこれは、粕屋町が

今後発展していくための喫緊の課題じゃなかろうかと私は捉えております。 

それで、もう一つの都市計画道路、南里新大間線の早期整備についてであります

が、現在、粕屋町は開発予定地域が５か所あって、これらの開発が進めば、輸送ト

ラック等による交通渋滞が懸念されます。また加えて、須恵町でも開発が進んでお

りまして、これらの車両が我が町に進入し、更に特に朝夕はかなり渋滞度が高くな

ってます。先日お聞きした、今年の８月から９月にかけて実施された町民意識調査

の速報の中でも、これまで同様、52.5％の方が円滑に車で通行できる道路網がされ

ていないというような回答があってます。そういうことで、道路網の整備が喫緊の

課題ということで、これは令和２年３月議会で、県決定の井尻粕屋線の整備は、あ

と10年近くかかるとのことでございましたんで、せめて町決定の都市計画道路、南

里新大間線の早期整備について、志免町、須恵町と連携して、国・県へ要望すべき

ではとの質問に対しましてから、町長は、「須恵町、志免町とも協議しながら、今

後、県とも交渉を進めます。」との答弁でございました。これは、井尻粕屋線は県

決定、そして、南里新大間線は町決定でよろしいんですかね。一応確認で。 

◎議長（小池弘基君）   
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田代都市政策部長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）   

井尻粕屋線は、現在県のほうで事業をしております。こちらは、県決定の都市計

画決定なってます。南里新大間線に限りましては、町決定の都市計画決定になって

ます。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

すみません。それでは町長のほうから、今後、県とも交渉を進めますっていう答

弁いただきましたけど、県との交渉のほうは、状況は進んでいるのか、進んでない

のか。そこら辺について状況をお聞きしたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

井手都市計画課長。 

◎都市計画課長（井手正治君）   

南里新大間線につきましては、都市計画マスタープランの中で、町内の東西をつ

なぐ幹線道路として位置づけを行っております。その中で、南里新大間線の志免町

から都市計画道路土井宇美線の酒殿の丸の内交差点までを結ぶ都市計画道路につき

ましては、イオンモール福岡周辺の渋滞解消や、須恵スマートインターと福岡市を

結ぶ道路ネットワークとしての機能があるため、３町で福岡県町村会を通じまし

て、県事業としての整備要望を行っております。県としましては、現在、福岡東環

状線整備中のバイパス整備を行っているところがあり、まずは、事業中のバイパス

整備をしっかり進めていくとの回答となっております。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

県決定と町決定の都市計画道路について、事業主体なり財源は、これはどういう

ふうになるのか、ちょっとそこを教えていただきたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

田代都市政策部長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）   

まず、事業主体、こちらについてはいろいろな観点がございます。例えば、県道

とかの拡幅工事をする場合等になれば、これ県のほうでの都市計画道路であれば、

県のほうでやるような形になります。あるいは、県道と県道を結ぶようなバイパス

機能、現道のバイパスとそういうところになりますと、県と町のほうで、まずは協
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議というような形になってまいります。 

財源等については、基本的には事業主体が、財源が必要になってくるというとこ

ろになってまいります。その際、やはり都市計画道路の整備につきますと、非常に

費用が掛かりますので、国の交付金等を活用して進めていくのが一般的に県も町も

行っているところでございます。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

そしたら確認しますと、例えば井尻粕屋線の場合は県決定なので、事業主体は県

がやって、そして県のほうが市・町に対して負担金という形で、費用を出すんです

か。 

◎議長（小池弘基君）   

田代都市政策部長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）   

負担金関係になるんですが、これ事業によって変わってまいります。いわゆる街

路事業を行う場合については、地元負担金というのが発生するんですが、現在行な

ってます井尻粕屋線、福岡東環状線につきましては、道路事業で行ってますので、

町の負担金は無いような形になってます。ただ実際、都市計画道路に接続する取付

道路で機能以上に行う場合とあればアロケ事業ということになりまして、その場合

は町からの負担が発生することもございます。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

そしたら、町決定の見直す新大間線の場合は、もうこれは町が事業主体というこ

とで、要するに国・県のほうは補助金を要望する形になってるんですかね。町が事

業をやるんで、町が決定してやりますから、国・県、それ応分の補助金をください

という形での話になってくるんですかね。 

◎議長（小池弘基君）   

田代都市政策部長。 

◎都市計画課長（田代久嗣君）   

一応、県決定、町決定それぞれあるかとは思うんですが、道路としての機能、先

ほど申し上げましたように拡幅とか、その道路が、バイパス機能があるとかあるい

は広域的な役割、働きというのが見込まれるとか、そういういろんな多種多様なこ

とがあるかと思います。そういう場合は、やはり福岡県とかそういうところと協議
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をしながら、今回先ほど課長が答弁させていただいた区間についても、福岡県町村

会からの３町の要望として、福岡県のほうにお願いを要望しているような路線とな

ってます。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

そこの町村会からの要望というのは、やっぱりこう、直接、町のほうが須恵町と

志免町と一緒になって、県のほうに要望するのかと思った。やっぱり、町村会を通

した形の要望という形になってくるんですか。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

町村会からの要望のほうが強力でございます。はい。これは、先ほどから部長、

課長が言っていますが、町決定して勝手にするわけにいけないんですよ。県の補助

金あるいは国の補助金の必要がございます。したがいまして、もう決定主体は確か

にそうなんですけども、その事業の財源について必ず伴ってきますので、そこはも

う本当、協議っていう格好です。それに基づいて決定できるということになります

ので、町が勝手に決定して、お金があればいいんですよね、全額。しかし、それは

あり得ませんので、やはり国に出してもらう県の協議が必要です。それについて

は、やはり県の町村会を経由して、それぞれの地域ごとに主要な事業を選定するん

ですね。ですから、糟屋地区については、南里新大間線について重要な機能だと。

それぞれの地域を結ぶネットワークとしての重要な機能があるから、全体でこれは

進めてくださいという、これはもう強い要望でございます。ただそれが、県の段階

でどうなるかというのは、なかなか今、県も非常に財政的に苦しい状況のようでご

ざいますので、はっきりしたお答えは頂いてないような状況です。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

大体分かりました。要するに結論としては、もう井尻粕屋線ができるまで待って

くれということですか、結論としては。何かそういうふうに。だからやっぱりこ

う、やはり、粕屋町も人口が伸びて、ある程度成長する段階でそういう都市基盤が

必要になるし、これ2045年以降やったら、人口減少になれば、どんどん減ってくれ

ば、そういう必要ないでしょうけども。やっぱり、そういう早い時期に整備してお

かないと、粕屋町のほう総合計画の関係で、ちょっと武蔵野市の総合計画見て、人
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や企業に選ばれる町になると言うんですか、正しく粕屋町も、人や企業に選ばれる

町になるためには、それなりの基盤整備が必要じゃなかろうかというふうに考えて

ます。 

次に、４番目の総合計画の策定についての質問でございます。総合計画策定につ

いては、今年の６月議会で、町民の積極的な参画方法や議会の対応方法など、様々

な提案を行ったところでございます。その後、８月には総務建設常任委員会へ総合

計画の策定方針案が提示され、それに対する総務建設委員会の意見も出しまして、

修正案が作成されました。また、11月20日には、基礎調査や町民意識調査などの概

要を総合計画の進捗状況を報告するなど、情報提供について６月に言いましたが、

ちゃんと真摯に、ちゃんと対応していただけたことに対しましてから感謝いたして

おります。既に総合計画はもう策定段階入ってますんで、議会としては、いろいろ

これを停滞させることは本意ではございませんので、町と一緒に、新しい総合計画

を策定させたいというふうに考えております。 

議会においては、11月20日の総務建設常任委員会で、九大の嶋田教授から、総合

計画と総合計画策定条例の在り方についての研修を受けますとともに、今定例会初

日に11月29日に総合計画策定特別委員会を立ち上げ、総合計画策定に向けた準備を

整えております。嶋田先生の研修では、ポイントで紹介しますと、2011年の地方自

治法改正で、市町村の基本構想の策定の義務付けが廃止されたことに伴いましてか

ら、総合計画不要論というのが出てますけども、やはり新しい総合計画は、自治体

運営には不可欠なものであるということ。そして、新しい総合計画では、何のため

にということを、基本構想から始まって上から下へとミッションベースで考えて、

それぞれの問題を解決すべく、原因分析をしっかりと行なって、事業見直し、組み

替えていくことが必要だということで。総合計画の策定には企画部門だけでなく、

全庁の職員が、粕屋町もそうですけども、主体的に関わることは当然のこととし

て、議会での議論や住民参加を積極的に仕組む必要がある。４点目として、議会の

策定と運用に関する地方の革新等、ルール化を進め、担保するためには条例で定め

る必要があるということで、粕屋町の現在ある総合計画策定条例も見ていただきま

したけども、やはりそこら辺の住民の参画の策定手続の部分で、もう少し規定すべ

きことが。それとルール化について、もう少しそこら辺を加えた条例を制定すべき

っていうふうなことをおっしゃいました。 

議会においても、町民による町民のための総合計画の策定に一歩でも近づけるよ

う、町民との意見交換を行い、様々な提案を行なうなど、今後、町とのキャッチボ

ールを行なってまいりたいというふうに考えております。そして、これらを２年間

ですか、策定２年ぐらい掛かりますけども、その後、総合計画策定後にこれらの取
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組を集大成した形で、総合計画の策定手順などを明記した総合計画の見直し案を議

会のほうが提案しまして、議会と執行部とのほうで協議してから、そういう条例と

なるように見直してはどうかと考えてます。議会だけではなく、執行部ともお互い

にキャッチボールやって、いろんな意見等を出しますんで、これを受け止めて、町

のほうでも、しっかりと受け止めてから見直しを行なっていただきたいというふう

に考えておりますけども、町長はこのことについてどのように考えておられるのか

お尋ねいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

今後、議会の皆さんとは協議しながら、いい総合計画を作っていく。そういった

気持ちには全く変わりありません。ただ、議員が以前から提案しております、住民

の意見をもうちょっと聞けよという話は、今回の総合計画の中でも十分に反映させ

ていただいて、様々な階層の方々の意見交換を行なうというふうに今計画をしてお

ります。 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員。 

◎７番（案浦兼敏君）   

確かに、中学生のアンケートとか高校生とやってあります。ただその中でもちょ

っと若干、例えば、子育て世代の方の意見、なかなかそういう来れない方について

のグループも、そういう場に行ってグループアンケートを採るとか。そういうとこ

ろかなんかも、すべきじゃないか。これは今後、お互いいろいろ話合いながらいい

方向で、それこそ人と企業に選ばれる粕屋町になるために、頑張ってまいりたいと

思いますんで、一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 

以上をもちまして、私の一般質問を終わります。 

（７番 案浦兼敏君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

案浦議員の一般質問が終わりました。 

これにて本日の「一般質問」を終わります。 

本日はこれにて散会いたします。 

（散会 午後１時42分） 
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（開議 午前９時30分） 

◎議長（小池弘基君）   

改めまして、おはようございます。本日は、一般質問２日目でございます。 

それでは始めていきたいと思いますけども、本日は、執行部の税務課の渋田課長

が体調不良のために欠席されています。福永議員の一般質問では、代わりに木場主

幹が出席されますので、報告いたしておきます。 

それでは、ただ今の出席議員数は16名全員であります。定足数に達しております

ので、ただ今から本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

◎議長（小池弘基君）   

それでは、ただ今から「一般質問」を行います。 

発言に関しましては、質問者は会議規則を遵守し、さらに、文書通告の趣旨にの

っとり簡単明瞭に、答弁者の発言に関しましては、質問にそれることなく的確に、

しかも簡潔にされますことを議事進行上強くお願いする次第であります。 

なお、答弁側におかれましては、答弁者が誰か明確となるよう声に出して挙手さ

れますよう、併せてお願いいたします。 

それでは、質問順に従い質問を許します。 

議席番号４番、宮﨑広子議員。 

（４番 宮﨑広子君 登壇） 

◎４番（宮﨑広子君）   

おはようございます。議席番号４番、宮﨑広子です。通告書に従い質問いたしま

す。 

このたびの質問は、町政運営の基本目標である「誰もが安心して幸せに暮らせる

やすらぎのまち」づくりの中で、高齢者の安全安心に関わる認知症や、ひとり住ま

いの高齢者の支援について質問してまいります。最近毎日のように、高齢者に関わ

るニュースが流れてまいります。来年は、高齢者の５人に１人が認知症になるとい

うことで、政府も認知症施策、新たな基本方針案を作成したということです。ま

た、ひとり住まいの高齢者も増えてきています。ここに関わる支援について、町長

のお考えをお聞きしたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

まず、高齢者。これはもう日本全国、非常に大きな問題として捉えております。

粕屋町も高齢化率は低いとはいえ、必ず避けて通れない問題です。当然、高齢者に



－ 74 － 

なりますと、認知症の発症する確率が非常に高くなるということでございます。こ

れは粕屋町にとりましても、これから先の高齢者支援の大きな一つの課題として捉

えて、対策を練ってまいりたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

宮﨑議員。 

◎４番（宮﨑広子君）   

それでは、次の質問に入ってまいります。ひとり住まいの高齢者の安全安心につ

いてです。１番の見守りネットワーク事業について質問いたします。粕屋町の高齢

者の人数は、先ほど町長も言われましたように、全体のそう高くない18％ほどと言

われています。私が計算すると、およそ8,832人ぐらいで、その中のひとり住まい

の高齢者が、これは福祉計画のところを見たんですが、1,471名おられるようです

が、これからも増えてくると考えられます。それで１番ですが、事業の仕組みとそ

の活用の実態について問います。 

まず、事業者とか個人で見守りをする人は増えているのかということと、そこに

対してどのような周知活動をしているかということを中心にお答えください。 

◎議長（小池弘基君）   

古賀介護福祉課長。 

◎介護福祉課長（古賀みづほ君）   

では、お答えいたします。高齢者見守りネットワーク事業では、社会福祉協議会

や民生委員・児童委員、シニアクラブ等の地域団体及び介護事業所や新聞販売店な

どの協力機関と協定を結ぶなどして、高齢者見守りネットワーク体制の構築を進め

ております。活動としましては、現在、協力機関として御登録いただいている様々

な団体等、協力機関及び協力事業者全てで今33団体になりますが、普段の業務とか

活動の中で高齢者を見守り、異変に気付いた際などは、必要に応じて粕屋町地域包

括支援センターや粕屋警察署等に通報するなど、緊急時の対応についても共通認識

を持って実施をしております。 

活動の実態といたしましては、訪問や電話等による直接的な見守り、それから、

日常の業務・活動中などのさりげない見守りを実施されておりまして、今年度の報

告でも、ささいな気付きから、これはちょっと参加するお教室に来られてなかった

ということだったんですけれども、そういったささいな気付きから、お宅を訪問し

たところ、倒れていた対象者を発見しまして、迅速に救急車を呼んだことから大事

には至らなかったといった案件もありました。また近年は、オートロックの集合住

宅の増加とか、近所付き合いの希薄化などから、見守り自体が難しくなっていると

いったような現状も報告をされております。この協力機関ですけれども、少しずつ
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増えていっておりまして、今年度も令和６年の７月なんですけれども、福岡県の福

岡地区LPガス協会ですとか、福岡ヤクルト販売株式会社ですとか、そういったとこ

ろがまた加わっていただいて、今33の団体になっております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

宮﨑議員。 

◎４番（宮﨑広子君）   

その周知活動はどのようなふうにされてありますか。こういう見守りネットワー

クがありますっていう仕組みの周知って言いますか。例えば、新聞取らない方も増

えてますけど、電気が付いてない、ずっと真っ暗だとか、これ難しいですよね。ア

パートだと分かんないし。何かそういうときに気付いたときにどうしたらいいよっ

ていうような周知活動は、どんなふうにされてますか。 

◎議長（小池弘基君）   

古賀介護福祉課長。 

◎介護福祉課長（古賀みづほ君）   

認知症に関しては、毎月、広報でいろいろお知らせをしてるんですけれども、そ

の中で住民の方でもできるような、例えば、さりげない見守りといったところで、

どういったところに視点を置いて見てもらったらいいかというようなことは、周知

をしております。 

◎議長（小池弘基君）   

宮﨑議員。 

◎４番（宮﨑広子君）   

ある自治体では、手引書、手引書って言うか、ひとり暮らしの見守り活動手引き

っていうのがネットで紹介されてたんですよね。それとすごくイラストが入って

て、気付きがあったときに、まずどうしましょうと。それがどんな流れになってい

きますよっていうことの具体的なイラスト入りで。こういうときは、気付きですと

か、何か先ほど言いましたけど、電気がもう全然回ってないとか、ずっと洗濯物が

全然干されてないとか、いろいろこう、全くこう動きがないよねって。この家どう

してしたんだろうっていうその気付き、これが気付きですよとかいう、そういう具

体的な内容でお知らせしてある手引書というのがあったんですよね。こういうもの

は作られてますか。 

◎議長（小池弘基君）   

古賀介護福祉課長。 

◎介護福祉課長（古賀みづほ君）   
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現在のところそういう手引書みたいなものは作っておりませんが、そういったこ

とも考えてはおります。 

◎議長（小池弘基君）   

宮﨑議員。 

◎４番（宮﨑広子君）   

是非お願いします。私も実はひとり住まいで。こういうときは、こんな助けが来

るよっていうのが分かれば、そのイラストを、イラストというかその手引書を紙で

出して家に貼っとけば、何かすごく安心感があるなと思ったんで。回覧板でも何で

もいいので、是非周知していただければ安心かなあと思いました。次に進みます。

ひとり住まいの高齢者が増加して、高齢者が巻き込まれる事件も増えてますが、町

が取り組んでる安全安心の取組って対策はありますか。 

◎議長（小池弘基君）   

髙榎協働のまちづくり課長。 

◎協働のまちづくり課長（髙榎 元君）    

今の御質問は、ちょっと複数の課に及ぶ答弁になりますが、防犯対策を行ってお

ります協働のまちづくり課のほうから一括して答弁をさせていただきたいと思いま

す。協働のまちづくり課では、お一人でお住まいかどうかにかかわらず、直接的な

支援は行っておりません。ただ、福岡県警察から送られてきます高齢者を対象とし

た偽電話詐欺等の事案や住民の方から寄せられる情報について、粕屋町の公式ホー

ムページであったり、公式LINE、それからKBCテレビのｄボタンで周知を図ってお

ります。それから、先日11月14日の日は、粕屋町の職員をかたりまして、どうもそ

の還付金の詐欺と思われる事案が、その日の午前中にちょっと集中をしましたの

で、その場合は、防災行政無線で今こういう事案が起こってますということで注意

喚起を図ってます。その時かなり、その事案が多かったものですから、組合の回覧

のほうでも別途、この偽電話詐欺だったりとか、不審な業者に注意であったりと

か、あと回覧文書も作って、今、回覧のほうを図っております。そういう不審者の

事案が発生した場合には、場所が特定できれば、青色のパトロールカーがございま

すので、そちらを活用しまして、周辺地域の巡回を行っているところです。それか

ら、介護福祉課のほうでは、ゆうゆうサロンであったり、介護予防教室の参加者、

それから自宅訪問時などに、高齢者の方と直接その対面できる機会を捉えまして、

特殊詐欺などのチラシを配布して啓発に努めているところです。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

宮﨑議員。 
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◎４番（宮﨑広子君）   

とても心強い取組だと思いました。是非続けていただきたいと思いますが、LINE

とかいつも入ってくるんで、こんなことが起こってるんだなっていうのは、LINEを

見れば分かるし、防災無線使ってあるということは知りませんでしたので、今度か

ら気を付けて聞いてみたいと思います。 

では、先に進ませてもらいます。町の認知症支援について伺います。本年、認知

症基本法が施行されました。この法律は、認知症の方を含め、国民一人一人が一人

の尊厳ある人としてその能力を十分発揮しながら、共に支え合って生きる共生社会

の実現を目指すものです。そして来年は、５人に１人が認知症になるという統計

で、粕屋町では1,776人、これも本当統計なんで、統計だけで出すと、その方が認

知症になるという計算になります。また、認知症の予備軍である認知障害の軽度の

方は、適度な運動や生活習慣の治療などによって、健康な状態に回復できる可能性

もあると言われ、認知症に進行させない取組も大切です。 

そこで、町の認知症の方の実態とその支援、各事業効果について問います。私が

知ってる限りでは、認知症サポーター養成講座、チームオレンジ、認知カフェ、探

してメール、相談窓口ということで、この質問項目の１番についてお願いします。 

◎議長（小池弘基君）   

古賀介護福祉課長。 

◎介護福祉課長（古賀みづほ君）   

お答えいたします。認知症については、厚生労働省の2022年の調査で、65歳以上

の有病率は12.3％。認知症予備軍と言われるMCI（軽度認知障害）が15.5％となっ

ております。粕屋町の65歳以上の人口で算出をいたしますと、認知症が、

1,093人。MCIは、1,377人で、合計が2,470人程度と推測されます。認知症支援と効

果についてですが、認知症の方への直接的な支援といたしましては、様々な介護サ

ービスや総合事業のゆうゆうサロン、また認知症初期集中支援チームによる対象者

を医療機関へつなぐまでのサポートなどがございます。効果といたしましては、各

個人の症状の改善や進行を緩やかにすることにつながったかどうかといった評価は

難しいところですけれども、個々に合った支援につなぎ、認知症に効果があるとさ

れている、例えば食生活の改善ですとか、適度な運動、社会活動への参加など、そ

ういったことに取り組むことは、ここ数年の要介護度別認定者数の極端な変化も無

いことから、進行を緩やかにするといった一定の効果はあるんではないかと考えて

おります。反面、令和４年度までの５年間の認定率の推移では、平成30年の14.9％

から令和４年度は16.2％となっておりまして、高齢者人口の増加とともに、認定率

も増加傾向にあるというふうに分析をしております。 
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以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

宮﨑議員。 

◎４番（宮﨑広子君）   

では、それぞれの何て言いますか、サポーター養成講座とか、チームオレンジと

か、その辺の実態とか分かりますか。どんなふうに増えているとか、活用されてい

るとか。そこそこ、これは効果がある事業だとかいうのは、どんなですか。 

◎議長（小池弘基君）   

古賀介護福祉課長。 

◎介護福祉課長（古賀みづほ君）   

サポーター養成講座に関しては、ちょっと後のほうの御質問のところにも出てき

ますが、令和５年度は講座を３回しておりまして、ものすごく大きく広がってるか

というとそうではないかなと思いますが、地道に広がってはいるかなと思っていま

す。今のところ、認知症サポーター養成講座をお受けになられた方が、登録者数が

1,149人でございます。それが、その方々が実際にどの程度具体的な活動してくだ

さってるかというのはつかめないところですけれども、少しずつ広がっておりまし

て、実際、認知症サポーター養成講座を行ったところの中には、例えばスーパーと

かそういった企業様もありまして、そういったところが、その後は独自で行ってい

ただいたりとかいったようなこともあるようです。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

宮﨑議員。 

◎４番（宮﨑広子君）   

すみません。一つ一つ、実態と効果は難しいのかなって感じましたので、また後

で、ユマニチュードのとこでも伺いたいと思います。 

じゃあ、先の２番に進みます。ユマニチュードの考え方とその技法についてとい

うところで、まず、ユマニチュードっていうのは何なのかっていうので少し説明し

ます。これフランス語で、人間らしくあるという意味です。あなたを大事に思って

いますよっていうことを心で思ってるだけではなくて、見る・話す・触れる・立つ

の４つの柱で相手が理解できるように届けるというケア技法です。特に、高齢者や

認知症の方に有効です。 

ユマニチュードは、隣の福岡市が大変進んだ取組をしており、私もオンラインで

研修を受けました。私はこの技法を聞いた時に、以前、肢体不自由児の子どもの学

校で働いていた時の支援の方法にすごく似ているなあということを思い出しまし
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た。子どもを触るときに、指でがってつかむんじゃなくって、そっと面をたくさ

ん、面積をたくさん広くして触れるっていう、優しく触れなさいっていうことや、

子どもに対して、わぁって大勢の先生が寄って来て、「おはよう！」とか言っても

分からないよって。だから、一人一人が対面して、目線でお話し、目が合ってお話

しなさいとか。そういう全く、通常の小学校で勤務していた時とは全く違ったその

支援の方法で、何度も何度も、何ていうかな、その支援の方法を教わって身に着け

たなあということを思い出しました。 

この技法によって、認知症の方を深く理解して、誰でもがすぐに使うことによっ

て、介護している家族と介護されている本人が、安心したコミュニケーションがで

き、希望を持って明るい毎日を過ごすことができるということ。そして効果は、家

族での介護されておられる方が、介護疲れによって、介護しておられる方ですね。

介護疲れによって働き先を離職しないで済む。また、認知症の御本人がお薬、向精

神薬の使用料が９割減にあったという報告もあり、経済的な効果も出ております。 

そこで、ユマニチュードの考え方や技法が、町の支援に取り入れられるかなあ、

どうかなあということについて質問いたします。ここのちっちゃい丸の３つです

ね。地域全体で支え合うためにユマニチュード研修を取り入れてはどうですか。２

番目は、認知症サポーター養成講座や認知カフェなどに取り入れられてはどうです

か。３番目は、認知症相談窓口で、これは無料なんですけど、動画バーコードが入

ったチラシを案内すれば、そこからスマホで無料の動画を見ることができます。そ

ういう紹介を行ってはどうですかというこの３点についてお考えをお聞きします。 

◎議長（小池弘基君）   

古賀介護福祉課長。 

◎介護福祉課長（古賀みづほ君）   

すみません、まとめてお答えさせていただきます。ユマニチュードは、認知症の

方に優しさを伝えるコミュニケーション技術で、介護する側とされる側が共に人間

らしく寄り添うことを大切にし、ケアを受ける人の「人間らしさ」を尊重するもの

だと、町のほうでも認識をしております。粕屋町の認知症サポーター養成講座で

は、認知症の症状や接し方、関わる側の心構えなど、認知症の方の尊厳を大切にし

たユマニチュードの考え方に通じるような内容とはなっておりますが、今後の認知

症サポーター養成講座や、そのほか住民向けの講座等の実施につきましては、みん

なで支え合う地域づくりを目指しまして、更に分かりやすく、心に残る内容を工夫

していく必要があるため、ユマニチュード研修や動画の紹介等も含めまして、様々

な方法を調査して工夫していきたいと考えております。 

以上です。 
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◎議長（小池弘基君）   

宮﨑議員。 

◎４番（宮﨑広子君）   

是非お願いします。というのが、私いろんなところにお元気ですかってたまに行

くんですけど、そのときに、妻が認知症になりましてっていう、困りました、困っ

ていますっていう相談と言いますか、そういうお話を伺ったことがあります。やっ

ぱり、家族の中で、普段と違っている行動がだんだん増えてくると、非常に不安感

が強くなると思いますので、是非簡単に、４つの柱、うちでもできることなので、

そういう基礎を教えていただければ、今日はちゃんと笑ってくれたとか、こっち見

てくれたとか、ご飯食べてくれたとか、何かこう嬉しいことが増えれば、またその

家庭の中が明るく生き生きとなってくるのではないかなと思いますので、是非取り

入れていただけたらなあって思っております。 

それでは、次の小学校・中学校の支援について伺います。支援と言いますか、学

習の中での認知症の学習なんですけれども、近隣の福岡市や糟屋郡のある自治体で

は、もう長いこと認知症、小中学生対象に、認知症養成講座ができておったりしま

す。ある自治体は、10年前に子どもたちが徘回している老人に声を掛けられて、不

審者と間違えて、おうちに帰って保護者にそういうことを伝えたら、誤って警察に

通報され、そっから徘回されている認知症の方が間違ってそういう不審者扱いされ

たっていうところから、この認知症に対する理解を学習しようということが始まっ

たそうです。いろんな講座がありますけれども、認知症のバーチャル体験、これは

ある中学校ですけれども、そういうマスクっていうか、それを見ると、認知症の方

がどんなふうな見え方をしているとかいうのを体験できたりするそうです。そうい

うことが進められていて、子どもたちがジュニアサポーターになっていくという仕

組みです。学校のほうでこういう学習が取り入れられたらどうかなと思うんです

が、お考えをお聞かせください。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）    

まず、学校教育、小中学校についてということでお答えをさせていただきます。

認知症についての、議員が言われるように理解を深めたりですとか、サポーターと

いうものを紹介するということは、保健体育の授業ですとか、あるいは学級活動の

中、一部としまして、取り入れることは可能でしょうし、良いのではないかなとい

うふうに考えておるところです。ただ、認知症サポーター、特別な資格技術という

のは必要ない。また、サポーターになったから、必ずこれをしなければならないと
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いう必須の業務というものはないということではございますけども、なかなか学校

もほかの通常のカリキュラムとか行事で忙しいという状況にもございますし、養成

まで行うとなりますと、児童・生徒のほうに接する教職員、それなりの何か専門知

識がやはり必要となってくるかなというふうに考えております。学校がまた、全て

の児童・生徒に対して認知症サポーターの養成講座を受講するということ。あるい

は、サポーターの活動を促していくとなりますと、個々の御家庭ですとか、子ども

さんの自主性という観点から、ちょっと問題を生じる心配があるかなというふうに

も感じておるところでございます。 

まずは、小中学校の段階におきましては、認知症サポーターとか養成講座の紹介

という程度にとどめまして、講座の受講につきましては、保護者の御理解のもと、

子どもたちの自発的な希望に沿って、御家庭のほうで支援していただくのが、良い

段階なのではないかなというふうに考えておるとこでございます。ちょっと町の教

育委員会の所管から外れますけども、高校生になりますと、かなり子どもたちもも

う大人に近い程度に心身共に成長してまいりますので、これ介護福祉課のほうの所

管になるんですけれども、福岡魁誠高等学校のほうにおきましては、認知症サポー

ターの養成講座を平成30年から既に実施をしておるところでございます。ボランテ

ィア部に所属をしております部員さんを対象に行っておりまして、今年度受講しま

した高校生のサポーター、回数にすると２回ではあるんですけれども、ゆうゆうサ

ロンのほうに参加をされて、高齢者のほうにスマホ教室を行うという形で、実際サ

ポーターの活動にもつながっているというところで御紹介をさせていただきたいと

思います。 

◎議長（小池弘基君）   

宮﨑議員。 

◎４番（宮﨑広子君）   

今の高校生の養成講座に参加されてあって、サポーターになったっていうのは、

すごく心強い取組だなあと思って聞いておりました。ユマニチュードは、関わり方

の学習にもなると思います。なので、子どもたちはやっぱりコミュニケーションが

苦手になってきているので、いじめを防止するという効果もあるということですの

で、本当に紹介及びできれば実技まで行けたらいいかなあと思いながら提案いたし

ます。 

それでは、次の質問に進みます。認知症の早期発見についてです。先ほどお話し

しましたように、まだ認知症かどうかも自分で分からない方々と言いますか、そし

て入り口におられる方々にとっては、運動したり、食生活とかで、薬までいかない

で、改善すれば健康な生活が送れるよっていうことで、軽度な認知症の方々に対す
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る取組なんですけれども、早期発見ということで、自治体で、特定健診の中に何て

言いますか、頭の検査っちゃ変ですね。認知症の軽度の検査をされて、それで、ま

だあなた大丈夫ですよって、元気ですよとか。ちょっと病院を御紹介しましょうか

とか、そういう何か検診を自治体で入れてるところがあります。それで、粕屋町で

も本当に頑張って特定健診を進めておられますが、その中に、認知症それも軽度の

要介護とか要支援とかじゃなくて、自分は何か不安だという方々がおられると思う

んです。特に一人で住んである方は、家族が見守ってるわけではないので、ちょっ

と変やねって、最近買物、同じ物ばっかり買ってくるよねとか、ちょっと物忘れも

あるよねっていうのが、家族が気付いて認知症じゃないかなあって不安になるとこ

ろと、自分では全く分からない、おうちにおられたら、どうなんかな自分はって思

うところもあると思うんですよね。それで、特定健診の中に入れてもらえれば、自

分はこうなんだって客観的に自分を見ることができるので、そういう取組を町でで

きないかなあと思って話を伺いたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺健康づくり課長。 

◎健康づくり課長（渡辺理恵君）     

認知症の早期発見についてお答えします。特定健診の内容については、国の基準

で決められました検査や問診項目がありますので、認知機能に関する設問はありま

せんが、特定健診とは別の後期高齢者医療広域連合が行う75歳以上の方の健診につ

いては、問診項目に認知機能を図る設問が入っております。特定健診については、

まずは生活習慣の予防のための検診であるため、結果的に認知症の予防、また認知

症のハイリスク群の早期発見につながっていると思われます。また、特定健診の予

約の段階で何度も予約する方がいらっしゃいまして、変だなあと思った時に、介護

福祉課につないだケースもありますので、健診の意義はあるんではないかなという

ふうに思っております。 

◎議長（小池弘基君）   

宮﨑議員。 

◎４番（宮﨑広子君）   

なかなか難しいのかなって感じました。 

最後に、認知症のセルフチェッカーの導入について伺いたいんですが、ある自治

体では「あたまの元気まる」っていう測定を、VR、仮想現実に変えたら、４か月で

154件の検査数があって、つまり検査に来られるようになったってことですね。こ

れは先ほど言いました要介護・要支援じゃない40歳以上の方が対象で、軽度の早期

発見が目的です。従来は対面で、うちの町も、対面も難しいですよね。15分も掛か
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ったら、一人に対してですね。長く対面でかかっていたその受診者というか受検者

が、このVR機、VR機って何かこうのぞき込むようになってて、それが音声で質問を

するそうです。それで答えが画面に出てきて、自分の目で、喋らないで自分の目で

こっちとかこっちとか選ぶんだそうです。そして、その検査をやると５分で検査が

終わるということで、すごく一人で誰にも見られてない。検査の様子を見られてな

いし、自分で自分の状態が分かるということで、この早期発見、何て言いますか、

認知症によって、自分で分かんないなあと思いながらそのままで生活している。そ

れでどんどん認知が進んでいくっていうことを止める。そういうのに有効だそうで

す。機械を、私は健康づくり課のほうに置いてもらったら、すごく来る人も増え

て、自分でチェックできるし、有効に働くんじゃないかなと思うんですが、導入し

てはどうですかって思いますが、いかがですか。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺健康づくり課長。 

◎健康づくり課長（渡辺理恵君）     

認知症の早期発見は、非常に大事なことだと思います。先ほども申したように、

特定健診のほうは、国で認められた検査等を行いますので、なかなか難しい点があ

りますが、先ほどの紹介の認知症機能セルフチェッカーについては、認知症の判断

を行うものではなく、御自身の認知機能の状態を知り、認知機能の変化を定期的に

確認するセルフチェッカー、セルフケアのツールであると思っております。検診と

しての導入は、予定はございませんが、認知機能が低下したと思われるような、気

になる症状などについては、気付きになるような内容を継続して啓発していき、今

後も、広報等も啓発に力を入れていきたいなというふうに考えております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

宮﨑議員。 

◎４番（宮﨑広子君）   

つい最近、それこそ29日に、認知症施策新たな基本計画案ができ、来年の６月に

はまた、その計画案が下りてくるようですけれども、やはり認知症でも個人の意見

が大切にされて、住みなれた場所で希望を持って生きられるために、社会参加して

いくために、また自治体にはたくさんのことが求められる。計画を作ってください

とか、そういう求められる責任も伴ってくるようです。このことを調べて、私も、

誰でもが認知症になる可能性があるっていうことを理解し、正しい考え方が広まる

ように、なお一層の努力が必要になってくる時代に入ったのだというふうに自分は

自覚しました。今回、認知症の支援に関しては、本当に人口の上増えてくるってい
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うことで、なお一層の支援の強化を進めていただきたいということ及び提案をし

て、私の質問を終わります。 

以上です。 

（４番 宮﨑広子君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

ただ今から休憩といたします。 

再開を10時20分といたします。 

（休憩 午前10時07分） 

（再開 午前10時20分） 

◎議長（小池弘基君）   

再開いたします。 

議席番号11番、福永善之議員。 

（11番 福永善之君 登壇） 

◎１１番（福永善之君）   

議席番号11番、福永善之です。一般質問通告書に従い、12月定例会、３問質問を

いたします。質問内容は、一つ目が投票率について。もう一つ目が、103万円の壁

について。それから、SNSを活用した行政サービスについてというふうにまとめて

おります。 

現在、米の小売価格、これ１袋５㎏ですね。これが2023年の９月、2,188円。

2024年の９月、3,152円。約44％上昇しております。また、直近のマスコミ報道で

は、2025年に食品の値上げラッシュが続きますというふうに伝えられています。家

計の消費支出に占める食費の割合、これエンゲル係数と言われていますけど、エン

ゲル係数が低いほど生活水準が高いと言われてます。総務省が家計調査といたしま

して、３人家族の食費というのを、例で例えております。2023年の８月は、８万

8,780円。2024年の８月、９万3,130円、約4.9％上昇しております。賃上げ以上に

インフレが進み、家計の可処分所得が減少しています。また、税金や社会保障費は

減ることなく、よくて現状維持か実際は増え続けています。現代社会において、

今、多くの方が求められているのは、可処分所得が増える政策、家計の中で、自由

に使えるお金が増える政策が求められていることではないでしょうか。 

では、質問に入ります。粕屋町の投票率についてということで、10月27日に投開

票があった衆議院解散総選挙。全国の投票率は、53．85％。前回の３年前より、

2.08％低下しております。粕屋町においては、今回は、49.03％。前回、49.54％で

した。来年４月には粕屋町町議会議員選挙が予定されておりますが、過去２回の投

票率は、2021年が、40.76％。2017年が、39.34％でした。直近12月１日ですか、投
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開票があった福岡県議会議員選挙、糟屋郡地区の県議会議員選挙の投票率、これ粕

屋町含めて７町、含めた全体の投票率が、19.15％。粕屋町は、15.92％。投票率の

順位が出ておりますが、粕屋町は、７町の中でワーストというふうになっておりま

す。 

では、質問いたします。町の投票率は全国平均よりも低いが、原因をどのように

分析していますか。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   

投票率につきましては、全国的な傾向としまして、近年、国政選挙地方選挙共投

票率の低下傾向が続いております。その中でも、特に若い方の投票率が低いと。ま

たその中でも、20代の方の投票率が低いというような傾向になっております。粕屋

町におきましても、今回行われました衆議院選挙では20代の方の投票率が、約

31％。特に20代前半の方の投票率は、約28％と、他の年代に比べまして低下傾向と

なっております。投票率につきましては、マスコミでの報道であったり、政治不

信、天候等、様々な要因が重なり合った結果だと認識のほうをしておりますが、そ

の中でも要因の一つとして、粕屋町の有権者を構成する年代別の人口が影響してる

んではないかということで分析をしております。また、若い世代、特に20代の方の

投票率向上が、投票率を上げるためのポイントの一つではないかというふうに考え

ております。また、今後も先ほど御質問ございました福岡県議会議員選挙等の結果

等も踏まえながら、分析や調査につきましては、進めてまいりたいというふうに考

えております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

続きまして、町の投票率向上に向けた現状、それから今後の取組というふうに質

問いたします。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   

まず、現状につきましては、投票率、先ほども答弁いたしましたが、低い要素と

いうのは、複数の重なり合った要因を少しでも分かりやすくするために、粕屋町に

おきましては、現在対策を大きく三つに分けて取組や検討を進めております。 
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一つ目につきましては、中学生や高校生、18歳年齢到達者向けの教育啓発でござ

います。具体的な取組としましては、令和４年度から、社会の時間に初めて選挙に

ついて学ぶ中学３年生約600人、令和６年度からの取組としましては、魁誠高校の

３年生約350人にチラシ等の配布を行っております。また、18歳になられました町

民約600人を対象に、選挙に関するパンフレットを提供して選挙を知ってもらう取

組を進めております。これにつきましては、将来有権者となるべき子どもたちへの

教育と啓発となっておりますが、子どものうちから選挙を知っていただき、慣れ親

しんでもらい、若い世代の投票率向上を目指しております。 

二つ目の取組としましては、現在、投票所に来られる有権者へのホスピタリティ

ーや安全性の強化を進めております。特に、先ほどの宮﨑議員の質問にもございま

したが、高齢者に目を向けますと、65歳以上の人口は8,800人を超え、有権者の２

割以上に当たり、投票率も60％を超えております。この割合は、今後ますます増加

していくものと考えております。そこで、粕屋町におきましては、安全性と快適性

を重視し、今年度から投票所での階段とか段差のほうを極力少ないレイアウトに変

更を行っております。高齢者の方にもそのほかに少しでも安全に投票していただけ

る環境整備につきましては、今後も進めてまいりたいと考えております。 

三つ目につきましては、選挙権はございますが、選挙に行くことを選択しない

方、投票所にお越しになられない方への啓発やアプローチがポイントではないかと

いうふうに考えております。先ほども答弁申し上げました、特に若い世代の方の投

票率が低いことに関しまして、内閣府の庁舎調査によりますと、15歳から29歳まで

の方の社会貢献の意欲は、８割以上ということで高くなっております。また、別の

調査によりますと、87％の若い世代の方が、関心がある社会課題があるというふう

に回答しております。社会課題に関心が高いにもかかわらず、選挙には行かないと

いうような状況が伺って取れます。また、政治不信や選挙の論点が不明確な場合、

政治や選挙に関する情報が不足している場合、マスコミ報道で話題の候補者がいな

いことにより、盛り上がりが欠けてしまう場合などに投票率が低下しているという

ような現状もございます。今後につきましては、こちらの方々に対しまして、少し

でも政治や選挙に関心を持っていただき、選挙に行く意識を高めていただけるよう

なアプローチを今後も検討してまいりたいと思っております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

先ほど、20代が、粕屋町としては、投票率が低いよと。そこをターゲット層とし
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て何らかの取組をしていきたいというふうにありましたね。既存のやり方ですね。

今、マイナンバーもできました。SNS、だから情報の発信、情報の発信も、誰でも

ネットにつながる環境であればどこでも取れるような時代になって、今までのやり

方に、今までどおりの付加価値を付けて啓発とか、そういうことでは伸びないと私

は思います。例えば、粕屋町、かなり若い方たちが来てますよね。移住というか、

住民として。その中で、やっぱりターゲット層としては、子育て世代、この方たち

をやっぱりターゲットにしていくべきだなっていうふうに、私は思うんです。粕屋

町、小学生以下のお子さんかなりいらっしゃいますね。その中で、お子さんの預け

先として幼稚園とか保育園、これもかなりのボリュームでありますよね。だから、

やっぱり情報の発信というか、今回選挙がありました。福岡県選管が大元ですか

ら、そこの福岡県選管のホームページ見ますけど、やっぱり候補者の発信っての

は、ものすごくなってない。候補者自身がやっぱり、SNSとかインスタグラムとか

そういうので発信していかないといけない。ただ、その発信にしても全くアクセス

がないっていう状況が続いてたんですよね。だから、個別にやるのであれば、例え

ば粕屋町の弱い、ターゲット層が20代ということであれば子育て世代、例えば保育

園とかそういうところに、候補者の、公職選挙法いかんとかそういうことじゃない

んですよ。候補者のいろいろな主義主張を交えたやつを一覧でちゃんと出すとか、

目に見えるとこで出すとかですね。やっぱりそういうところをしていかないと、な

かなかそういう、今までの既存の中にちょっと付け足したぐらいのやつではやって

いけないんじゃないかと。例えば、近隣の古賀市。もうネットとかで見れば、情報

すぐ出てくると思いますけど、選挙割というのやってますね。選挙のたびにもうこ

れは恐らく誘導ですよ。投票しました。投票紙を見せてください。投票した証明書

で、何らかのメリットがありますね。だから、そういう何らかの、投票したことに

よって、自分に何らかの金銭的でもいいんですけど、返ってくるようなメリットが

ないと、なかなか投票率向上というのは、できないと私は思うんですけど、いかが

でしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   

先ほど御紹介いただきました古賀市のケースにつきましても、粕屋町のほうでも

把握のほうはしております。また、選挙割につきましては、一部のマスコミ報道に

よりますと、飲食店等が独自に選挙割等を行っているというようなケース等も伺っ

ておりますが、有権者の方の行動変容を促すきっかけの一つだというふうには捉え

ております。ということで、検討のほうは行ってまいりたいと思っておりますが、
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ちょっと逆の問題点としまして、近年出てきておりますのは、選挙割を受けるため

に、投票所に投票された後に来所証明を持っていかれるような形になるんですが、

それがネットのオークションサイトで売買にかかっていたりとか、今現在、選挙割

をされてる店舗等の協力状況等により、規模とかそういうものにどうしても制限が

出てきたりするっていう問題点もはらんでいるものと考えております。マスコミ報

道等でございますが、総務省は公職選挙法に選挙証明の発行は規定されていないと

いうことで、発行については推奨していないというようなことで見解のほうを示し

ております。ですので、行政主導で選挙割を行うことにつきましては、今後慎重に

検討していく必要があるものと考えております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

これは、なんか新しいことをやれば、必ずそれを覆そうとする事案がやっぱり出

てきます。ただそれは、その都度事案が出てきたことに対処するというやり方をし

ないと、初めからそういう、こういう問題が生じるということになると、全く前に

進まないですよね。まずはやってみるということをやって、それから事後の対応を

していくというやり方のほうが、私はよろしいと思います。先ほど私は、ターゲッ

ト層として保育園とか言いましたけど、そういうことの試みというのは考えられな

いんでしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   

新たな試みということでございますが、今回の衆議院選挙の前から始めておりま

すが、今現在、投票の入場整理券の中にQRコードを入れまして、直接、選挙公報と

かそういうものを閲覧いただくような仕組みを構築しております。選挙公報につき

ましては、どうしても告示後に制作されて配達されるまでの時間が掛かりますの

で、直接、今回の県議会議員の補欠選挙で言いますと、県のホームページのほうに

QRコードからリンクを貼りまして、そちらのほうから、手元に選挙公報が届いてい

ない状況でもインターネットを通じて、候補者を知っていただくっていうような取

組を今現在進めております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 
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◎１１番（福永善之君）   

あとイオンモール、大型商業施設ですね。この中で期日前の投票所を設置してま

すよね。そういう集客できる施設にすることは、かなり私はいいかなというふうに

思いますが、やはり何といっても情報の発信が足りてないというのがありますね。

今、粕屋町の公式LINEでは、そのLINEに登録した方であれば、そういう情報発信が

恐らくパッ見れますが、なかなかそういう発信が弱い。それと、もう少しやっぱ

り、例えば先ほど高齢者の話されましたね。やっぱり、高齢者になるに従ってかな

り足が弱い。自分で投票所まで行くのが、かなり困難だっていうところがやっぱり

出てくるんですよね。だから、今既存の投票所っていうのがありますが、やはり出

張できるような、やっぱりこれ公職選挙法とか言われるかもしれませんが、やっぱ

り社会の時代の流れに沿って、いろいろなところを、利便性を追求していくべきと

思うんですよ。だから、そういう足が弱いとか、自分で投票所まで行くのに投票は

したいけど行けないという、そういう層がいますんで、やはり行政のほうから、そ

ういう巡回的な取組、そういうことができないものかなっていうふうには、私は、

これは提案させていただきます。どうでしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   

先ほども答弁を申し上げさせていただいておりますが、分析調査につきまして

は、常に行っておりますので、調査させていただきたいと思います。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

では最後ですね。これ来年の４月、これは、町議会議員選挙が予定されておりま

すが、町として、町の選管として何かプロモーション的なことを考えておられます

か。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   

町議会議員選挙のプロモーションにつきましては、まず、先ほど議員もおっしゃ

いましたが、町議会議員選挙があることを知っていただき、投票に行っていただく

ための情報発信の強化や、先ほど答弁いたしました取組について、積極的に進めて

いきたいというふうに考えております。 
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以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

積極的にというのは、例えば前回の町議会議員選挙のある前に執行部のほうから

答弁があったのが、公開討論会みたいなやつを考えてるという話はあったんですけ

ど、これ、没になったんですよね。だから、そういうことであれば、なるほど、何

かのプロモーションだなっていうふうに考えてますが、ただ単に今までの既存のや

り方での情報発信ということであれば、何ら変化がないなというふうに考えます

が、いかがでしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   

前回、町議会議員選挙の時に、公開討論会のお話があったということは選挙管理

委員会のほうでも把握しております。直前で実施されないというようなことで、結

果的には実施されなかったということはお聞きをしております。その辺の経緯を今

現在調べてはおりますが、今後、公開討論会を実施するのかっていうのは、ちょっ

とまた今後検討させていただきたいと思います。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

もうこういうのは早め早めに打っておかないと、やっぱり新しく出る人っていう

のは、例えばバックに何もいらっしゃらない方とかいらっしゃる場合、なかなか厳

しい。まず名前が売れてない、顔が売れてないっていうことがあるんですよ。だか

ら、今から考えますでは、もう恐らく可能性として無理でしょう。出馬を考えてい

られる新しい方っていうのは、もう今の段階でも考えてられるはずです。だから、

その中でこういうことをやっていきますよみたいなことは、やっぱりもう打ってお

かないとっていう感じで私は考えてるんですよね。だから、今から考えるというこ

とであれば、もう考えないと一緒と思いますけど、そういうところ、いかがですか

ね。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   
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今から考えますということで答弁のほうをさせていただいておりますが、投票率

につきましては、町議会議員選挙、国政選挙、地方選挙に限らず、常に選挙管理委

員会のほうは少しでも上がる策っていうのを、常に、先ほども申し上げましたが、

検討のほうはしております。その中でも優先順位を付けて事業を進めておりますの

で、今現在としては、公開討論会とかそういうものに関しては、優先順位がどうし

ても最後のほうということになっておりますので、今できる取組を常に行うという

ような形で今現在進めております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

SNSの時代ですね。だから、選管のほうから、やっぱりそういう情報を投げれる

ようなプラットフォームをその期間だけでも作っていただくと、恐らく、一般の有

権者の方たちは、選挙あってるな。誰も知らないなっていうときに、やっぱりその

プラットフォームにまずアクセスして、こういう人が出てるんやな。こういう人の

考えというのは、こうこうなんやなっていうのを見ると思うんですよね。だから、

そういう情報発信をその期間中だけでもやっぱり選管のほうで提供していただきた

いなというのは、私の提案ですけど、これでちょっと考えといていただければあり

がたいなというふうに考えます。 

では続きまして、103万円の壁についてということで、２問目の質問ですね。先

ほどの、10月27日の衆議院解散総選挙の結果は、与党が過半数割れ、予算などを通

すためには、いずれかの野党の協力を得る必然性が出てきました。そんな中で、野

党の国民民主党が、公約として掲げた103万円の壁の見直しが、これはマスコミと

かSNSで注目を集めています。国民民主党は、103万円を見直し、所得税課税されな

い収入を178万円まで引き上げるように主張しております。それによる減収は、総

務省によると、国と地方で約７から８兆円、地方の減収分は約４兆円と試算されて

いるようです。粕屋町の減収分の試算は幾らでしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

新宅総務部長。 

◎総務部長（新宅信久君）   

御質問にお答えをいたします。総務省の試算と同様に基礎控除を75万円引上げて

試算を行った場合、粕屋町における住民税の減収分は、９億4,000万程度になる見

込みです。 

◎議長（小池弘基君）   
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福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

９億4,000万ですね。それでは、町の今後の対応はということで、いかがでしょ

うか。 

◎議長（小池弘基君）   

池見副町長。 

◎副町長（池見雅彦君）   

103万の壁の見直しにつきましては、個人の手取り額が増えることとなり、好ま

しいものであるというふうに考えてはおりますが、一方で、地方自治体において

は、見直しにより税収が大幅に減となると、財政運営に支障が生じることが懸念を

されております。今後の町の対応についてのお尋ねでございますが、現在、国にお

いて引上げ幅や制度設計について議論がなされておるところであり、地方に影響が

ないよう、住民税の基礎控除を据え置くなどの案も検討されております。また、町

長が本会議冒頭で申されましたとおり、全国町村会からも、地方財政に影響がない

よう強く求めていくこととされており、現時点では、国における検討状況を注視し

てまいりたいというふうに考えてございます。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

答弁は、もう内容は分かってました。マスコミ報道で、いろいろな地方自治体、

都道府県はじめ、減収分は国のほうで手当てしてくださいみたいな意見が大半であ

ったので、今副町長が申された答弁というのは、あらかじめ把握しておりました。

ただ、これはやはり地方分権という立場で考えていかなければいけないかなと私は

思います。今、1,700余り地方自治体っていうのがあります。だから、恐らくも

う、自分たちには引っかからないだろう。自分たちだけじゃないよねっていう護送

船団方式というか、そういうところがありますので、恐らく、全く危機感というの

はないんじゃないかなというふうに、私は考えています。 

ただ、これを一つの組織として見ていた場合、例えば一つの企業ですね。営利を

目的とした企業として見てきた場合には、やはりこういう変革があった場合には、

やっぱり何らかのそれに対応していかないといけないというふうに、私は思うんで

す。その中でこれだけこの施策をすることによって、一方では、これだけ負が生じ

ますよという場合に、負に対してやっぱり自分たちで考えていくべきじゃないかな

というふうに思います。だから、二方向で考えていくべき。先ほど副町長言われま
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した、国にお願いしていきます。これは一つの方法ですね。 

もう一つは、何かあった場合には、やっぱり自分たちでも何らかの対応をしてい

くという方向でも、考えていくっていう考えをしていかないといけない。そのため

には、今既存の予算付けしてるやつを、もう一度精査していく。これ本当に行政が

やるべきことなのかとか、これはもう行政として支援していくのは、これはもう終

わってるよねとか、そういうとこはやっぱり見直していくっていう考えを持っとか

ないといけないんじゃないかなと。そういう考えを持たないと、やはり既存の予算

というのは、もう延々と続いていくというふうに、もう予算が膨れ上がっていくと

いうふうに、私は考えてるんですよ。 

これは一つの例なんですけど、今、アメリカのほうでトランプ政権が来年の１月

発足しますよね。その中で政府の無駄を省く省みたいなやつを作りますよっていう

ふうな流れになってると思うんですよ。だから、これすごいな、これ日本にもやっ

ぱりこういうところをやっぱりやっていかないといけないなっていうふうに、私は

個人的に思うんですよ。だから、一方でいい政策をするのに、他方でそういう負が

生じた場合に、ただ単に今までどおりに国にお願いしますということだけの政策で

あれば、もう地方分権とか地方自治とか、えっていうふうに私的にはなるんですよ

ね。だから、答弁的には、これはもう今の制度の中では致し方ないかなというふう

に思いますが、これをきっかけに、これ外圧と思ってもらったらいいと思うんです

よ。なかなか何もないときに、内部でいろいろな変革をしようというのはかなり難

しい。時間も労力も相当かかりますので、こういう変革があったときに、外圧とし

て、外圧だったから仕方ないねみたいな感じで見直していくという考えを持ってい

ただきたいなというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

池見副町長。 

◎副町長（池見雅彦君）   

粕屋町の毎年の予算編成につきましては、財政健全化に向けまして、見直しを含

め、毎年厳しい予算査定を行い、必要な予算を計上しているものと考えておりま

す。そういうふうな中で見直しを行ったもの、そしてさらには、見直しを行い削減

したものを原資といたしまして、新たな福祉、子ども関係の施策に、町民に振り向

けるように努力をしてるような状況でございます。そういう部分十分御理解いただ

いて、また、個々具体的に予算編成、予算について何か、決算でもどういうふうな

予算内容なのかを示していると思いますので、まだ個々具体的に御指摘いただけれ

ば、またその分検討もしてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 
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◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

これは既存の予算を切ること、切るとか見直し、上げることに対しては、もうこ

れは、恐らく誰でもできる。ただ、既存の予算を見直すとか切るっていうことに関

しては、かなり難しい。労力も要る。批判も受ける。嫌われる。こういうことが一

般的なんですよね。だから、私は結構発言してるつもりなんですけど、それがまだ

副町長の耳には届いてないっていうことですかね。予算の中で、例えば決算の中で

も、「いやこれ行政がやるべきこと？」とか、結構発言はしてるはずなんですけ

ど、だから、そういうところやっぱり、「こういう福永が発言してるのか、ちょっ

とそれ精査してみよう。」「いやいやこれは、福永のが間違ってる。」とか、そう

いうところでやっぱり見ていただきたいなというふうに思います。 

では、続きまして３問目ですね。これは、SNS、その中でもLINE。LINEを活用し

た行政サービスについてということです。これもうネット検索すれば、もうバラバ

ラバラというふうに、ほとんどの自治体がLINE、公式LINEを活用してるみたいで

す。約６割ぐらい活用してるんですかね。かなりの情報はもうあふれてますね。 

その中で、各年代に浸透しているLINEを活用し、行政サービスを提供する自治体

が増えています。来庁せずに、24時間365日、スマートフォンさえあれば、どこか

らでも証明書等の請求手続ができるようになったようです。ある自治体では、住民

が庁舎に来なくても、住民サービスを受けられる役所を目標にしているようです。

町がLINEを町民への情報発信ツールとして運用を開始したのは、令和３年の５月。

３年経過しましたが、LINEを導入したことによる自己評価はということで質問いた

します。 

◎議長（小池弘基君）   

髙榎協働のまちづくり課長。 

◎協働のまちづくり課長（髙榎 元君）   

粕屋町LINE公式アカウントの令和５年度末時点の友達登録数は、8,343人です。

同時点の町の人口４万8,828人と単純比較しますと、町民の２割弱の方が友達登録

をされていることになります。この友達登録数については、まだまだ増加の余地が

あると思いますので、やや不満の残る結果というふうに認識をしております。その

一方で、気象情報の提供や避難所開設時の情報発信など、災害時に必要な情報の即

時提供が可能となっているため、ある程度評価できるものと認識をしています。ま

た、町内の危険箇所の早期発見を目的に、道路の舗装や公園の遊具などの損傷や不

具合を発見した際、町に通報できる損傷報告の機能も、令和３年７月から追加をし
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ており、令和５年度は、34件を受け付け、町の対応が必要なものについては、速や

かに対応していることから、こちらについても、一定程度評価ができるものではな

いかと認識をしております。今年の７月に実施をしております利用者アンケートで

は、ごみの分別案内機能や防災機能について満足度が高かった一方で、子育てや手

続き、問合せ機能について、満足度が低い結果となっておりますので、今後の改善

項目としたいとしております。この自己評価のいかんにかかわらず、町の公式LINE

は、情報が必要な方に必要な情報を瞬時に提供することができるため、有用性のあ

るツールという形で認識をしております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

所管のほうでも恐らくネットで、他自治体のいろいろなLINEを活用したサービス

っていうのは、もう恐らくいろいろ見てられると思いますが、私が個人的に粕屋町

の公式LINEを見ました。それから、ネットで検索した公式LINE、自治体のを見まし

た。やっぱり比較すると、今、粕屋町がやってるのは、情報発信ですよと、が主で

すね。中でも、道路の損傷とかそういうところは、住民とのキャッチボールができ

るようなシステムなってますが、これはもうほぼほとんどの自治体が取り入れてる

やつです。ただ、粕屋町に関しては、もう情報発信が主ですよっていう感じです

ね。 

例えば、今私が検索した中でパッ出てきたのが、神奈川県の座間市。今現在、

80ぐらいの窓口機能の手続をLINE下でしています。例えば、証明書とか、全てLINE

でとかですね。先ほど言われました、子育て支援に関する手続、これもLINEでって

いうふうにやっぱりされてるみたいです。だから、今やってる粕屋町はただ情報の

発信が主ですよ。ただ、住民の立場からすれば、例えば労働者として役場にわざわ

ざ休んでまで行きたくないとか、そういう時間がもったいないとか、これは投票も

一緒なんですけど、投票所まで足を運ぶのはもったいないとかですね。だから、そ

ういうところは、やっぱり自分が労働者の立場になった場合に、どう思うかってい

うところをやっぱり見ていくべきじゃないかなと。既存にもう他の自治体がやって

ますので、だからそういうところを取り入れていくべきではないかなというふうに

私は思いますが、いかがでしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

吉田経営政策課長。 

◎経営政策課長（吉田 勉君）   
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今、議員がおっしゃられましたように、来庁しなくてもできる手続につきまして

は、オンラインでできるように、住民の方が行かない窓口っていうのは当然進めて

いく必要があるかというふうには考えております。今言ったほかの自治体のLINEの

活用ということなんですけれども、粕屋町におきましては、今現在、個人情報など

の機密性を伴う手続につきましては、情報セキュリティーを重視する必要があると

考えておりまして、現状では、粕屋町のセキュリティーポリシーの規定によりまし

て、LINE上で個人情報を取り扱った手続をすることは難しいというふうに判断をし

ております。その代わりと言ってはなんですが、現在粕屋町では、住民の皆さまが

来庁せずに様々な手続が可能となるようデジタル化の取組を進めておりまして、御

承知のとおり、証明書の発行につきましては、コンビニ交付がございますし、転入

転出等の手続につきましては、マイナポータルを用いたオンライン申請ができる安

全性の高い国の仕組みを導入しておりまして、住民の皆さまの利便性の向上に努め

ているところでございます。今後もそういった辺りの利用拡大に向けて取組を進め

てまいりたいと思っております。一方で、今言われたLINE上の手続がしたいという

住民の皆さまのニーズが高いというのは分かりますので、機密性が伴わない手続に

つきましては、今後、LINEに限らず、様々なツールの活用を検討していきたいとい

うふうに考えております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

私がLINEって言うのは、これいろいろな、例えば会合とか行きますよね。例え

ば、何とか会とか、そしたら、必ずまずLINEっていうのが出てくるんですよ。LINE

でグループしましょうっていうのがですね。だから、私が日常的に、今SNSの中で

このLINEほど、特に高齢の方。高齢の方にも対応できてるSNSってのは、もうこれL

INEだなと思うんですよね。もうLINEというのは、スマートフォンをお持ちであれ

ば、アプリっていうのは、恐らくもうダウンロードされているんですよ、ほとんど

の方が。だから、知らない方でも恐らく１回何とかグループ化したら、こういう使

い勝手がいいのかと、そういうのが恐らく肌感覚で分かってくると思うんですよ。

だから、LINEを活用というのは、この行政サービスにとってはものすごくいいなと

いうふうに、私は考えてるんですよね。 

先ほど、住民の転出入、これに関して、国がやってるマイナポータルからできま

すよと言っても、情報発信が弱い。ほとんどの住民知ってますか、そのマイナポー

タルからできるっていうのは。分かります？これが肌感覚と思うんですよね。これ
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を例えば子育て関係の申請とか、今言われた、住民の転出入の手続とか。知って

る、そこだけ広まってるなら恐らく大丈夫ですけど、マイナポータルからできます

って言っても、マイナポータルの、まずアプリをダウンロードしてるのがどれぐら

いいるのかとか、やっぱりそういうとこ把握ができてないと思うんですよ。サービ

スは知ってますよ。ただ、そのサービスが使用者のほうに行き届いているかって言

ったら、分かります？どのぐらい行き届いているかっていうのは。ただLINEに関し

ては、かなりの、今、協まち課の課長が答弁されましたね。住民の約２割ですね。

だから、それに比べてかなり弱いと思うんですよ。私が今、一例を挙げた神奈川県

の座間市なんていうのは、かなりの数が登録してるみたいなので、やっぱりLINEで

の行政サービスっていうのは、定着してるっていう感じなんですよね。だから、ま

ず、何て言うか、サービスをしてますよ。ただそのサービスがそのサービスを受け

る側にそこまで行き届いてるかっていうのは、やっぱりそういうところを考えない

といけないんじゃないかなっていうふうに私は思いますが、いかがですか。 

◎議長（小池弘基君）   

吉田経営政策課長。 

◎経営政策課長（吉田 勉君）   

議員がおっしゃるように、LINEがもう公共インフラ的な役割を担ってるかなって

いうのは、そういった面がかなり強くなってきてるんじゃないかなとは思っており

ます。しかしながら、一方でLINEに限定いたしますと、近年、いろいろと情報漏え

いの問題があったりとか、それこそ、この春ぐらいですか、行政指導を受けたりと

かということもありまして、ちょっとセキュリティーを管轄する部門といたしまし

ては、LINEでいろいろと手続をするっていうのは、今現時点では問題があるのかな

と。実際、先ほど申し上げましたように、セキュリティーポリシー上ちょっと難し

いということをお答えしましたけれども、そういったところから、現状ではまだち

ょっと早いかなというふうには考えております。 

しかしながら、先ほども言いましたように、LINEでいろいろな手続ができるとい

うニーズが高いということは分かっておりますので、そこは、検討はしていきたい

というふうに思っております。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

一度決めた規約ですか、規程ですか。それが例えば時代の変化とともに、それが

変えれないということであれば、かなり私は組織としてまずいと思うんです。だか

ら、ニーズがどこにあるのか、若しくは、もう他の自治体が普通にやってますよと
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いうか、例えばセキュリティーの問題言われました。セキュリティーの問題という

のは、これは冒頭に私申しましたけど、こういうサービスを提供すれば、必ずその

サービスに対してその裏をかくような、そういう人たちが出てくるっていうのは、

これはもう世の常です。だから、その都度、その裏をかくそういうことが出てきた

ら、その都度それを潰していくというそういう体制も必要じゃないかなと。ただ単

にセキュリティーばっかり言えば、これもうよその自治体に負けますよ。よその自

治体はここまで役場に、役所に来なくてもいろいろな手続ができるのに、何で粕屋

町はできないのとか、そういうことになってきますよ。だから、やはりそういうと

ころ、自分たちが初めにするサービスじゃないんだから、もう既存にもそういうサ

ービスを打って出てる地方自治体というのは、バラバラといますから。そういうと

こやっぱり見ていく。そういう、もう時代に余り合わない規約は、その都度見直し

ていくというそういう体制をしていかないといけないんじゃないかなというふうに

私は思いますが、いかがでしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

吉田経営政策課長。 

◎経営政策課長（吉田 勉君）   

セキュリティーポリシー、契約につきましては、都度見直しを行っております。

ただセキュリティー、各町自治体においては、膨大な個人情報を扱うということが

ありますので、やはりセキュリティーにかなり気を使うというのは当然のことかと

思います。サービスを上げれば、当然セキュリティーをちょっと弱める必要がござ

いますし、セキュリティーを高めれば、当然サービスのほうが低下するというの

は、そこは相反する問題となっておりますので、そこをどうバランスを整えていく

べきかというのは、いつも考えているところでございます。他の自治体がセキュリ

ティーを重視してないとは申し上げませんけれども、現状では、粕屋町のほうはち

ょっとセキュリティーのほうを重視してるっていうところがございますので、ま

た、もちろん経費をかなり掛ければ、そういった構築も可能かとは思いますので、

そこは常に検討はさせていただきたいと思っております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）   

経費と言われましたけど、これ経費というのは、正直もうLINEというプラットフ

ォームがあれば、経費はもう今ありますよね。毎月定額というそれなんですよね。

だから、経費というのは恐らく掛かっていかないですよ。今、例えば先ほど神奈川
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県座間市の例を例えましたね。その中で、今80近い窓口サービスをLINE化していき

ましょうって。これ幾らサービスを積み上げていっても、経費はもう掛からないん

ですよ、毎月定額なんで。だからそういうところをやっぱり経費云々の話じゃなく

て、やっぱり住民の利便性、それから役場に来なくていい。来ないといけない層の

方たちもいらっしゃいます。その方と来なくていいそういうオンラインで対応でき

る人たち、二面性を持って、やっぱりやっていく。だから、そういう体制。そうい

う体制をやっぱり構築していくと、この座間市が言ってるのが、職員のまず負担軽

減。役場での住民とのやりとりの時間を短縮できますよとか、これ住民の利便性の

向上につながるという、そういうメリットがありますので、やっぱりそういうとこ

ろを考えていただきたいなと。スマホ役所に関しては、どのように考えておられま

すか。 

◎議長（小池弘基君）   

吉田経営政策課長。 

◎経営政策課長（吉田 勉君）   

先ほどの回答と同じような形になるかと思いますけれども、現状では、セキュリ

ティーの関係上、個人情報を扱ったような手続は、まだ取り入れる予定はございま

せん。もちろん検討はさせていただきます。なので、機密性が伴わない手続につき

ましては、積極的な活用を考えていきたいと思っておりますので、そういった形で

のスマホ役所という形ではできるかなというふうに思っております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

福永議員、予定を10分オーバーしておりますので、まとめてください。 

◎１１番（福永善之君）   

あっ、オーバーしてます？分かりました。よそを見習ってやってください。 

以上です。 

（11番 福永善之君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

暫時休憩といたします。 

再開を11時20分といたします。 

（休憩 午前11時11分） 

（再開 午前11時20分） 

◎議長（小池弘基君）    

再開いたします。 

議席番号２番、田代勘議員。 
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（２番 田代 勘君 登壇） 

◎２番（田代 勘君）   

議席番号２番、田代勘です。通告書に従い、一般質問をいたします。 

町長、副町長、教育長は、農家の出身ということで、粕屋町の現状はよく把握さ

れてると思います。質問への前向きの回答を期待しております。 

今年は、令和の米騒動と言われ、店舗の陳列棚から米が無くなったと騒がれまし

たが、10月には不足感も解消され、消費者からは高いと言われますが、スーパーに

並ぶ５㎏3,000円の米から、茶碗１杯分、精米約65ｇ当たりの値段を換算すると、

約40円。カップ麺が、200円。菓子パン、140円。ペットボトル飲料、150円など、

米は本当に高いと言えるのでしょうか。９月の消費者物価指数で、米類の価格は前

年同月と比べて４割上昇、49年ぶりの上昇を記録いたしました。毎年このような状

況であれば、農家の意欲も湧き、作付も増えると思いますが、需給バランスが崩れ

れば、価格はすぐに暴落します。作付を増やしたくても年齢的に難しく、労力に見

合う収益が出るのか心配します。農家は、農地を荒らすわけにはいかない思いと、

食を守る使命感で続けている農家も多くいると思います。量販店で、格安で米や野

菜が販売されているのを見ると、また、自然や緑、田園風景を残してほしいと簡単

に世間で言ってるのを聞きますと、農家を軽視しているようにしか思えません。農

家の間では、割に合わない仕事を子どもに継がせられないという声や、後継者がい

ない農家が増えていると思い、今回質問に至った次第でございます。 

それでは、最初の質問に移ります。本年６月に「食料・農業・農村基本法」が改

正され、同じくして農地関連法も改正されました。国は、令和７年中に、食料安全

保障の強化に必要な農地面積を明確化など、令和７年３月末までに市町村が地域計

画を策定することが義務化されており、県は農振農用地での地域計画を目指すとし

ていますが、一方で、開発等の計画がある区域では、地域化計画の策定を見送るよ

うに指導があっているようです。「農業振興地域の整備に関する法律」いわゆる農

振法の改正案では、国は都道府県への関与を強化、農地の転用を禁ずる農用地区域

からまとまった農地の除外に際し、要件を厳格化するとしています。一方で、農地

の確保に逆行する動きもあり、国は2024年問題の対応の一環として、高速道路のイ

ンターチェンジや幹線道路周辺での物流施設を建設する際に、市街化調整区域内の

土地開発許可に関する配慮を示しています。将来性の高い町として、選択次第では

今後の町の発展にも影響を及ぼす可能性もあり、農家にも影響があると思われま

す。これからの町の農業施策についてどう考えておられますか。町長の見解をお願

いします。 

◎議長（小池弘基君）     
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箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

私も御指摘のとおり、農家出身でありますし、現状も今農業をしております。昨

今、正に食料、米を代表とする食料の安全保障、これが非常に脚光を浴びてます。

現に、金額が上がっただけではなくて、不作のときには、米の場合でいうと、次の

年に必ず大きな影響がある。そういったことを踏まえ、これからの食の安全保障に

ついて、国は真剣に考えるべきだと私も思いますし、地方自治体からもそういった

声を上げてまいりたいと思います。 

しかしながら、この粕屋町が置かれた環境、交通環境あるいはその地域的な条件

には、やはり都市政策がどうしても関わってくるということで、非常に悩ましい問

題でありますが、しかし、食・農を考えなくちゃいけないという観点は不動でござ

います。そういった意味から、それぞれの施策について、御質問のことについて詳

細を担当のほうから、以後、説明をしていきたいと思います。説明してよろしいで

すか。 

◎議長（小池弘基君）    

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）   

「農業振興地域の整備に関する法律」の改正につきましては、国と地方公共団体

の責務及び国の基本方針、都道府県の面積目標に係る記載事項を明確化することが

目的の一つになっておりますので、その基準にのっとって事務手続を進めるものと

考えております。なお、この改正が影響すると思われるのは、地域計画を策定した

農用地区域（農振農用地）であると考えておりますが、農家の皆さまの意識も変化

してきておりますので、地域計画の策定につきましては、慎重に協議を行っており

ます。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

今、地域計画の協議を行っているということで、一応今年、来年の３月までに提

出をせないかんということで、話合いはされてるんですか、きちんと各農区で。お

願いします。 

◎議長（小池弘基君）    

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）   
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実際、今協議を行っているのは、農区長さんとさせていただいております。地域

計画作成に当たりましては、本年の８月頃、９月の上旬を締切りとしまして、今予

定しております地域計画は、基本的には農振農用地区域で設定することになってお

りますが、その中でも、開発の予定があるところを除いてアンケートを実施してお

ります。その結果、半数程度が返ってきておりまして、そのほとんどはやはり、開

発をちょっと検討したいという回答でございました。ただ、半数程度の結果になっ

ておりますので、残りの半数の意向を反映させるために農区長さんと協議を行って

おりまして、残りの方がどういう意思を持っていらっしゃるのかを、農区長さんと

確認しながらしているところでございます。 

ただ、地域計画を策定しますと、やっぱりメリット・デメリットがございまし

て、メリットといたしましては、国・県の施策に地域計画が策定されていることと

いう要件が入ってきますので、そういったメリットの部分がございます。デメリッ

トといたしましては、先ほどちょっと話に出ましたが、都市政策を進めるに当たり

まして、農振除外だ、農転だとなったときには、今までよりもしづらくなるという

ことも指摘されておりますので、そういったことも含めて、地域計画を慎重に協議

しているところでございます。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

今、先ほど新聞とかの報道にも、地域計画を策定しなくてもやはり厳格化してい

く、農地を国は確保したいということ、食料安全保障の観点から。やはり、農家の

皆さん、この先どうなるのかなと、やっぱ心配されてるんですよね。町のほうで、

今後私の質問状に、政策、どんなふうにしていくか。ちょっと町長そこのところ、

再度お願いしたいと思います。今後その農業していくのか、町のきちんと基盤整備

していくのか。また、何て言いますか、今後の町の方向性です、農業に対して。農

業を進めていくのか、そのまましていくのか、もう農業を縮小して開発とか進めて

いくのか。そこのとこちょっと、町長の考え方、もう一度お願いしたいと思います

けど。 

◎議長（小池弘基君）    

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

非常に複雑な問題です。これは農地政策、これそうですね。4、50年前のこの当

町だったら、確かに農業立県の国でございました。しかしながら、先ほど言います
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ように、立地条件あるいはその都市圏にある粕屋町の位置からいって、非常に企業

関係の進出が多い。また、高速道路あるいは都市高速道路が完成したことによりま

して、物流関係の発展が多い。これは紛れもない事実だと思います。確かに農業は

大事ですが、農家のそれぞれのお気持ち、御意見は様々だと思うんですよ。その辺

は先ほど課長が言いますように、農区長さんを中心として、それぞれの細かい協議

を行って、これからの粕屋町を、農地をどう考えているのかというのは、私はやっ

ぱり重要視したいと思います。私自身が、いやこれでいくんだというような独善的

な判断は差し控えたいとは思います。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

分かりました。ちょっとあんまり突きよったら個人的なこともありますから、あ

んまり言わんとこうと思います。 

次の質問に参ります。続きまして、「農業経営基盤強化促進法」に基づく利用権

の設定についての質問ですが、これまでは農業委員会を経て、町が公告を行ってい

ました。令和７年４月から農地中間管理機構、いわゆる農地バンクを通して手続を

行うことになります。地域計画を策定しないと利用権の設定ができないため、今後

は、「農地法」第３条に基づく設定を考えると聞いています。また、手続が煩雑と

なるということで、令和７年２月までに利用権の再設定を行うよう通知をしており

ますが、農家は周知しているのでしょうか。また、関連の質問になりますが、町の

現状を鑑みると、将来的に担い手不足、高齢化に伴い、利用権設定の更新や新規設

定の問題が発生し、農業委員、農区の負担が増すのではないかと考えられます。ま

た、粕屋町にも畑がございます。水田よりも畑のほうが深刻で、ほかの市町村でも

大きな問題となっております。今後どのような対策を考えておられますか。答弁を

お願いします。 

◎議長（小池弘基君）    

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）   

お答えいたします。農地の利用権を新たに設定する期限は、令和７年３月31日ま

でとなっておりますので、年１回実施しております8.1調査時に、利用権の再設定

に関するお知らせを文書で通知しております。また、利用権を設定している方又は

設定していた農家の皆さまのうち、今回のお知らせで利用権の再設定をしていない

方を対象に、11月に文書を送付しております。町といたしましては、担い手不足解

消につきましては、農業振興特別対策事業におきまして、機械利用組合等に対し補
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助を行っております。耕作放棄地等につきましては、今までどおり農業委員におか

れましては、農地パトロールを実施していただきたいと考えております。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

私の質問では、これから先、やはり農業委員さんとか、あと農区長さんとか、負

担が増すのではないかという質問でございます。その対策を、ちょっともう一度、

町のほうはどんなふうに考えているか。パトロールとか分かりますけど、パトロー

ルとかは、今までの既存でやっておられると思いますけど、今後担い手育成、どの

ような担い手育成とかを考えているのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）    

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）   

担い手対策、幾つかございますが、後継者を育成するとか、新規就農者をという

ことはありますが、粕屋町におきましては、後継者っていうことでいきますと、な

かなか育っていない状況でございます。新規就農者につきましても、問合せも年１

件あるかないかぐらいになっておりますので、なかなか新規就農、それにつきまし

ては、粕屋町の置かれた立地条件というのもございまして、なかなか植えれなくな

った、作付できなくなった方でも新たに貸し出すことを嫌がられる、そういった方

が多い傾向にございますので、新規就農するときの補助を、作付をする補助を確保

できてないという状況が出てきております。新たに何をというのは、ちょっと今検

討はしてるところですが、なかなかこれをしますっていうのは言えない状況でござ

いますので、先ほども申しました機械利用組合等の補助を行うことによって、何と

かオペレーターの確保とか、そういったことで、担い手不足解消につなげていって

いるところと考えております。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

また、いろいろ今から質問がありますので、またそのときに随時答えていただき

たいと思います。 

続きまして、第５次総合計画後期基本計画の基本施策では、「持続可能な農業を

めざし、農業基盤の整備や担い手の確保に取り組むとともに、地域の農業や食材の
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関心や理解を深め、地産地消を推進します。」となっていましたが、この５年間、

米の需給調整が目標に立っていないこと。ブロッコリーをはじめ、転作作物が増え

ていないこと。なのみの里の閉店。開発に伴うふれあい農園の閉園。認定農業者の

育成と推進に至ってないなど、いろいろな要因があり、農業者の向いている方向と

町の計画と相反する部分が見受けられます。社会情勢も大きく変わる中、町の農業

に置かれる状況も変わってきています。町の実態にかなった施策が必要でないかと

思います。第６次総合計画策定に当たり、農業センサスや農家アンケートを鑑み

て、農家の意見をどう反映していくのか、町長の見解を伺います。 

◎議長（小池弘基君）    

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）   

お答えいたします。農林業センサスにつきましては、５年に一度行われておりま

すが、前回が令和２年の２月に行われておりまして、次回がちょうど来年の２月１

日を基準に実施される予定ですので、その分を反映することはちょっと難しいと考

えております。参考までに、令和２年の農林業センサスの結果、10年前と比べると

およそ農家人口で半減してる状態、1,244から640に半減してるような状態です。

20年前からすると、逆に３分の１になってるような状態です。人口でいくとそうで

すけど、戸数でいくと10年前が、388。令和２年が、321という形で、10年間で60戸

ぐらい減ってるような状態ですね。面積につきましても、10年前でいくと250haが

189haという形で減っている状況です。農地の特性に鑑みまして、農地は基本的に

増えることがありませんので、減少するのは減少するとして、減少幅をちょっと考

慮することにはなると考えております。 

農家アンケートにつきましては、平成30年度に農家全体に実施しております。ま

た、本年８月に農家全体ではなく、地域計画策定の対象となる農振農用地の農家の

皆さまにアンケートを実施しております。両方のアンケートに共通しますのが、

「農振農用地の見直しをしてほしい。」「農振農用地を解除してほしい。」という

意見が多くございました。しかしながら、農業を持続させたいという農家の方もい

らっしゃいますので、アンケートの意見を参考に進めてまいりたいと考えておりま

す。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

この策定、10年５年でずっと農家の現状を見てますと、やはり町の総合計画と相
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反する部分が多く見られてますもんね。ブロッコリー転作が増えてないとか、なの

みの里が。もうちょっと、やはり農家の意見が総合計画に対して反映されてないよ

うな感じが見受けられるんですよね。そこのとこちょっと、今度策定に当たり、方

向性をどんなふうに持っていくか、ちょっとお聞きしたいかなと思ってるんですけ

ど、お答えお願いします。 

◎議長（小池弘基君）    

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

第６次の総合計画、これは農業委員会から選出していただいております農家の代

表ということで、農業に対する意見、これはもう活発に積極的に御発言いただい

て、その審議会の協議の中で考えてまいりたい、反映してまいりたいと思っており

ます。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

次の質問に移ります。粕屋町農業振興計画が、平成22年に見直されて14年が経過

します。基盤整備については図られているものの、米の需給調整は、毎年農地が減

少しているにもかかわらず、毎年目標を下回っています。かといって、水稲作から

転作としてのブロッコリーや花き栽培といった高収益型栽培の作物も増えていませ

ん。農業の担い手である認定農業者の育成、新規就農者、農業後継者の育成、女性

農業者への支援も図られているのでしょうか。また、「食料・農業・農村基本法」

が改正されたことで、町の農業振興計画も転換期に来ていると思います。計画の見

直しと同時に、総合計画と連動して計画を策定すべきと思いますが、町の考えはい

かがですか。 

◎議長（小池弘基君）    

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）   

米の需給調整につきましては、国が実施しておりました生産調整制度が平成29年

産をもって廃止されたことに伴いまして、平成30年度以降は任意作付となることが

危惧されたため、県が取りまとめる形の需給調整を行っているところでございま

す。この需給調整は、過剰作付による米価下落を防ぐことが目的とされております

ので、目標面積を下回ること自体が目的となっております。農業振興地域整備計画

につきましては、平成22年９月に見直しを行っておりますが、令和８年度を目安に

農用地区域計画が進んでいる状況でございます。町内の別の地域でも計画があるよ
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うでございますので、これらの大型案件が完了した後に、農業振興地域整備計画の

見直しを考えているところでございます。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

今度されるということで、令和８年に見直すということですね、計画を。ものす

ごく、今の振興計画書を見てたら、全然その計画と町の状況が相反する部分が多い

んですよね。抜本的なやっぱ見直しをする必要があると思いますので、是非、特に

町の現状、農家の意見を聞きながら進めていていただきたいと思っております。そ

このとこちょっとお願いします。 

◎議長（小池弘基君）    

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）   

ちょっと行き違いがあるようでございますので、ちょっと説明させていただきま

すと、令和８年頃に、案件が予定されておりまして、それで終われば、その次ぐら

いでと考えてたんですが、もう一つちょっと別の計画も進んでいるようでございま

すので、その後に計画しているところでございます。それと、農業振興地域整備計

画というのは、基本的に農振除外、一般的に地権者の方からの要望があっての農振

除外をするタイミングで作成したりするものなんですけれども、今回進んでる案件

というのは、地権者からの申し出はあるものの、ちょっと市街化区域編入とか、ち

ょっと違う形で進んでる部分がございますので、そういった部分のときには、通常

整備計画の見直しという形ではないので、ちょっとその辺があって、そういう進ん

でるのが一旦終わった後に、整備計画の見直しを検討しているところでございま

す。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

次の質問に参ります。続きまして、粕屋町の独自の農業支援についての質問で

す。本年４月９日付けの日本農業新聞に、2022年の農業所得において、労働時間１

時間当たりの農業所得の算出について、農業全体の平均は、１時間当たり379円と

なっています。ちなみに、所得には補助金、収入保険、農業共済の支払い金も含め

てです。主なものでは、露地野菜、554円。施設野菜、528円。施設花卉、608円。
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水田作に至っては、個人経営マイナス34円。法人経営296円で、水稲平均で１時間

当たりの所得は10円と換算されました。世の中、最低賃金を1,000円とか1,500円ま

で引き上げるとか言ってますが、このような状況で、将来、粕屋町の農業、農地を

守っていくのが心配されます。将来性が高い粕屋町として発展を伴い、農地は減少

をしていますが、全て農地が無くなることはないと思います。 

国は、「食料・農業・農村基本法」の改正の基本理念には、「食料安全保障の確

保」「環境と調和のとれた食料システムの確立」「農業の持続的な発展」「農村の

振興」の四つを基本施策として進めていくと思いますが、粕屋町の現状では、国・

県の支援や補助事業は、画一的で対象とならないことが多く、営農を断念せざるを

得ません。また、白地区域はなおさらです。用途は違うにしても、農地としての役

割を果たしてるのは同じです。地域の農業が、持続可能な産業として成立する取組

が必要だと考えております。町の独自の支援制度は、主なものは農業機械導入事

業、生産管理施設新設事業ぐらいです。独自の支援をすることで、国が目指す施策

に、少しは近づくのではないかと思います。近隣の自治体を調べてみました。久山

町では、新生産調整活性化対策助成金として、米の自給調整達成並びに水田利活用

作物を栽培した水田の面積に応じて、１反当たり5,400円助成しています。ほかの

自治体でも、状況に応じて独自の支援をしております。 

それでは、最初の質問に移ります。国は、「環境と調和のとれた食料システムの

確立」について、基本的施策として、農業生産活動、食品産業の事業活動における

環境への負荷の低減の促進を規定しています。町長は、令和４年第１回定例会に

て、「脱炭素社会の実現に向け、地球温暖化という課題に向き合い、町民や事業者

の皆さまとともに、2025年までにCO2排出量ゼロを目指す「ゼロカーボンシティか

すや」に向けて取り組む。」と宣言されました。実行計画区域施策編では、これか

ら町民や事業者に向けて取り組まれると思います。農業は農産部の生産ではなく、

国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全といった多面的な機能を果たしていま

す。しかしながら、農地を維持管理していくだけでもコストが掛かり、生産効率を

上げるためには、多量の生産資材を使用します。また、物価高騰による資材高騰な

ど、労力に見合う利益が出ていません。久山町では、単独予算助成事業の一つとし

て、高収益作物の生産向上と、通常マルチの利用により発生するプラスチックごみ

の歳出削減を進めるため、生分解性マルチの購入代金の一部を補助しています。生

産意欲にもつながり、収益向上に向けた取組でもあり、労力の削減、除草剤削減に

よる環境への配慮も考えられます。環境に配慮した農業生産の取組と支援の考えに

ついて、町長の見解を伺います。 

◎議長（小池弘基君）    
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箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

正にGX、これは農業も含めたところの全国的、全方位的な取組の一環として、農

業政策にも真剣に、積極的に取り組む必要がございます。そういった取組の中で、

支援策ということでございますが、これはまだ今様々なGXの考え方がございまし

て、それを協議と言いましょうか、取りまとめをしている段階でございます。国の

補助メニューは、GXの推進にもつながるためにクロスコンプライアンス、こういっ

た要件を考えながら、農家の皆さまに周知していくと同時に、今御紹介の他の町で

は、そういった取組に対する支援をしているということがございますので、参考に

しながら、今後の情報収集をしながら、この支援について協議・検討してまいりた

いと思います。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

次の質問に参ります。国は、農業の持続的な発展についての基本施策として、最

先端な技術、スマート技術等を活用した生産性の向上を規定しています。現在農業

は、担い手不足、高齢化といった課題に直面していますが、そんな中、農業の未来

を大きく変える技術として注目されているのが、DXスマート農業で、農作業の省力

化、効率化、収穫量や品質の向上、次世代への技術継承に効果があると期待されて

います。例えば、農家は農地の管理だけではなく、管理作業は多岐にわたります。

草刈り作業の一つにしても、ため池の堤防や河川敷、道路敷や水路敷といった境界

を越えて、年に何回も草刈りをしています。管理をされているからこそ、農地とと

もに自然や環境が保たれています。 

しかしながら、夏場の公園の中の作業や傾斜地の作業は危険を伴います。古賀市

では、小野地区で活動する「スマートアグリビレッジおの推進協議会」を中心に、

スマート農業技術やデジタル技術を活用した実証を行っています。過酷な作業を省

力化、効率化して、農業者を守りながら、高齢になっても農業を続けられる環境づ

くりとして、リモコン草刈り機を導入しています。離れた場所から遠隔操作で人が

入りにくい場所や傾斜地など、草刈り作業を行っています。DXスマート農業は、農

業の課題解決だけでなく、森林整備や区の共有財産の管理作業、シルバー人材の負

担軽減など汎用的に使用でき、町や地域全体の活性化にも貢献できる可能性もある

のではないかと思っております。DXスマート農業を活用した支援の考えについて、

町長の見解を伺います。 

◎議長（小池弘基君）    
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箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

具体的には担当のほうからお答えします。 

◎議長（小池弘基君）    

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）   

スマート農業につきましては、町に問合せはあっておりませんが、機械利用組合

などで農業機械のメーカーに視察体験しに行ったりしているということをお聞きし

ております。一言でスマート農業と言いますが、様々な内容がございます。町とい

たしましては、現段階では農家の皆さまの需要や要望が上がっておりませんので、

今後調査研究を図っていきたいと考えております。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

この件、これから先、高齢化で、私のところにも話がいろいろ入ってきてるんで

すよね。特に堤防とか町道との境、斜面ですよね。一応今までは、農家の方が境界

を越えてしておられました。町のほうも年１回されるかされないか。農家として

は、やはり常にきれいにしとかないかんという思いがあって、雑草だらけやった

ら、やはりそこにごみとか缶かんとか捨てられるもんやから、常に年に何回も刈っ

ております。これから先、特に傾斜地とか法面と、本当に大変なんですよね、農家

にとって。そこの部分、ちょっと考え方、今後、やっぱDXとか使った農業が必要じ

ゃないかと私は考えてるんですけど、最後、再度ちょっと課長のほうからお話お願

いします。 

◎議長（小池弘基君）    

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）   

お答えいたします。今ちょっと話に上がりました堤防敷とかいうことであります

と、基本的には敷地でいくと河川敷という形になりますので、本来県がするべき話

のところを、圃場の近くにあるという、田持ちの方が昔から管理をしていただいて

ることには、もう頭が下がる思いでございます。一応、河川敷に道路を設定して、

道路認定しておりますと、そこから道路から１メーター下ぐらいまでは町で使って

る、町で管理するというのもございますので、農家の皆さんに負担にならないよう

に、ちょうど町のほうも協力しながら、やっていきたいと思っております。機械の
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導入につきましては、ちょっと今の段階でこれが欲しいというのをちょっと今聞い

た状態でございますので、今後検討していきたいと考えております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

分かりました。次の質問に移ります。ふるさと納税は、寄附の使い道が分かりに

くいと批判があります。総務省は2017年、使途を示した上で寄附を募る、クラウド

ファンディング型などを推奨しています。クラウドファンディング型ふるさと納税

は、本来の目的であるふるさとづくりやまちづくりに共感や応援といった地域への

貢献への思いが反映されやすいとされています。2023年は、369自治体がクラウド

ファンディング型を活用し、そのうち農業関連支援は、３道県23自治体が活用して

います。古賀市では、ふるさと応援寄附金を財源にクラウドファンディング型チャ

レンジ支援事業として、農業後継者及び担い手の確保並びに育成、女性農業者が活

躍できる環境及び女性農業者の経営確立、観光農園整備をする農業者、事業者への

交付により独自の支援をされています。地域における交流人口の拡大による、にぎ

わいの創出といった目的で、それぞれ成果が出ています。例えば、観光農園整備に

ついては、古賀市周辺地域の観光需要を喚起し、交流人口や関係人口の拡大、地域

活性化を図ることができたことで、農業支援だけでなく、地域活性化など、相乗効

果も生まれています。町が後押しすることで、農業の６次化による所得向上、女性

農業者が活躍できる環境の整備など、新たな農業ビジネスが生まれるかもしれませ

ん。ふるさとづくり寄附金を活用した農業者への支援の考えについて、町の考えを

伺います。 

◎議長（小池弘基君）    

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）   

ふるさとづくり寄附金につきましては、農業支援としての使途の指定がございま

せんので、使途が指定されていない寄附の中から、一部農業関連で充てさせていた

だいております。今後、農業政策と同時に検討してまいりたいと考えております。

補足ですけれども、先ほど観光農園の話がありましたが、観光農園と一般のハウス

の農園というか、それとはちょっと違いまして、調整区域では、観光農園は基本的

に認められてないと考えておりますので、ちょっとその辺のすみ分け、市街化区域

であれば問題ないと思いますけれども、そういった部分がございますので、その辺

も慎重に考えていきたいと思います。 
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以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

この観光農園っていうのは、特にイチゴ狩りとかミカン狩りとかブドウ狩りのこ

とを言っておられますよね。今、観光農園っちゅうのも、いろいろ何て言います

か、コト消費っていうのがあるんですね、コト消費。そやけん体験事業、体験な

り。お金を取って販売する目的じゃなくても、ただその体験型の農園というのが、

今、世の中出てきてるんですけど。そんなふうなあれやったら、一応大丈夫みたい

な感じなんですけど。一応、市街化区域やったらいいですよ。その結局、販売のや

り方ですね。そこのとこちょっと……。 

（チャイムの音） 

◎議長（小池弘基君）    

はい、ちょっとしばらくお待ちください。 

◎議長（小池弘基君）    

続けてください。 

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

今、古賀のお話をされました。確かに古賀・新宮は、非常にイチゴの栽培が盛ん

で、正にこういったふるさと産品について、一番の売上げを誇っております。翻っ

て、粕屋町を考えてみますと、ブロッコリーが非常に昔からの特産品ということ

で、つい先日も、農協のほう、これタックはまだ組んでませんが、農協のほうでブ

ロッコリーの体験収穫みたいなこともしてありました。正に消費者と生産者をつな

ぐような事業ということもありますが、ブロッコリーが指定野菜になったという非

常に大きな節目で、これを全国的にPRするようなことも展開していく必要があるな

と。私はその場を見て思いました。今後、農協の生産部会辺りとも協議をしなが

ら、そういったことも考えてまいりたいと思っております。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

次のふるさと納税に関しての質問、町長よろしいですか。この件がちょっと私も

ずっとふるさと納税を調べよったら、ふるさと納税事業に関して、粕屋町が返礼品

の偏りが多くございます。町として、主要返礼品の地場産を増やさなければならな

いとなってますが、新たな地場産の発掘が必要と考えております。ふるさと納税
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は、自主財源であり、町独自に使える財源です。ほかの自治体のふるさと納税のウ

ェブサイトには、寄附金の使途や具体的な事業内容や充当額が掲載されておりま

す。ですから、寄附者も返礼品だけでなく、何の事業に使われるか、寄附の判断材

料の一つだと思いますが、粕屋町の場合、ウェブサイト見てますと、これに使って

ますあれに使ってますだけなんですけど、もっとウェブサイト、何に使ったかをも

っとアピールするべきじゃないかと考えておりますけど、町長お願いします。 

◎議長（小池弘基君）    

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

本当そうだと思いますね。正に情報発信だろうと思います。ただ、寄附をしてく

ださいだけじゃなくて、あなたの志がこのふるさとの粕屋町をこんなに活性化して

いくんだと。正にこれシティプロモーションの一環だと思います。今、粕屋町はシ

ティプロモーションを手掛けて、非常に反響を呼んでますので、こういったふるさ

と納税につきましても、そういったノウハウを入れていきたいと思ってます。専門

家の御意見も頂戴しながら、考えてまいりたいと思います。このふるさとの新たな

農村資源ということで、先ほど申し上げましたが、ブロッコリー。これが確かに、

正に売り物だと思うんです。これを、何とかふるさと納税の返礼品として考えてま

いっておりましたが、なかなか難しい問題もございます。それにつきまして、ちょ

っと詳細を担当のほうから御説明申し上げます。 

◎議長（小池弘基君）    

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）   

ふるさと納税につきましては、地元農産物を対象に入れるためには、ある程度の

生産量と品質が必要でございますので、例えば認定農業者でありますとか、粕屋農

協の生産部会であるなどの条件がございます。以前、ふるさとの納税の担当者が、

粕屋農協のブロッコリー部会と協議しておりますが、結論までには至っておりませ

んので、今一度協議を進めてまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

もう最後の質問になります。今のふるさと納税と関連します。またこれ古賀の話

になりますけど、よろしいですか。国は、農村の振興について、基本的施策とし

て、地域資源を活用した事業活動の促進を規定しますとなっております。古賀市で
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は、古賀の一品グランプリ事業として、古賀産の農産物を活用した特産づくりを行

う、市内の農業者や事業者の支援を行う事業で、事業内容としてグランプリ事業、

商品開発支援、販売促進支援があり、平成24年度の話となりますが、15商品が開発

され、市内の店舗で販売や相談会に出展し、バイヤーと整理した商品もあるとのこ

とです。ちなみに、グランプリ上位入賞者には、商品化に係る経費に20万円を上限

に助成しています。地域の資源の発掘、発信により、農商工連携、農業の６次化で

ふるさと納税の推進、都市と農村をつなぐ新たなビジネスモデルを創出できれば、

農業、ましてや粕屋町の魅力、関心は高まり、地域の活性化、また原点である農産

物の評価にも反映され、相乗効果が発揮するのではないかと思いますが、町長の考

えをお願いします。 

◎議長（小池弘基君）    

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

今、農家の方は、大隈にあります「なのみの里」、これ以前、そういった生産物

を販売していただいておりました。御承知のように「なのみの里」がああいう状態

になってしまいました。しかしながら、一方では、須恵のほうになりますが、Ａコ

ープ辺りの出荷あるいはイオンモール福岡への出荷によって、そういった売上げを

伸ばすようなことも、本当に積極的にしていただいております。今、田代議員がお

っしゃった、自治体がそういった応援をしていくということは非常に大事なことだ

ろうと思います。私も研究させていただきたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）    

田代議員。 

◎２番（田代 勘君）   

是非、ふるさと納税がアップするように、やはり町と地域の住民と事業者と一緒

に取り組んでいくべきじゃないかと思っております。よろしくお願いします。 

農業、農村の取り巻く環境は、地域や町ごとに異なる自然、歴史、文化、社会情

勢といった地域の実態を考慮しない。画一的な施策ではなく、適地適作と言われる

ような地域の実態にかなった施策が必要でないかと私は思います。農家の皆さん

は、地域に根差し、地域の実態にかなった経営をなされてこられたこと。多面的な

役割を果たされてきたこと。ましてや、粕屋町の発展にも大きく寄与されてきたこ

とは確かでございます。将来にわたり安定的な農家の生活、農村のコミュニティー

を次の世代に継承していくことが重要であると私は考えております。これからも、

農家の果たしている役割を、農家の皆さんの思いを、しっかりと私発言していきた

いと思っております。これで質問は終わります。 
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以上です。 

（２番 田代 勘君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）    

これにて、午前中の一般質問３名の方を終わります。ただ今から休憩といたしま

す。 

再開を13時といたします。 

（休憩 午後０時09分） 

（再開 午後１時00分） 

◎議長（小池弘基君）   

再開いたします。 

議席番号９番、川口晃議員。 

（９番 川口 晃君 登壇） 

◎９番（川口 晃君）    

皆さん、こんにちは。 

議席番号９番、日本共産党の川口晃です。ただ今から、一般質問を始めます。 

さて、うれしい話がありますので、それから始めたいと思います。10月11日のノ

ーベル委員会が、2024年のノーベル平和賞を日本原水爆被害者団体協議会に授与す

ると発表しました。長年の核兵器廃絶の運動と被爆者としての核兵器の絶対悪を、

身を呈して社会に訴えた功績をたたえての評価です。私もニューヨークで彼らの話

をいろいろ聞きました。粕屋町にも被爆者団体がありました。数年前まで活動して

あったんですが、高齢で活動できないと、団体を閉じられました。今、大きな喜び

を持ってこの知らせを迎えられたんじゃないかと思います。ロシアによる核の脅迫

がまだ続いていますが、核使用の歯止めの大きな盾になればと、私は思っていま

す。 

それでは、質問に移ります。まず最初、豊かな農業を再生するための施策につい

てです。前の質問者でありました田代議員には及ばないと思いますけども、よろし

くお願いします。農業を始めるに当たっての土地の取得問題です。９月議会の際

に、土地の取得条件の中で、稲永地域振興課長は、「下限面積は廃止された。」と

言われました。また、「様々な条件が加わったので、農業者になる条件は、以前よ

り厳しくなったのではないかと思う。」とも述べられました。自作の農地を必要と

しない、それでも農業者になることができるとすれば、その方法は土地を借りて農

業するということになります。そもそも下限面積の廃止は、どうした状況を把握

し、あるいは将来を想定しての判断でしょうか。農地を所有しない農業とはどうい

う農業になるんでしょうか。箱田町長、まず最初に答弁をお願いします。それから
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回してください。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）    

様々な農業政策が変わっております。今回、下限面積もこれも正に緩和だろうと

思います。こういったことで、とにかく農業の裾野を広げようと、就農者を広げよ

うということの施策の表れであろうと思います。詳細につきましては、担当のほう

からお答え申し上げます。 

◎議長（小池弘基君）   

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）    

令和５年４月１日から、農地の取得に係る下限面積の廃止が施行されたことに伴

いまして、農地を所有していない方でも利用権を設定し、使用貸借を行ったり、農

地を取得することができるようになっております。これにつきましては、確かに緩

和にはなると思うんです、中身としましては。外国人の方とかでもできるようには

なっておりますので、そういう点では緩和にはなるんですが、圧倒的な存在意義の

あった下限面積3,000㎡というのが無くなったことに伴いまして、元々記載はあっ

たんですけど、３条に記載されてる言葉を、よりしっかり審議するような形になっ

たという意味合いで、ちょっと厳しくなった面もある、手続上も含めてですね。そ

ういった形で言わせていただいておりますが、条件といたしましては、農業機械の

所有状況等から見て農地の全てを効率的に利用すると認められるか。それから、農

作業に常時従事すると認められるか。これは150日になっております。農地の位置

及び規模から見て、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農業

上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがないと認められるかとい

う３点を、農業委員会で審査することになっております。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

私が聞いているのは、それは条件なのであって、私が聞いてるのは、どうしてこ

ういう下限面積の廃止というようなことが、背景、その背景の問題です。どういう

背景があってこういうことになったんでしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

稲永地域振興課長。 
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◎地域振興課長（稲永 剛君）    

下限面積の撤廃の背景といたしましては、3,000㎡を確保する、一般的には県で

あれば、50ａ。町のほうは単独で設定してますので、30ａ。北海道であれば、20ha

とかございますが、そういう面積を指定してしまうと、例えば1,000㎡から始めた

いということもできない状況になりますので、背景としては、当然担い手不足、後

継者不足、新規就農者が入りづらい、そういったのに対処するための手立てでござ

います。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

それは、全国的な条件がそういう方向に動いたということですか。 

◎議長（小池弘基君）   

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）    

改正自体は農地法の改正になりますので、当然、国が全国的に鑑みて改正を行っ

たということでございます。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

それでは、次に移ります。改正前は下限面積が５反でした、この地方はですね。

粕屋町でこれだけの農地を買うとすれば、相当な金額が必要でしょう。下限面積が

なくなったということは金という大きなハードルが緩和されたことになります。誰

でも入りやすくなったことを意味します。誰でもというと語弊がありますけど、入

りたい希望の人はですね。就農日数の150日がありますから、それは容易ではない

と思いますが、そこを誰それかが農業するということで、例えば他の仕事をしなが

ら、何らかの目的を持って入ってこられることも可能になったんじゃないかと逆に

思うわけです。例えば、現に区画事業が計画されようとしてる地域や近未来その計

画が想定されそうな地域への投資目的で、小面積購入して参入することも可能でし

ょう。本来は、就農者が増えることは本当にうれしいことです。しかし、粕屋町と

いう立地条件の良い地区は、それらに対する規制を考える必要があるんじゃないか

と思いますが、改正されたという法律では、そうした規制があるんでしょうか。ど

う考えてあるでしょうか。担当課でいいですよ。町長答えにくいでしょうから。 

◎議長（小池弘基君）   
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箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）    

先ほど、課長のほうが申し上げましたように、それぞれの個別案件につきまして

は、農業委員会のほうで審査ということになります。私の所管ではございませんの

で、担当のほうからお答えします。 

◎議長（小池弘基君）   

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）    

すみません。もう一度お願いします。 

（許可のない発言） 

◎９番（川口 晃君）    

要するに、金というハードルが低くなったということですね。だから、緩和され

たということが言えると思いますが、就農日数の150日がありますから、それは容

易でないと思います。簡単に農業に入れるとは思いませんが、例えば現に区画事業

が計画されているような地域とか近未来その計画が想定されそうな地域への、ある

意味投資目的な意味で小面積購入して参入することも可能になってきてると思うん

です。その土地を買って、２、３年したらもう耕作しないと。そういうようなこと

が起こってはまずいのじゃないかというふうに思いますので、何かそういうような

ことを、歯止めをかけるような規制というようなものはありますかということを質

問しています。 

◎議長（小池弘基君）   

いいですか。稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）    

すみません。もう一度言っていただいてありがとうございます。規制としてはな

いんですけど、先ほど申しました言葉がどうしても厳しい言葉になっておりますの

で、そこの中から、かいつまんで言いますと、農業機械を所有してるかしてない

か、例えば畑でするのにトラクターないとか、1,000㎡を農業経営するのにトラク

ターも何もないですよ。小っちゃな耕運機でしますよというのは、もう物理的に不

可能な形でもありますけど。それだと新規就農者が入れないので、それはそれで所

有してないんだったら、例えば近くの知り合いの人から借りるとか、そういうのが

ちゃんとできてるかどうかと、一番やっぱ厳しい条件ですけど、常時農作業に従事

するかという150日のくだりもございます。 

それからもう一つは、立地条件とかも踏まえて、例えば町内であれば問題ないで

すけど、例えば福岡県内でも前回ありましたが、糸島市から営農に行きますよって
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いう方は認めております。ただ、極端な話、東京からとか北海道からとかそういう

所はもう物理的にできないだろうと150日を達成できないから、そういう所は駄目

ですよという形でしています。 

それから地理的条件もありますし、あとは周辺の農業に影響を与えるか与えない

かという形ですね。 

だから、結局しますよっていう前提でして、耕作放棄地のような状態になるのも

困る話ですので、そうならないような、先ほど申しました３点に基づいて、農業委

員会で審査をしているところです。それでも怪しいところがあれば、本人さんを呼

んで、総会で審議するような形も採ることになっております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

はい、分かりました。次に移ります。 

農業収入の劣悪さを補充していくための町独自の支援策です。この件について

も、田代議員が質問されました。重複すると思いますけど、質問したいと思いま

す。私は９月議会で、21年から23年の稲作農家の年間所得は１万円、時給10円とな

るなど、米の農家が離農するしかない状況っていうのを述べました。そもそもこの

データは、我が党の紙 智子参議院議員が３月25日の国会質問で取上げたもので、

全国に大きな衝撃が走りました。農林水産省が発表した営農類型別経営統計では、

主に稲作農家の農業所得の平均は、21年それから22年と２年連続で１万円となって

いるそうです。これを農業に費やした労働時間の平均１日６時間程度で考えると、

４か月、３か月になりますから、1,000時間ぐらいに相当するそうです。時給換算

すると10円となるという、こういう結果だと思います。稲作農家にも70町の稲作農

家もあれば、零細な私のようなほんの小っぽけな農家とは言えないような農家も含

めての統計でしょうが、今年は不作でした。来年以降も温暖化は厳しくなると思わ

れます。不作が心配されています。 

戦後は、米の供出制度が敷かれており、半ば強制的に農家の米を集められていま

した。政府が農家から買上げ、消費者には非常に安く配給されていました。農家増

産増産の栽培方法を採り、それで農家はまあまあましな生活が送ることができると

いう状況でした。それから、洋食の普及とともに、多様な野菜や果樹の栽培も進ん

で、パンやパスタあるいは和食でも、ラーメンやうどんが広がっていきました。ま

た、政府の稲作に対する減反政策が執られて米価も下がり、５kg1,500円程度で市

販の米が売られるようになりました。最近は、米の値段が上がって、2,500円から
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3,000円ぐらいになったようです。 

さて、こういう話もあります。西日本新聞の10月１日付けですが、中島浩二とい

う方の記事があったんです。「この米不足の原因は、インバウンド需要の高まり

と、昨年の作付の不良らしいですが、それがこんなに店頭から消えるって、日本の

農政って大丈夫かなあ」とか、「「ずっと減反政策を推し進めてるけど、今後が本

当に心配になります」と、かなりやばいって東京大学の鈴木宜弘先生がおっしゃっ

ていました」という記事です。この鈴木先生は、九大の農学部の教官でして、九州

農業にもかなり識見の持ち主です。 

さて、日本の多くの自治体が、独自に野菜や果樹などに、また稲作では有機栽培

等に補助金を出しているようですが、これらを参考としたような農業振興制度を作

るなどの補助制度を作られてはどうかと思うんです。田代議員の話では、古賀辺り

は、何か独自の政策を持ってるみたいですので、それらが参考になるんじゃないか

と思いますが、現在そのような町独自の補助制度があれば、それを述べてくださ

い。それから、その後新たな制度を考えてあるようでしたら、それを述べてくださ

い。過去にもいろいろこう、国の政策については述べられたと思いますけど、町独

自に述べられたというようなことが頭に余りないので、お願いします。 

◎議長（小池弘基君）   

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）    

町独自の支援といたしましては、転作推進事業補助、それから農区補助、農業振

興特別対策事業補助、農業施設管理補助等を実施しております。転作推進事業補助

につきましては、水田に水稲以外の作付をされている農家に、10ａ当たり１万円の

助成を行っております。令和５年度は、約220万円になっております。農区補助に

つきましては、農区に対しまして、予算の範囲内で補助を行っております。令和５

年度は、126万7,000円になっております。農業振興特別対策事業補助につきまして

は、機械利用組合などの組織が対象にはなりますが、コンバイン等の農業機械に関

する補助を行っております。令和６年度は、１件300万円になっております。農業

施設管理補助につきましては、農区で管理していただいておりますため池や遺跡な

どの農業施設に関しまして、管理農区に補助を行っております。令和５年度は、約

270万円になっております。本人さんに、農家本人さんに行く分としては転作助成

という形になりますが、ほかの農区に対して、これ以外にも補助はございますが、

農区補助をすることによって、構成員である農家の方が多少なりとも、負担が減る

っていうことを目的にしております。町といたしましては、以上のような町独自の

支援を行っておりますが、これ以上の支援をということになりますと、先ほども話
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が出ましたが、国・県の支援が必要になるのではないかと考えております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

今の答弁は、今までずっとやってこられたことを述べられたんですが、新たに何

か考えてあるようなことはありますか。 

◎議長（小池弘基君）   

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）    

田代議員の時も同じような形になりましたが、今これをしますという考えはでき

ておりませんが、第６次の総合計画もございますし、町長も申しておりましたが、

農業委員会の方が委員になってる部分もあって、そういったのを吸い上げながらし

たいというのもございますので、考えたいとは思いますが、何せお金が掛かるもの

でございますので、町といたしましては国県の補助も頂きたいなというのが現状で

ございます。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

それでは、新たな施策についても、検討していただくことを希望しまして、次に

移ります。 

新規農業者を作っていくための支援です。日本の農業は高齢化が進んでおり、平

均年齢は、68.7歳だそうです。私の柚須区では、作付している農家は、３軒。一人

は他地区に作付しております。区内は私ともう一人。もう一人の方は、もう90歳に

なります。ほかの人は農業では食えないので、息子さんたちは、農地はあっても継

承していません。しかし、面白い傾向もあるように思います。有名な俳優さんが地

方の農地を買って農業を営まれるとか、小規模ですが、農業に興味を持つ青年が家

族で地方に引っ越してきて、農業家族で始められるとか、テレビなどでよく報道さ

れています。ここに面白い記事があったんですが、ここ数年、明るい兆しも出始め

ていると。農業の求人情報サイト「農業ジョブ」によると、「新卒向け就農説明会

では、年々農学部以外の学生の比率が増加してきている。就職の選択肢として考え

る学生が増えているようだ。」という記事もあります。また最近は、SNS で積極的

に農業の魅力を発信する若者が注目されているなどの記事もあります。私も時々、

Facebook で見たりします。私の友人の息子さんも、インターネットを利用して、
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産直や道の駅に並べたり活動されています。地域振興課では、こうした動きはつか

んであるでしょう。粕屋町でこうした新たな動きがありましたら紹介してください。

それから、また新しく就農される人の募集をするなりの独自の支援策が考慮されて

おれば、それも伺いたいと思います。先ほどの田代議員の質問では、二、三名ほど

なんか就農希望してる、電話がかかったか通信があったか、何かおっしゃってまし

たので、それも紹介してください。 

以上、答弁をお願いします。 

◎議長（小池弘基君）   

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）    

数字はちょっと若干違うかもしれませんが、新規就農者につきましては、年に１

回、１件程度相談があるかないかという状況でございます。新規就農の相談があっ

た場合には、町・県の普及センター、それから粕屋農協と相談者で聞き取り及び助

言を行うことになっております。今までの案件といたしましては、農業に対する熱

い思いで就農を希望されるものの、営農計画とかを立てずに相談に来られるケース

や就農しようとする圃場を確保できてないケースが多くなっております。 

また、先ほども申しましたが、本町におきましては、福岡市、福岡空港などに近

いことから、立地条件が良いため、特に新規就農者に関しましては、使用貸借や売

買が進みづらい状況となっております。そのため町といたしましては、担い手不足

解消の支援として、先ほども出ましたが、農業振興特別対策事業を実施していると

ころでございます。新規就農者の支援につきましては、今後ニーズを把握していき

たいと考えております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

はい、分かりました。時間が少し迫ってきてますので、次に移ります。 

それでは、子育て支援の充実について質問を移していきます。まず最初に、こど

も家庭センターの事業内容についてです。岸田前首相は、2023年４月１日のこども

家庭庁の発足に向けて、異次元の少子化対策に挑戦する子ども子育て関連予算の倍

増を主張されました。箱田町長も2022年９月議会で、第２こども館の建設。それか

ら、2023年の３月議会では、こども家庭センターの設立を述べ、「子育て都市かす

や、これを実現したいと思っている。妊娠時から子育て期までの期間、伴走型支援

も含めて切れ目のない予算を計上している。」とも言われました。まずは今年度、
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令和６年９月議会の子ども未来課の決算資料を見ますと、61ページに、令和５年度

施政方針による重点施策の基本目標３「誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎの

まち」に説明があります。また、令和６年３月議会では、資料の12ページでは流れ

図も付けて詳しく説明があります。全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に

相談支援を行う機能を有すると位置づけられています。具体的な事業は、下段の一

番下のほうに並べられています。 

まずは、相談件数としては、妊産婦、子育て世帯、子どもからどれくらいの数の

相談が寄せられているのか。また、各々特徴のある相談事項があれば説明をお願い

したいと思います。担当課で結構ですのでお願いします。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）     

相談件数といたしましては、先ほど議員、決算資料も見ていただいてるというこ

とですので、決算資料のほうと、令和まだ６年度途中なものですから、令和５年度

の数字になってしまうんですけども、児童福祉部門では、会議での対応も含めまし

て、5,209件。母子保健部門のほうに移りまして、1,403件の相談を受けておりま

す。いずれも、令和４年度と比較すると増加してきております。内容につきまして

は、児童福祉部門では、虐待通告それから養育相談など。母子保健部門では、マタ

ニティ相談、赤ちゃん相談、運動発達相談、発達相談それに言語相談、そういった

ものがございますが、最近は、経済不安、こちらのほうを訴えるような相談のほう

も増えてきておる現状でございます。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

それでは、次に移ります。さて、最下段に渡辺課長、これですね。さて、最下段

には具体的な事業が並べられており、民間や地域につながっていくのでしょう。私

が、興味があるのはこども食堂の件です。全国的に多くの団体や地域などでこども

食堂の取組がなされています。柚須文化センターの改修が来年３月には済みます。

４月には使用できるようになると思いますので、できたらこども食堂でも始めてみ

ようかなと、私自身も思っています。本こども家庭センターでは、これらに対する

支援の蓄積があるんじゃないかというふうに思うんですが、参考になるような事項

があったら教えていただきたい。答弁をお願いしたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   
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渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）     

こども食堂ということでございますので、私今ちょっと手元に資料は用意しては

ないんですけども、こども食堂のほうと申し上げますと、町内に現在２団体ほどこ

ども食堂として行なっている団体がございます。町内の実績といたしましては、２

団体ありますので、そこからお話は聞けるのではないかと思います。それ以外は、

県内、近隣市町村も含めて、こども食堂として開いてるところがございますので、

そういったところとのマッチングとかそういったものは県を通じたりとか、ほかの

市町村の担当者を通じて御紹介したりして、どういった運営ができていくのかって

いうのを相談することは可能かと思っております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

支援の対象が、次の質問ですが、一番下のランクですね。さっきこども食堂も入

ってるんですが、支援の対象が下段には幾つも掲げられていますが、現在、支援数

の多い項目、それはどんなものがありますか。現代を特徴できる支援項目あるいは

これから増えていくだろうなと推測できる支援っていうのはどういうものでしょう

か。課長の話では、何か経済問題の相談が増えてるということなんで、それと引っ

かかった事業が多分浮かんでくるんじゃないかと思います。答弁をお願いします。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）     

実際には経済的なところに関しては、今すぐどうこう言う、お金を配るとかそう

いうことはできませんので、なかなか経済的なところに関しては難しいんですが、

その中でも御相談を受けながら、結構あるのは家賃とかそういった問題を抱えてあ

ったりとか、そういったところがあったりするので、そういったとこお話聞きなが

ら、その方々の生活スタイルのっとったところで御紹介しているところでございま

す。あとは、どういったものが多いかと言いますと、やはり相談と言いますとマタ

ニティとかそういった子どもの発達とかそういったものに関わるものが増えてきて

るとは思っております。あと、それ以外では、たまにというとこではあるんです

が、粕屋町まだショートステイとかの一時預かりを行なってないんですけども、そ

ういった御相談も増えてきているところではございますので、そういったところも

含めて今後検討していきたいとは考えております。 
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◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

分かりました。この件で最後になりますが、最後の質問ですが、健康な子どもの

成長支援が目的だろうと思います。まだ発足したばかりでデータの蓄積とか事業で

の蓄積も少ないでしょうけど、多い相談事項の中から、特に、どう言ったらいいの

かな。効果的な事業とか、表現がちょっと難しいんですけど、そういう事業がある

とすれば、どういう事業なのか。これは、子どもの成長支援又は家庭の支援で落と

してはならない事業だと思われる事業に匹敵すると思いますが、そういう評価は、

どういう事業に、今特に大事な事業と思われるのはどういう事業でしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）     

こども家庭センター、今年の４月から設置しておるとこでございます。今現在

は、母子保健とこども相談係が物理的に同じフロアに配置されたことによって、母

子保健と児童福祉の双方が情報の共有、こういったものがしやすくなっておりまし

て、連携や協働、そういったものがスムーズになっておるところでございます。特

に統括支援、廃止されたことで、両機能の専門性というところも引き出したところ

ができてるかなというところで考えております。よくあるのは、最近当然母子のほ

うの子育てのところから、そのまま児童福祉の支援のほうにつながるということも

あるんですけども、保健師さんの知識というところでありますか、経験というとこ

ろもあって、昔、子どもの時に支援してた子が、今大人になって、今度は妊産婦と

なって支援を受けるというときに、あの子こういったようなことがあってたよねと

かいう話とかも、その中で共有して、細やかなこういったその人に応じた対応とい

うのができてるようなとこであります。 

サービスについては、現在、当然子育て関係、訪問支援事業とかも行なっていっ

てるとこでございますが、産後ケアの事業とかそういったものを拡充しながら、子

育て世代、妊産婦から子どもさん成長するまで、これが子どもは18歳という定義で

すが、こども家庭庁の中では、それを超えた30歳とかそういった話も出ておりま

す。そういったところまで、出産から成長して、その子どもが出産するまでという

ところになってくるかとは思います。そういったところを見据えながら、継続的な

支援ができるような形を今、職員の中で考えていっているとこでございます。 

以上になります。 

◎議長（小池弘基君）   
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川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

はい、ありがとうございました。ちょっとお伺いしたいんですが、最初から健康

センターの中に設置するということが書かれてたんですが、それから子ども未来課

へ移った事情が何かあるんですか。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）     

当初から子ども未来課には属しておりまして、こども家庭センターが場所的な問

題もありまして、健康センターの中にあるというところになっております。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

それでは、次に移ります。それでは２番目、第２こども館の問題に質問を移りま

す。かすやこども館が対応している年齢は、０歳から18歳までの子どもたちですの

で、粕屋町の０歳から18歳までの子どもの人口動態を出していただきました。これ

は、子ども未来課から出していただいたと思います。令和４年３月末が、１万

445人。令和５年が、１万365人。それから令和６年が、１万146人。令和４年度か

ら令和５年度の減少数が、80人。それから令和５年度から令和６年度の減少数が、

219人と、減少数が大きくなってきています。この傾向は、西小学校区について

も、ちょっと言えます。ただ、仲原小学校区のみが、若干58人増えております。他

の全ての校区は減少傾向です。 

もう一つ奇妙な現象がこの表から読み取れます。渡辺課長はこれ持ってる？資

料、はい。もう一つ奇妙な現象というのは、それは、令和４年時に０歳から８歳ま

での子どもたちが、段階的に捉えていけば、例えば令和４年で８歳の子どもたち

は、593人。令和５年度の９歳になりますが、この数は578人。令和６年度は、10歳

で573人です。令和４年度に０歳から８歳までの子どもで、減少した子どもたち

は、町外に転出していったのかなあというふうに思います。この表から見ますと、

０歳から８歳まで全て、横に見ますと、全て減少しています。傾向です、これは傾

向です。2024年度以降のシミュレーションが無いので何とも言えないんですけど、

減少傾向がこの粕屋町でも始まっていることは確かでしょう。その傾向がなだらか

なのか、それとも急なのか、これが心配事です。 

さて、現在の粕屋町は、全国でも珍しく人口が増えていく自治体として記憶され

ています。子どもたちも多く、サンレイクの隣のこども館、利用も非常に多いと聞
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いています。ちなみに、今年９月の決算資料によると、令和５年度の総利用者数

が、４万1,105人。子どもの利用者が、２万8,506人です。１日平均の利用者が、

147人。子どもの利用者が、102人となっています。残念ですけども、西小学校区の

子どもたちは、夏休み期間は親御さんと来館されるそうですが、それ以外は来館者

が少ないと、もう現実的は行けないということです。９月の決算報告の22ページで

は、定例イベントの実績が報告されており、21の事業が実施されています。不定期

の事業もほかにありますので、子どもが飽和状態じゃないかと推察できます。 

一昨年度、第２こども館の構想が打ち出されました。西小学校校区は、子どもの

数も多く、また現在のこども館からも遠い、なかなか行けません。また、ほかの校

区に行く場合の規制もあるようです。第２こども館は、西小学校校区にと期待を持

っていました。西小学校校区の子どもたちにとっては、待望の施設になると期待し

ているんですけど、現在どのような取組になっているんでしょうか。箱田町長の答

弁をお願いします。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）    

議員御指摘のとおり、私も西小学校校区、粕屋町の西地区に第２こども館が欲し

いということで、これ公言もしてまいりました。そういったことで、適地の選択と

言いましょうか、選定を行なっておりました。子どもたちが、やっぱ小中学生の利

用を考えた場合に、安全性ですね。安全性が、非常に重要だと。そしてまた、利用

しやすい立地条件が必要だということをなんですけども、この環境的に、非常にち

ょっと条件的には、私が考えていた所は悪いっていう評価を、いろんな協議、調査

をしていく中で、それが判明したために、最初に考えていました選定地について

は、ちょっと断念せざるを得ないなということなんですが、私自身の中では、粕屋

西小学校校区に是非とも設置はしたいなとは思っております。 

ただ、今議員も御紹介いただきましたけれども、現在のこども館、これは非常に

立地条件も良し、回遊と言いましょうか、バスの関係そしてまた駅からも近いとい

うこともありまして、利用者が多いと。コロナの関係で一時期減りはしましたが、

だんだん、例えば平成30年度、６年前の状態には回復しつつあるということでござ

います。したがいまして、まだまだ余裕がありますので、この間は、今のこども館

の利用を促進させていただきたいと思います。第２こども館につきましても、継続

して検討してまいりたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 



－ 128 － 

◎９番（川口 晃君）    

はい、分かりました。何ら情報が無かったんで今回質問することにしました。そ

れでは次に移ります。 

給食費の無償化及び費用の軽減措置の問題です。そもそも給食費の無償化の問題

は、数十年前に遡ります。1951年、昭和26年に給食が実施されました。その４年

後、我が党の岩間 正男議員が、参議院の文部委員会で、憲法で定められた義務教

育の範囲について質問をされました。当時の政府側の答弁者であります辻田 力と

いう方ですが、その方は、次のように答弁しています。「現在は授業料だが、その

ほかに教科書と学用品、学校給食費、できれば交通費も考えている。」と。「ま

ず、教科書の一部無償化を実施し、その結果によって次の飛躍を期する。」と答弁

しています。あれから73年が経過しました。経済力の発展から考えますと、正に給

食費の無償化問題は、政府の怠慢そのものじゃないかと私は思います。一部には、

「学校給食法」の負担についての条項を持ち出して、保護者負担を唱える行政もあ

りますけども、2022年の国会における我が党の小池書記局長の代表質問に対して、

岸田前首相は、「学校給食法は自治体判断の全額補助を否定していない。」という

ふうに回答しています。だから、無償化を阻む唯一の理由がもう無くなりました。

粕屋町の給食費問題については、粕屋町の判断で実施できます。 

さて、給食費の無償化の動きは全国的にも驚くほど急速に早まっています。現在

実施しているのは、青森県と群馬県は、県として無償化しました。東京都は、23区

全て、市町村も39市町村のうち27市町村が完全無償化に踏み切りました。農村から

都市へ急転換しています。 

また、ビッグなニュースが入ってきたんですが、文部科学省は今年の６月12日、

小中学校等の学校給食に関する全国調査を公表しました。それ教育長御存じでしょ

うね。公表しました。調査は、政府のこども未来戦略に基づき、自治体による無償

化の対象や要件を含めて調べたということになっています。2023年度時点の調査で

すが、予定を含め、2023年度中に全国775自治体、これは自治体の全体の43％に当

たります。それが何らかの形で給食費の無償化しています。粕屋町もこれには入っ

てるんじゃないかと思いますが。詳しくは、23年の９月時点で無償化を実施してい

る自治体は、722自治体で、そのうち547自治体は、小中学生を対象にしています。

145自治体は多子世帯に限定するなど、一定の要件を課しています。財源は自己財

源が多く、国の地方創生臨時交付金も利用しています。 

これらに関し、文科省は、費用は全国全体で年間約5,100億円になると試算まで

示しました。先ほど申しましたように、文部科学省が調査をするなど、無償化の関

心が強くなっていることだと思います。無償化するには、町の予算の0.5から１％
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ぐらいで実施できるそうです。2022年12月議会での私の質問に対して、箱田町長

は、「大体、町としては２億5,000万円程度費用が掛かる。」と答弁されました。

粕屋町の予算の１％ぐらいですね。就学援助を受けている子どもさんとか、既に国

や町が負担している子どもさんもいますんで、持ち出しの追加分はもう少し減額に

なるんじゃないかと推察できます。石破首相が、地方を活気付かせる、そういう意

味で、地方創生交付金を増強することを政治目標に掲げています。通常以上の予算

が地方へ交付金として下りてくるんじゃないかと思いますが、これらを活用して、

小中学校の給食費の無償化を実施されてはどうかと思うんですが、これは箱田町長

の答弁をお願いしたい。教育長ですか。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）     

まず、近年の町の動きのほうからちょっと御紹介をさせていただきたいと思いま

す。令和４年度、４年の12月から５年の２月までの期間限定になりますけれども、

国の交付金を活用しまして無償化をしております。令和５年度につきましては、食

材費の物価高騰に伴いまして、１食大体20円程度値上げが必要ということの状況に

なっておりましたけれども、ふるさとづくり基金のほう活用させていただきまし

て、値上げをせずに据置きということでやっております。先ほど議員が申されまし

た775件、これ５年度中の無償化ですので、粕屋町は４年度になるのでこの中には

入ってないかなと思います。また６年度、更なる物価高騰によりまして、どうして

も給食の質・量を維持するためにはやむを得ないということで、40円、１食当たり

値上げをさせていただいております。ただこちらも地方創生臨時交付金のほうが活

用できましたので、保護者の値上げ分40円につきましては、町から補助をさせてい

ただきまして、実質の支払い額は据置きという対応を執らせていただいたところで

ございます。 

町の財政力指数のほうが、令和５年度現在0.85と、県内で余裕がある自治体とい

うふうにはされておりますけれども、社会的な世情を反映しまして、子育て支援の

施策ですとか、学校校舎の増改築、それから老朽化の進んでおります町営住宅の建

て替え、また自治体のDX・GX推進など、重点的な施策が目白押しとなっておりま

す。財政的には厳しい状況ということでございまして、町単費で完全無償化をしよ

うとしますと、先ほど議員が言われました２億5,000万という数字が言われました

が、やはり物価高騰等もありまして、今現状で、これ試算しますと、２億8,000万

円以上、毎年恒常的に負担が発生するということになります。なかなか難しいと言

わざるを得ない状況でございます。町といたしましては、財政力に関係なく、自治



－ 130 － 

体間の格差が生じないように、国の負担で全国一律での無償化が望ましいと考えて

おりますので、国のほうの動きを注視しておるというところでございます。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

どこの町でも実施してない自治体の回答と大体似た回答でございました。私は、

いろいろ思うんですけど、財源問題としては、現在のふるさと納税の金額が億の単

位にありますので、それを一部流用するとか、それとか田代議員もおっしゃったん

ですが、クラウドファンディングを計画するとか、何か財源的な工夫も必要じゃな

いかなあと思っています。仲原川の改築の時に、あそこは町単独だから、なかなか

補助金が出ないということですけど、国にいろいろ働きかけられたんでしょう、補

助金が出るようになりました。いろいろな工夫が生み出されてくれば、補助金を使

ったりできる可能性もあると思います。何分、石破首相の地方創生の交付金を増額

するということがどこも待たれているようですけども、あれだけ待ったってなかな

かうまくいかないと思います。11月23日ですか、全国知事会も給食費の無償化を含

む子ども支援の予算増額をされました。町長も最初に申されましたが、町村長会も

同様な要求を恐らく出されたのであろうというふうに思います。無償化が無理だと

すれば、費用の一部補助での検討でもよろしいのじゃないか。また、一部の自治体

で実施されている多子世帯を対象にしても結構じゃないか。私は少しでも前進して

ほしいと思うんですが、西村教育長の答弁を簡単で結構ですのでお願いします。 

◎議長（小池弘基君）   

どうされます？どなたが？ 

西村教育長。 

◎教育長（西村久朝君）      

給食費の無償化については、本当にいろんな議員さんたちから提案を頂いてるん

ですが、給食法、食管法、給食法でしたか、あるいはやっぱり保護者負担だという

のが、やっぱりいまだに明記されてるわけですよね。だから、別に国の私たちはあ

れに乗っかってないわけじゃないし、また、今次長が言いましたけど、２億やっぱ

8,000万というのは、やっぱ大きいですよ。これやっぱ別の何かをやっぱ削るしか

ないのかなって、今やってるいろんな事業をですね。なので、やっぱこのままか

な、しばらくは、はい。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 
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◎９番（川口 晃君）    

いや、私が言ってるのは、一部負担でも、一部でもいいから援助できないかとい

うことを言ってるのであって、なかなか町財政が厳しいということは分かります。

それは分かっています。だから、一部の援助で結構ですからということなので、そ

のことをよく考えていただきたいということを希望して、次に、時間が無いので移

ります。 

河川及び道路工事の問題で、仲原川の浚渫それから土地区画事業の。最初、仲原

川の問題です。今後予定されている計画ですが、あそこの地盤が軟弱地盤ですか

ら、難しい工事であります。今後どのような計画があるのか、計画についての報告

をお願いします。 

◎議長（小池弘基君）   

吉村道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（吉村健二君）    

仲原川の流下能力を確保するために、堆積土砂の現状把握を行うとともに、河川

浚渫工事における施工計画及び仮設計画を今年度に策定し、次年度以降に工事を実

施する予定としています。なお、護岸の補強工事が必要な箇所の改修工事は完了し

ております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

今、工事の予定というのは、どの地域になるんでしょうか。 

どの地域でしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

はい、ちょっと待ってください。 

吉村道路環境整備課長。 

◎道路環境整備課長（吉村健二君）    

今、仲原側の全体の堆積の土砂の状況とかの把握をしておる状況に。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

分かりました。それでは運営、今までの工事は一応完了したということですね、

あそこはね。次に移ります。 

工事は、町内業者が入札できる金額での工事区画にできるだけ絞らないかという
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ことです。今までの工事のうち、長い距離の金額では１億円以上の工事がありまし

た。こうした大きな工事は、大きな業者でないと工事に入札ができません。特別な

資格を持った技術者が複数いたり、現地で監督を従事しておかなくてはいけないと

いうような規制もあります。工事の完璧性を目指すことは、これは当然のこと、も

ちろんです。粕屋町の業者は中小業者が多いと聞いています。粕屋町の仕事はなる

べく粕屋町の業者で行うことは、雇用の安定化を図る上でも、粕屋町の消費の増強

を図る上でも必要なことだと思います。町長の見解を伺いたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）    

今御質問は、要するに工事の種類になろうと思います。先ほど言われたのは、大

型の特殊な技術を要するような、例えば護岸の補強をしながらするという、これは

確かに特殊工事なんですよ。町内の業者ではなかなかできるものではございませ

ん。ですから、昨年までの分は非常にちょっとランクが上がった業者がありますけ

ども、複数年かけて実施するように、この浚渫工事を、特に浚渫工事辺りは複数年

かけて実施することになります。議員御指摘のように地場業者育成そして町内の需

要喚起ということを考えますと、施工規模を考えながら、町内業者が施工できるよ

うなランキングをランクの工種、工事にしていきたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

よろしくお願いします。 

それでは、都市計画道路、粕屋久山線それから箱崎阿恵線についての質問をしま

す。時間がないので、二つ一緒に質問したいと思います。粕屋久山線は、この工事

はいつ頃から始まったのか。結構前から始まったと思います。先日友人の話があっ

たんで、私は日曜日に現地を見に行きました。全体は見えませんでしたけども、橋

脚の上に梁を今乗っける工事が行われております。はっきりとは見えないんです

が、これが終わると、工事が一挙に進んでいくんじゃないかというふうに思ってい

ます。毎年3,800万円程度の、確か分担金を納入しておられたと思うんですが、こ

れは県主体の事業でしょうし、これ広田信号の北側には、今空き地があるんです

が、これが道路になっていくんじゃないかと思います。完成することを私は非常に

期待してるんですが、交通事情がどのように緩和されているのかも含めて、それか

ら、工事の見通しと完成予定がいつなのかということも答弁していただきたい。 

それから、二つ目の箱崎阿恵線ですけど、これは、かれこれ20年前ぐらいに決ま
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ったんじゃないかというふうに思います。柚須の農家の人たちも大勢関係していま

した。今までに工場やマンションなどの住宅も進出し、この道路の行く末はどうな

っているんだろうかと疑ってしまいます。柚須区の北側部分、数十戸がこの道路に

よって切り離されます。工事が近くなると、家の引っ越しをしなくちゃならないの

で心配されている方もいます。本当にどのような事情があって進まないのか。金が

無いという県の答えでしょうが、工事計画が一体どうなっているのか、この二つの

件について答弁をお願いしたいと思います。部長のほうからでも結構です。 

◎議長（小池弘基君）   

井手都市計画課長。 

◎都市計画課長（井手正治君）   

まず、粕屋久山線ですが、国道201号広田交差点から多々良川に橋梁を架け、福

岡市土井方面を結ぶ都市計画道路として整備中です。現在、橋梁の上部のほうを工

事しておりまして、来年度は、橋梁上部の舗装・高欄設置工事を行うとともに、全

線の舗装を行い、令和７年度末に完成の予定になってます。供用開始の時期につい

ては、粕屋側の広田交差点や福岡市側の取付け工事の進捗状況もございますので、

そういったところで決定する予定となっております。 

次に、箱崎阿恵線ですが、これはおっしゃるとおり国道３号線の箱崎付近と、現

在整備中の福岡東環状線の内橋付近を結ぶ都市計画道路です。現在のところ、箱崎

阿恵線の町内の事業着手の動きはありませんが、まずは、さっき言いました粕屋久

山線。それと現在工事中の福岡東環状線の早期の完了を目指しまして、事業主体の

福岡県のほうと協力して事業を進めていきたいと思っております。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

粕屋久山線は、少し完成の見通しができているということなので、これは進むこ

とを応援し期待しています。しかし、箱崎阿恵線については、東環状線が完成しな

いとできないとすれば、東環状線は何かまだ10年先だとかいう回答もされたんです

が、全然進まないということになりますけども、県の意向というのはつかんである

んですか。課長のほうから答弁をお願いします。 

◎議長（小池弘基君）   

田代都市政策部長。 

◎都市政策部長（田代久嗣君）   

今現在、県の意向というのは、特に何もないところでございます。こちらの箱崎

阿恵線につきましては、先ほど課長が答弁いたしましたように、国道３号線から、
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そして現在事業中の福岡東環状線。こちらを結ぶ総延長としては、3,540ｍほどご

ざいます。そのうち、福岡市の国道３号線から国道３号線のバイパスまでが供用開

始をされていると。残る区間が、福岡市側工区と粕屋町工区が残っているような状

況でございます。やはり、今後のこの箱崎阿恵線も含めまして、今後の都市計画道

路の将来性について、今回、町のほうで進めている将来交通量推計も一つの基礎資

料といたしまして、本町の都市計画道路、こちら結構近隣市町を結ぶ広域道路網で

もありますので、都市基盤の強化とかアクセス性などの役割も考えながら、またど

うしても関係市町との協議調整もございますので、そういうところを踏まえて総合

的に検証してまいりたいと考えております。 

◎議長（小池弘基君）   

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）    

それでは、私の一般質問をこれで終わります。 

ありがとうございました。 

（９番 川口 晃君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

これにて本日の「一般質問」を終了いたします。 

本日はこれにて散会いたします。 

（散会 午後１時59分） 
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（開議 午前９時30分） 

◎議長（小池弘基君）     

改めまして、おはようございます。 

本日一般質問３日目でございます。 

ただ今の出席議員数は、16名全員であります。定足数に達しておりますので、た

だ今から本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

◎議長（小池弘基君）     

それでは、ただ今から「一般質問」を行います。 

発言に関しましては、質問者は会議規則を遵守し、さらに、文書通告の趣旨にの

っとり簡単明瞭に、答弁者の発言に関しましては、質問にそれることなく的確に、

しかも簡潔にされますことを議事進行上強くお願いする次第でございます。 

なお、答弁側におかれましては、答弁者が誰か明確となるよう声に出して挙手さ

れますよう、併せてお願いいたします。 

それでは、質問順に従い質問を許します。 

議席番号14番、山𦚰秀隆議員。 

（14番 山  秀隆君 登壇） 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

おはようございます。 

議席番号14番、山𦚰秀隆でございます。通告書に従いまして、質問をしていきた

いと思います。 

まず、農業振興策についてであります。昨日、農家の議員が専門的知見をいかし

まして、しっかり質問していただきましたので、私がここで質問するのはおこがま

しいと思いました。農業やったことないんで、全く素人でございますので、ちょっ

と的外れな質問なるかもしれませんが。昨日、私が聞きたいことは、大体町長の答

弁で分かりましたので、質問することは、本当はないんですけれども、ただ、別の

視点で、ブロッコリーという野菜に関しまして、そこに焦点を当てて、ブロッコリ

ーがどういった経緯で粕屋町の特産品になってるのかとか。そういった流れで、今

現状がどうなのか。そしてこれを、昨日も町長答弁で、ブロッコリーをしっかり特

産品として訴えていきたいっていう思いも訴えられましたんで、そこに尽きるとは

思うんですけども。そういう形での方向性でブロッコリーを持っていきたいみたい

な、そういった質問をしていきたいと思いますので、ちょっと通告書どおりにいき

たいと思いますが、ダブる点があるのでそこは割愛していただいて構いませんので、

進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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それでは質問に入っていきます。町の農業特産物として、ブロッコリーが最初に

挙げられますが、2026年度に特定野菜から指定野菜に変更されます。この指定野菜

とは、消費量が多い野菜や多くなることが見込まれる野菜であります。野菜の値段

を安定させて、みんながいつでも野菜を食べられるように指定しております。指定

野菜は、キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、にんじん、ね

ぎ、はくさい、ピーマン、レタス、たまねぎ、ジャガイモ、ほうれんそうの14品目

ということであります。農林水産省では、政令の改正など必要な手続を進めるとと

もに、生産者に指定野菜の仕組みを周知するなど、準備を急ぐこととしております。

この特定野菜から指定野菜に移ったということで、特定野菜とは何ぞや。指定野菜

とは何ぞやという、指定野菜は今言いましたんで。特定野菜、そして、この生産者

に指定野菜の仕組みっていうのを周知するというふうになってますんで、どういっ

たことを周知するのか。これは通告書にちょっと無かったんですけども、調べてあ

るだろうと思いますんで、これを是非稲永課長にお答えしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

◎議長（小池弘基君）     

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）     

確かに通告書に無かった内容でございますが、特定野菜につきましては、指定野

菜に準ずる野菜という定義になっておりまして、指定野菜自体が、「野菜生産出荷

安定法」に基づきまして指定されてる、今は14品目でございます。この「野菜生産

出荷安定法」の目的自体は、集団産地を形成することによって、必要な生産地域を

確保して生産出荷を計画的に確保する。それから、著しい価格下落時に、生産者に

対して補填を行うような形、それをもって、生産、出荷の安定と消費者への安定供

給を目的にされております。 

周知につきましては、議員もおっしゃっておりましたように、2026年度の指定、

それから周知も国のほうが進めていくということになりますので、今すぐちょっと

こういうふうにしますっていうのは、言いづらいところですけれども、国が進めて

いくのと同時に、粕屋町でも当然ブロッコリー、特産品になっておりますので、そ

のタイミングで同時にホームページそれから広報等で周知させていただきたいと思

っております。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

野菜指定産地制度っていうのがあるらしくて、価格が著しく低下した場合、補給
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交付金が支給されるというそういった仕組みがあるという。特定野菜の場合は、都

道府県が中心にやって行くみたいな。今度指定野菜になると、国が補給をしていく

っていう流れになるというようなことが、ネット上では書いてありました。 

粕屋町では、代表的な農産物として、ブロッコリーが挙げられてるっていうの

は、昨日も町長の答弁でも分かりましたけども。このブロッコリーのイメージキャ

ラクターまで作られているっていうのが以前ありました。しかし、現在では多分、

「ブロッコリーのキャラクターって分かりますか。」って聞いても誰も分からない

んですよね。以前作られてあったの私は見たことあります。この辺の、どうしてこ

の粕屋町で代表される作物になったのか。この辺の１番目の質問に移っていきたい

と思いますけども、その代表される作物になった、ブロッコリーが特産物になった

その背景をお伺いしたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）     

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）     

お答えいたします。粕屋町誌に記載がございますが、駕与丁池周辺は、元々丘陵

地であったところを、戦後に10年で30haの山林を開墾されております。それから土

壌の肥沃化に努められた結果、野菜の栽培に適する畑に改良されて、昭和33年頃が

本町のブロッコリーの生産の発祥となっております。その後、昭和61年に県から野

菜集団産地の指定を受けております。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

というわけで、町全体としてブロッコリーの生産量が多かったということでの、

要はアピール。あれですよね、いろんな野菜を作ってるわけですよね。トマトから

きゅうりからいろんな野菜が多分あったと思うんですけど、それがブロッコリー。

なんでブロッコリーになってたかとかいう、そういう背景は分からないってことで

すよね。分かる？はい、農家出身、町長お願いします。 

◎議長（小池弘基君）     

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）     

農家出身でございます。今もしておりますが、野菜農家の方々に、私も若い時か

らいろいろお話をする機会があるんですが、当時はキャベツ、はくさいが非常に多

ございました。これはよく野菜の種類で言うと、重量野菜。露地栽培の重量野菜。
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当然天候にも左右されますし、その収穫については、もう特に高齢者の方が非常に

苦労してありました。もう重たいんですよ。例えば、籠いっぱいに収穫するとし

て、それを運び出して市場に持って行ってというような作業の中で、もう非常に疲

労感があるし、肉体的にも困った点があるということで、やはりその当時、この駕

与丁池周辺でブロッコリーの栽培がされたのは、軽い、収穫もしやすい。そして、

育てたりするのも非常にキャベツ辺りに比べると楽だということもあるし、価格的

にも、キャベツなんていうのは、もう本当に年によっては、一反10万円ぐらい。年

によっては、次の年は100万になったりとか、そういった価格変動が非常に大き

い。ですけども、ブロッコリーはやっぱり希少野菜でもあるし、珍しいという点も

あるし、栄養価も高い、調理もしやすい。そういったいろんな面での特色をいかし

たところで、段々増えてきておると思います。実際、発足時は、農家数17名で面積

が20ha、生産量が150ｔということなんですが、粕屋町誌では、昭和60年は収穫量

228ｔまで増えたというようなことも記載をしてあります。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

次の質問まで答えていただきましてありがとうございます。次の収穫量と面積と

今お聞きしようかなと思いますけども、20haで150ｔの生産量があるということ

で、非常に粕屋町にとっては、重要な農業の生産物だっていうふうに思ってます

し、また、野菜においては、一番生産量が多いということも今分かりました。次の

作付面積とか就農されてる人を聞こうと思ったんですけど、今町長がもういみじく

も言っていただきましたんで、ダブって時間がもったいないんで、割愛させていた

だきたいなというふうに思ってますし、また、ブロッコリーの身近な野菜なんだと

いうことで需要の高まりが見込まれるということもあります、指定野菜になること

によってですね。当然、今農家の収入減として非常に有効な選択肢であるというこ

とも、町長の答弁で分かったと思いますので、あえてここではブロッコリーの何て

いうか、ブロッコリーを育てることに対して、農家が取り扱うことに対してのメリ

ットというか、言われましたんで、あえてここではもうそこは言う必要がないのか

なと思いましたんで、次の町としての農業振興として外せない農作物っていうふう

に分かりましたんで。 

そこで、ブロッコリーを栽培するに当たって、何かもっと支援策があれば、昨日

からも、議員の、農業議員の、農業議員じゃないや、農業に携わる議員の質問の中

でも、ブロッコリーは、今横ばい状態っていうふうなお話があって、そんなに増え
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てないという話もございましたし。そうであるならば、もっとこの支援策、支援策

昨日も質問されてましたんで、いろんな支援策のことを言って答弁されてましたけ

ども、このブロッコリーに対するこの支援策というのが、もし何かあれば、どうい

ったものがあるかっていうこと。国とか県とかいう支援策は補給、何かあったとき

フォローする形の補給の支援策があるというふうには分かりましたけど、粕屋町と

しての何か支援策っていうのがあるかどうかちょっとお聞きしたいと。 

◎議長（小池弘基君）     

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）     

田代議員の中でもちょっと出てたんですけれども、ブロッコリーを指定してとい

うわけじゃありませんが、町といたしましては、転作等推進事業として、水田に水

稲以外の作物を作付けされる農家の皆さまに対しまして、10ａ当たり１万円の助成

を行っているところでございます。国の分はいいということでしたけれども、国の

ほうでは経営所得安定対策事業の水田活用の直接支払交付金というのがありまし

て、いわゆる産地交付金というものですが、そちらのほうは販売農家限定にはなり

ますが、通常の野菜だと10ａ当たり7,000円のところをブロッコリーのほうは１万

1,000円。これはちょっと面積次第で増減するんですが、そういうふうにちょっと

差別化は図らせていただいているところでございます。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

お金の支援という形になるんでしょうけど、基本的には生産、収穫によって収入

が大きく変わってるっていうことがあって、このネット上では、商業生産を目指す

ためには、数百㎡以上の面積が必要というふうに書いてありました。一般的には商

業生産を目指す場合は、1,000㎡、約300坪の面積があると一定の収入が見込めるっ

ていうことでありましたんで、ハウス栽培や露地栽培など、栽培方法によっては必

要な面積が異なりますが、ハウス栽培では、限られた面積でも高い収量が期待でき

る場合もあるというふうに聞いております。ハウスを設置する場合の補助金なども

考えてもいいかなあとちょっと思ったんですけど、その辺の考えとかはありません

か。 

◎議長（小池弘基君）     

稲永地域振興課長。 

◎地域振興課長（稲永 剛君）     
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粕屋町におきましては、ブロッコリーは露地野菜としてされておりまして、大体

８月頃に苗を植えられて、10月ぐらいから収穫ができて、大体６月ぐらいまで収穫

ができるという形になっておりますので、寒い地域とか暑い地域になるとちょっと

変わってくるかもしれませんが、粕屋におきましては、わざわざハウスをして差別

化を図らなくても、ある程度の供給量が見込めてると思っております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

農家の収益ですよね。一応要はそんなに土地が、今回、何かいろんな昨日の話聞

いたら農家って、大変ないろんな改正があって、緩和されるけれども、何か農業計

画で、振興計画作って、それを決めてしまったら、もうそれから変更できなくなる

から、今、農家の意見をいろいろ聞きながら、計画立てていきたいみたいな昨日の

お話でしたよね。やっぱり狭い所である一定の狭さでも、ブロッコリーが収益性を

高めることができるということもあるので、広い土地がある所はいいと思うんです

よね、今言われたように。だけど、狭いとこしかない方が、ブロッコリーをハウス

で作って、いろんな品種を。ブロッコリーにもいろんな品種があるらしいですね。

だから、それによって価格も変わってくると。だから、そういったものをそこの中

で作って、生産性を高めるってこともできると思うんですね。ハウスだと生産性を

高めることができるというふうにも言われているので、そういった、もしそのハウ

ス、昨日も成り手不足とか、新規の農業者の参入とか、そういうことを考えた場合

に、どうしても考えるのはみんな露地じゃなくて、やっぱハウスっていうイメージ

が多いと思うんですよね。だから、そういった意味で、ハウス栽培でもやれば、逆

にそこにまた少しの補助金を出すとか、そういうことも考えてもいいのかなと思う

ので、まず農業振興の一環として、そういうことも今後考えていってほしいなとい

うふうに思っております。 

それで、様々な支援策を考えてブロッコリー栽培の推進を図っていくことも、農

業振興の一助となることだというふうに思ってます。具体的な支援策として、考え

られることが一つちょっとあると思うんですよね。昨日も町長の答弁では、農協の

ブロッコリー生産部会と話をしながら、ブロッコリーを推進に向けてやっていくみ

たいな答弁もございましたんで、このブロッコリーを町の特産物としての地位を上

げる、ブランド化が考えられるんではないかなと。農業支援の一環としてですね。

これはパッケージやロゴをデザインして、消費者に周知されるようにするとか、ご

当地マスコットキャラクターも改めて作ってもいいかなというふうに思ってます
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し。学校教育の現場では給食のブロッコリーちゃんというのが、何かキャラクター

であるようなことを教育長が申しておりましたんで、そういったキャラクターを、

ゆるキャラとして作ってアピールしていってもいいのかなっていうふうに思ってま

すし、また地域イベントのブロッコリーをテーマした食の祭り、マルシェなどを開

催しっていうふうに思ってますけど。昨日、ブロッコリー生産者部会がいろんなそ

ういった地域とかそういった形の中でブロッコリーを生産者としてアピールしてる

というようなお話もございましたんで、その辺も含めて、地元農家、料理人、また

そういう方と連携をして、商工会の連携もあるでしょう、こういう流れの中で。ブ

ロッコリーを使った料理や商品の試食提供することや農業体験プログラム。昨日、

観光農家っていうか、観光農家って何か言ってたんで、観光農家のことですよね。

多分、要は収穫体験プログラムとかいうのを作って、そういった実施観光客や地域

住民に参加してもらうことが考えられるっていうふうなこともありましたので。あ

とは、SNSやメディアの活用として、ブロッコリーの栄養価や料理法、地元の生産

者のストーリーを発信して、関心を引き出してっていうことも考えられると思いま

すし。あと、直売所。なのみの里の昨日話も出ましたし、ああいうのを逆に使っ

て、あえてブロッコリー祭りとかそういうのをあそこの場所でやってやるとか、そ

ういった考え、アイデアがいっぱい出てくると思うんですけども、こういうのをも

う指定野菜に組み込まれることを契機に、こういうのを合わせて、町のイメージで

ある、野菜であるブロッコリーを内外へのアピールというふうに機会を捉えて、今

まで以上の推進を図っていくっていうことが求められていると思いますので。改め

て、町長がこのブロッコリーを、粕屋町の代表的な特産物ブロッコリーを、今後ど

ういうふうにアピールするのか、もう一回、力強いアピールをしていただきたいと

思っています。よろしくお願いします。 

◎議長（小池弘基君）     

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）     

貴重な御意見ありがとうございます。今後も、様々なアクションはさせていただ

きますが、ただ、今現在までしてること、若干御披露させてください。先ほど商工

会と出ましたが、ブロッコリーを使った商工会とのコラボレーションの動きが、実

はもう数年前からあります。それはお菓子の中にブロッコリーを練り混ぜて、ブロ

ッコリーのお菓子をアピールしていると。これは商工まつりでもあってますし、

様々なイベントで商工会の青年部辺りが、非常に売出しをしてます。非常においし

いです。 

それとあと、これは町の職員が非常に頑張ってもらったんですが、最近７月なん
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ですけども、NHKの番組ロクイチというのが夕方あります。それ2、30分、割と長い

時間の枠を取っていただいて、ブロッコリーそしてまた学校給食にそれを取り入れ

た形のアピールをさせていただいております。その時に、ブロッコリンっていう町

のキャラクターがあるんですけども、そのアピールもさせていただいたとこです。

様々な機会を捉えまして、粕屋町の特産物であるブロッコリーを今後も広めていき

たい。そしてまた、昨日も申し上げましたが、農協とのタイアップによりまして、

ブロッコリーを内外にPRしていくというのも大事でしょうし、やはり消費者、生産

農家のやっぱりリンクと言いましょうか、そういった直接的な関わり方も非常に大

事と思います。そういったことも我々も支援してまいりたいと思ってます。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

是非多分まだ認識が皆さん、町民の認識はブロッコリーっていう認識が薄いと思

うんで、今言ったような流れの中でもう少しこう粕屋町にいつもイメージがブロッ

コリーというふうに出るように、やっぱりこうしていってほしいなと思いますん

で、かぶりもんか何かで町長かぶって、どっかでアピールしていただければ最高か

なと思いますんで、よろしくお願いいたします。あと、機構改革も進めております

ので、人的配置が今、公務員の人手が足りないから、そういうのが、なかなか進ん

でいかないということも考えられるでしょうから、人的配置も含めて、今後、ブロ

ッコリーをアピールしていってほしいなというふうに思っておりますんで、その辺

は期待するところでございますので、よろしくお願いいたします。それではブロッ

コリーに関しては、これで終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

続きまして、九大農場跡地について聞いてまいりたいと思います。2020年の都市

計画マスタープランでは、九州大学農場跡地につきましては、「公共公益施設・商

業・業務・住宅・公園緑地など複合的な要素を併せ持つ魅力ある新たな市街地を形

成する」というふうにしております。約22.8ha（６万9,090坪）のうち、阿恵官衙

遺跡の約4.1ha（１万2,424坪）の残り約18.7ha（５万6,666坪）を町が購入します

よ。町は買いますということで宣言されたというふうに思ってます。新たな遺跡も

追加で、国の史跡指定を受けたというふうに聞いておりますんで、この辺の面積も

減るんではないかなというふうに思いますが、若干の購入面積の違いがあると思い

ますが、令和７年度には土地の不動産鑑定を行い、令和８年度には購入して、令和

12年度に市街化に編入して、まちづくり事業者にこの土地を売却して、都市計画で

描いたまちづくりを実行していくというふうになってます。町長が農場跡地を購入

するに当たって、この土地の評価を外部業者に依頼して決められたと思うんですね。
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農業跡地を全部購入しても、元が取れるというふうに判断されたから、全部買いま

すというふうに言われたと思うんですが、この購入時にまた、不動産鑑定を行うと

いうふうにロードマップではなってますけど、どのぐらいのお金でこれを買おうと

いうふうに想定してるのか。この辺、もし言いづらかったら言いづらいというふう

に言ってもらっても構わないですけど、今後のこともありますんで、大まかな金額

でいいので、大体これぐらいですというような形で分かればお聞きしたいと思いま

す。想定している金額をお聞きします。 

◎議長（小池弘基君）     

池見副町長。 

◎副町長（池見雅彦君）     

議員おっしゃるように、九州大学農場跡地につきましては、昨年度、九州大学へ

町のほうより、土地の購入を視野に入れた協議を行いたいという申入れを行いまし

て、九州大学より協議には同意する旨の回答を頂いております。想定される購入金

額ということでございますけども、今後、交渉課題の一つとなってまいりますの

で、現段階では、公表、発言は控えさせていただきたいと思っております。今後、

購入につきましては、町として正式に鑑定を行い、九大と協議を行っていくことに

なりますが、購入につきましては、購入金額はもとよりその内容につきましても、

議会、町民の皆さまが納得でき、そして粕屋町の今後の発展につながるものでなけ

ればならないというふうに考えております。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

そうしますと、市街化調整区域価格と市街化区域では、大幅な金額の差があると

思うんですけど、九州大学と今、接点、去年から話し合いをしてるってことは、大

まかに調整区域としての土地の価格というふうに想定はするんですけども、そうし

ないと大変な金額になると思うんで、ちょっとその辺は、調整区域価格なのか、市

街化区域価格なのか。その辺はどうなんですかね。 

◎議長（小池弘基君）     

池見副町長。 

◎副町長（池見雅彦君）     

九州大学との協議は、今年度テーブルに着いたというまだ状況でございまして、

金額について、まだ具体的な交渉協議を行っているものではございません。ですか

ら、金額については、今現在ではお答えかねるという状況でございます。 
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◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

市街化区域として交渉する場合と、調整区域として交渉する場合と、金額の提示

は違ってくると思うんですね。相手の印象も大分変わってくると思います。相手も

やはりたくさんのものを金額で売りたいわけですから、大学側も。だからそういう

意味では、町がどういう方向性でこの土地を買って、それを今度活用していこうと

いうふうに考えてるか。多分、調査があったんですね。調査があったから、町長は

決断をしたんですね。買いますって。それは、元が取れるという判断だったと思う

んですよ。横から、左から右に流すような話、金額じゃないですよね。必ずそこに

は利益が出るから、利になるから町は買おうとしてるわけでしょ。だから、全部買

いますという提案をしてると思うんすよ。だから、それが市街化区域だと厳しいで

すよね、その金額だと。だから、市街化調整区域の金額査定でやるのか。 

それで、今度ロードマップ作ってますよね、令和７年度までに購入するという。

ロードマップ作ってますから、買う、買いますという声を上げてるわけでしょ。令

和８年度までに買いますって。それは、想定では自分たちは、これは実勢価格で買

ったら損するよね。何もできないよねって思うわけですよ、単純に考えても。だか

ら、調整区域価格で買うのかどうかというのをまず聞きたかった。それが話せない

っていうところがちょっといまいち分からない。もし、これ実勢価格で買いますっ

て言った瞬間から、私たちみんな反対すると思うんですよ、議会は。だから、ここ

は明確に、調整価格で交渉していきます。交渉ですよ、交渉。これから、その交渉

の幅っていうのは変わってくるわけですから。だから、交渉する場合に、そこをど

ういった方向で交渉していくのかっていうのを聞きたいので、もう一回お願いしま

す。 

◎議長（小池弘基君）     

池見副町長。 

◎副町長（池見雅彦君）     

九大用地につきましては、今から購入の協議を始めることとなります。そして、

議員おっしゃった事業採算性ですけども、昨年度、大まかな事業採算性について

は、町のほうから御報告を議会に申し上げたというふうに聞いておりますけども、

今後、購入に向けては、更に詳細な事業計画、そういうふうなものをお示しした上

で、購入をしていかなければならないというふうに考えております。ですから、決

してその購入が決まったわけではございません。今からしっかり計画を立て、そし

て九大と協議をし、金額も固め、そして事業採算性も確保し、そして九大跡地の活
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用方法がどういうふうな活用方法になるのかと、そういうふうなものをお示ししな

がら、我々としても想定しながら、しっかりとこの今の九大の農場跡地をこの粕屋

町の発展につながるようなものにしていかなくちゃいけないということで、私ども

今一生懸命考えを巡らしておるところでございます。 

それと、議員がおっしゃいました、購入について前提が調整区域か市街化区域か

ということでございますけども、現状今調整区域でございますので、調整区域の中

でどういうふうな評価の方法があるのかということになろうかと考えてはおりま

す。ただ、金額については、やはり将来、市街化区域になる可能性が高い土地であ

るということから、どういうふうな今後鑑定になるのかっていうのは、我々、今後

しっかり鑑定を取る中で、どの程度の金額かというのは、再度検証してまいりたい

というふうに考えております。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

ロードマップでは、令和７年度から不動産鑑定をするわけですから、不動産鑑定

の予算取りっていうのは多分するんでしょう。ですよね。それで協議していくわけ

でしょ。だから、要は青天井じゃ困るんですよ、取引価格は。当然、だから想定っ

ていうか、ある程度ここで抑えますよっていうことは、ある程度やっぱり考えてい

かなきゃいけない。今、その買取りの平米数も分かるし、どんだけ今町が買おうと

してるか大体の分かるし、これは不動産関係の人だったら、もう即座に幾らぐらい

の価値があるっていうふうに見るわけでしょ。今、一物五価っていう土地の評価の

仕方があるというふうに聞いてますんで、それから見たら、公示価格っていうのが

あるんですよね、地価公示価格。これ、国土交通省が公示する標準地の価格。一般

的な土地取引の指標で、公共事業用地の取得価格算定の基準となります。もう

2024年のあの近辺の公示価格って出てるんですよ。それから計算していったら、大

体金額出てくるんですよ、実勢価格は。取引価格ですよ。この金額で交渉していか

なきゃいけないっていうことを、私たちは知らなきゃいけないんですよ。だから、

それはある程度、これからの交渉なので、ある程度の想定はしていただかないと、

何もお任せじゃいかないんです。 

一番困ったのは、前回若宮の庁舎跡地。これ、月160万ぐらいですか、家賃。こ

れ実勢価格からしたら、どういう計算するかって言ったら、足りないんですよ。た

った300万ちょっとなんですよ、月平均したら。なぜかっていったら、実勢価格か

ら10年間、10年終わって、それの１年分が大体年間の家賃収入ですよっていうの

は、これ当たり前の不動産関係の、私不動産関係じゃないですよ。だけど、一応そ
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ういうふうに聞いてます。だから安いんですよ。 

だから、何を基に交渉していくのかというのが、やっぱり考えなきゃ。だって、

それは起債になるわけでしょ、借金でしょ。借金して買って、それがうまくいくか

どうかも分からないけど、取りあえず町が借金をして、お金返ってきますよって言

われるけど、それを幾らで売るんだってことも考えなきゃいけない。その利幅によ

っては、何が造れる、土地を確保できるとか、いろんなことがあるわけでしょう。

インフラ整備をしなきゃいけない。だから、そういうことも含めていったときに

は、ある程度やっぱり利益っていうのを考えていかなきゃいけない。ここでいいで

すよってことを、これ青天井だったら困るって話をしてるんですよ。だから、そこ

ら辺はやっぱある程度ラインを引いていただいて、やっぱり交渉に持っていっても

らいたい。そういう思いがあるんで、話をしてます。 

大体、利便性が良くて、あの辺の中心地ですよね。この土地の利用価値から最も

あの辺は多分すばらしい、もう高いものになると思われてます。私も若干、この公

示地価で2024年に発表されている国土交通省の算定基準に基づいて計算してみる

と、実勢価格で大体、商業地とした場合、29億円。あの土地が、29億円。18.7haの

価値は29億円あるんですよ、実勢価格として。住宅地とした場合は、17億円あるわ

けですよ。これは、簡易的な計算で計算してますよ。だから、それが正解とは言え

ないんですけども、大体大まかにこれぐらいの価値はありますよねっていうのは、

この公示価格から見る実勢価格なんですよ、計算してですよ。あの近隣の商業地、

そして近隣の原町の住宅地の今価格、これから見た実勢価格で計算してます。そう

すると、結構な金額になるわけですね。だから、この実勢価格の約30億円を上限

に、このまちづくり協力事業者に売却を行うことになるんですよね。だから、これ

を町が一時的に買取りする場合は、これ以下ということになろうかと思うんです

よ。だから、当然、これの３分の１ぐらいが農地とか、調整区域の辺りの金額にな

るのかなと思ってますんで。10億を上限にするのか。その辺の価値、流れになって

くると思います。だから、これを町が負担しなきゃいけない。町が一回借金するわ

けですよね。だから、この金額に対して、起債する上限、町の起債する上限。買う

ことに反対じゃないですよ。買ってあそこを進めて早く進めていきたいっていうの

があるんで。 

ただ、交渉の流れとして、想定金額を幾らに想定して、どういった交渉でこれか

ら買っていこうとしてるかっていうのがあるし、当然向こうも言ってくるから、当

然値の動きはあると思うんですよね。想定金額より上がるかもしれない。その辺は

あると思うんで、その辺は大まかに一応考えを聞きたかったということがありま

す。これは、町で、一括で買おうとしているのか。これを例えば土地開発公社があ
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りますから、土地開発公社で買おうとしてるのか。買おうとしてる場合、その上

限、金額の借入れの限度はあるのかどうか。この辺のこともちょっと聞きたいと思

います。よろしく願います。 

◎議長（小池弘基君）     

池見副町長。 

◎副町長（池見雅彦君）     

今、山𦚰議員おっしゃったように、いろいろしっかり交渉をしろよというふうな

激励の意味というふうに捉えております。ただ、一点ちょっと申し上げますと、九

大用地約20ha近くございまして、平米１万円としますと、約20億ぐらいになりま

す。ですから、平米１万というのはなかなか実勢では、はい。なかなかちょっと想

定しがたいような金額。ですから、ちょっと金額については議員想定よりも相当高

い金額になってこようかなとは思っております。 

ただ、先ほど来、当初から申し上げてますとおり、金額の交渉、金額について

は、今後交渉内容になってまいりますので、この場で発言は控えさせていただきた

いと思いますし、これも繰り返しになりますが、金額、内容共に、まず議員の皆さ

まにしっかり、そして町民の皆さまに納得できるもの。そして、その活用について

も納得できるものである必要があるというふうに、私どもしっかり認識をしており

まして、ただ高く買うとか、ただ転売してもうければいいとか、そういうふうな考

えは持っておりません。しっかり適正な値段で買って、そしてこの跡地が、しっか

り粕屋町の将来の発展に資するということをお示しした上で、そして購入していき

たいと。そうでなければ、購入できないというふうに考えておりますので、是非今

後検討をしながら、そういうふうな計画づくりを行ってまいりたいというふうに考

えてございます。 

それと、先ほどのお尋ねの土地公社で購入する場合の限度額でございますけど

も、今、土地開発公社、町から債務保証と言いましょうか、ここまで借りていいよ

っていうふうな限度額を頂いておりまして、これが25億円の限度額を頂いておりま

す。土地開発公社で購入する場合、ちょっとこの25億円では、ちょっと足りないな

というふうなことになってまいろうかと思いますので、その場合には、この限度額

を上げさせていただく必要がございます。もう一つの場合、想定される町で直接起

債をして買う、直接購入するということもございます。これにつきましては、起債

を今想定しております、公共用地先行取得等事業債という起債になりますけども、

これについても特に上限はございませんので、必要な額を計上してまいるというふ

うになろうかと思います。土地開発公社で購入するのか、それか町で購入するの

か、これも今から、どちらにメリットがあるのか。利息、そして今後の事業の展
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開。両方を見据えて、どちらに利があるのか。これもしっかりお示しした上で、買

える状況になれば、是非そのときは、また議会のほうにも、どちらで買う、幾らで

という御報告、御承認は頂くようになるかと思います。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

今、想定より高いっていうふうなイメージをちょっとしたので、１㎡当たり１万

円という、20億というのが出ましたんで、これが大体、基準になってくるのかなと

ちょっと思ってますけど。今想定が違うということで。 

◎議長（小池弘基君）     

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）     

独り歩きするとまずいですので、私のほうから、過去の、九大のほうから官衙遺

跡の用地を取得しております。これは令和３年、４年なんですが、その時の購入価

格を㎡単価にすると、１万7,000を超えてます。１万8,000円/㎡でですね。約１万

7、8,000円ということですが、１万円はちょっとあり得ないなとは思ってます。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

20億以下ということになろうかと思いますんで、基本的には、ある程度の話は高

くなるって話ですか？高くなるって話ですか？もっと高くなる。これは上限じゃな

くて、逆に言うと最低という考えでいいんですか？いろんな金額はこれからの話だ

と思うんです。不動産鑑定があって、それからの話だと分かりますけれども、ある

程度は想定をして交渉していくのかなということが前提だろうということで、想定

をしてますかっていうことなんで、ある程度想定してますという答えでよかったん

ですけど。金額を幾らぐらいずつある程度予想してるけど、今状況的にこういう状

況なので、話せませんって話だったら分かるけど。想定してるかしてないかがちょ

っと分からなかったんで、当然交渉する場合は想定してますよって話ですよね。で

すよね。はい、分かりました。一応買う予定にしてます。 

私たちが考えるのは、まちづくり事業者に一緒になって、そこにお願いをして、

そこが売却をしてまちづくりしていきますよっていう、都市計画に沿ってやってい

きますよっていうことだろうと思います。それはそれでいいと思うんですけど。た

だ、公共用地として、幾らかはやっぱり町として確保していく必要があるんではな
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いかなというふうにちょっと思ってまして、その辺の考え。ある程度はやっぱり、

買って置いときたいっていうような、そういう考えはあるんですかね。 

◎議長（小池弘基君）     

池見副町長。 

◎副町長（池見雅彦君）     

先ほど申しましたように、この九大用地の活用については、いろいろな活用方法

があろうかと思います。そのため、公共用地も含め、いろいろな今後検討して、あ

る程度の土地利用、想定される土地利用を示した上で購入、それから先ほどから言

っているその内容と言いましょうか、こういうふうなまちづくりになるんだという

こと。 

それと、金額はこの程度だということをしっかり、そして事業採算性はこの程度

だということを踏まえて、皆さんの御了解をいただいて、購入事業を進めてまいり

たいと思っております。相当この町にとって、今後、大変大きな事業になってまい

りますので、議会の皆さま、そして町民の皆さま、しっかり御理解をいただきなが

ら、事業のほうは進めてまいる必要があるというふうに考えております。 

以上でございます。 

（許可のない発言） 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

もうスピード感持ってやっていく上では、もうある程度今ロードマップさえもう

作っていただいて、まちづくり事業者に土地を売却して、まちづくり事業者がそれ

を作っていくっていうふうなロードマップさえできてるんですよ。このまちづくり

事業者は大手ゼネコンですよ、大手ですよっていうことまで書いてあるわけですよ。

だから、僕らにはもう報告あってますよ。だから、今話してる話っていうのは、僕

から聞くと、何でみたいなことも、今池見副町長が言われてるのは、何か皆さんの

意見を聞きながら、そして町民の意見を聞きながら進めていくっていう話ではない

と思うんですよ、もう。既にもうロードマップができて、令和８年度までのロード

マップができてますよ。だから、もうそれには購入まで入ってる、公募まで入って

る。決定まで入ってますよ。だから、こういうのを私たちも示されてるわけですよ。

だからそれに対して、いやこれからですこれからですって言ったって、私たちはも

うこれ見てるから、進んでるじゃんって、ある程度進めていただいてるじゃん。だ

から話し合いも進んでるでしょ。想定してるでしょ。どこでどうやっていくんです

か。それぐらいの考えを持ってるでしょっていうふうな話になってくるわけですよ。

だから、それを今、いやこれからですこれからです、いやそれはっていう話ではも

うない時期に来てるというふうに思ってますんで。だから、こういう質問を今回さ
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せていただいております。 

これから、そういった公共用地も含めて検討していくっていうお話でしたんで、

その辺の面積もこれからの流れの中で決めていくっていうお話だったんで。是非、

公共用地はある程度確保していっていただきたいなというふうに思ってますんで、

よろしくお願いしたいと思います。 

都市計画には JR の駅が表示されてますよね。JR の駅が九大農場跡地のあそこら

辺にできるといいなみたいな。これは決定ではありませんってこと分かりますけれ

ども、一応表示されてますんで。昨年、今年ですか、去年、JR との包括協定やっ

ていただきました。このまちづくり協力事業者っていうのは、先ほども言いました、

大手というふうに言われてましたんで、この JR を考えてあるのかどうか。この辺

も、駅ができる所を考えていけば、この JR とのまちづくり事業者としての中にも

入れて、候補に入れていいんじゃないかなって思ったりするわけですが、その辺は

どうなんでしょう。 

◎議長（小池弘基君）     

池見副町長。 

◎副町長（池見雅彦君）     

すみません。先ほど議員おっしゃいましたように、今後のロードマップ的なも

の、私ども、この跡地については、お示しはしておりますけども、例えばゼネコン

が決まってるとか、もう土地利用の方向が決まってるとか、そういうようなことは

全くございません。一応、スケジュール感だけをお示ししただけで、早ければ令和

10年度に市街化区域、まず調整区域ですから市街化区域に編入しなくちゃいけませ

んし、その後、都市計画の決定を様々とって、令和12年にやっと市街化区域に編入

ができると。やはり、ちょっと調整区域から市街化区域になるのは、ちょっと時間

が掛かるんですね。そういうふうなロードマップはお示ししてますけども、土地利

用の方向性だとか、事業者とか施工業者とかいうのは、全くまだ決まってない状況

でございます。 

そして、今お尋ねのJRさんの駅の関係でございますけども、議員おっしゃるよう

に、私どもJRさんと今年包括連携協定を結びまして、駅の、駅周辺、粕屋町６個あ

りますけども、この６個の駅の周辺のまちづくりと言いましょうか、について今協

議を行っているところでございます。それと併せまして、この九大農場跡地の新駅

についても、是非JRさんのほうには検討をお願いしております。ただ、JRさん、こ

の駅自体が橋上駅、道路の上を行くもんですから、ちょっと三階建てぐらいの駅が

どうしても造らなくちゃいかんというふうな状況で、費用が相当、駅を建設には掛

かるというのが大きなネックになっております。そういう部分含めて、まだまだ今
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からどうなるのか、私どもとしては、是非駅ができれば、またまちづくりに一つ弾

みが付くなっていうのもありますけども。どうしてもコストとの兼ね合い、それと

駅と駅間がちょっと近過ぎるっていうのもJRさんとしては、少しネックがあるとい

うことでございます。 

ただ、今後協議を進めてまいりたいと思いますし、今後開発につきましては、い

ろんな開発事業者、私どもと一緒になって事業を進めていただけるパートナーと言

いましょうか、民間のパートナーの事業者を、我々今後、公募でいろいろ御提案を

頂いた上で、決めてまいりたいなと思っております。そのときに、JRさんも大きな

一つの候補、事業者の候補になるんじゃないかなというふうには考えております。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員、予定時間超えてますんで、まとめてください。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

60分権利がありますんで。ちょっと中身が濃いんで、ちょっともうちょっと予定

をしてますけどね。 

もうちょっといいですか、話をして。 

◎議長（小池弘基君）     

60分使ってもらって８分ですから。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

はい。すいません。ちょっと、まだまだ疑問点が残るし、もう一問、最終質問が

残ってますんで。 

◎議長（小池弘基君）     

午前中３人の予定です。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

それは分かっております。 

◎議長（小池弘基君）     

はい。山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

ロードマップを示されてるわけですよね。今副町長は、ただ示してるだけです、

みたいなことに聞こえるんですよ。これ絵に描いた餅ですみたいなことに、下手し

たら聞こえるんですよ。違うでしょ。ロードマップを書くってことは、やっぱりや

っていきますという思いじゃないですか。だから、ここが今言ったように、いやこ

れはただロードマップを示してるだけですっていう言い方だと違うんじゃないか

な。決意が足らないんじゃないんですか。いつまでたってもこれじゃできないじゃ
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ないですか。だから、ここに書いてあることをやっぱり進めていってほしい。その

ために示されたというふうに、私たちは感じてますよ。ようやっと動き出したねっ

て。後が、終わりが見えてきたねって、みんな思ってますよ。これは、今副町長が

言われたような言い方だと、いつじゃあ終わるのって。決まってないのって。決ま

らないの？これやっぱり、絵に描いた餅？みたいなことになりかねないんです。だ

からそうじゃなくて、やっぱりやるんだったらやる。そういうふうに進めていって

いただかないと、なかなか私たちも、はいそうですかというふうに今度はならない

と思ってますんで。その辺はやっぱり、しっかり議会に書いて出した以上は、これ

をやっていくという強い思いを持って進めていっていただきたいなというふうに思

ってます。 

不動産業界では、JRとの連携協定というのは町にとっても有利だと。あそこに駅

ができたら当然価値も上がってくるし、土地の値段も上がってくるし、都市も空間

も非常に良いものができてくるっていうふうに言われてるんで、不動産業界では、

JRとの連携協定が有利だというふうに判断されているとだけ言っておきます。 

一番ここで最後言いたかったのは、私たちはそういう動き、お金の動きっていう

のはなかなか見れない。これ起債をして返済をして、土地開発公社がありますか

ら、そっちで例えば土地開発が買うとなれば、土地開発公社にその辺を見てみれ

ば、お金の動きっていうのは分かってくるんですけど。売って買って売却して、そ

のお金の流れっていうのは分かってくるとは思いますし、利息幾ら払って、幾らお

金返してますよっていうのは分かると思うんです。ただ、やっぱりこれは、誰の目

にも見えるように、予算書で見れるように、やっぱり何か公債費だけでは分からな

いので、公債の名目を付けていただいて。例えば仮称をこう書いてますけど、仮称

九州大学跡地積立金、基金ですよね。にしておくことで、土地の動きを見やすくし

ておく必要があるのかなと思いますんで、そういった考えはないかどうか、ちょっ

と最後聞きます。 

◎議長（小池弘基君）     

池見副町長。 

◎副町長（池見雅彦君）     

先ほど、決意が足りないというお叱りでございますけども、私どもそのスケジュ

ールをしっかりお示しして、このスケジュールでやっていくということを、前回議

会で、令和12年には定期線引き、市街化地域の編入に向けてやっていくということ

をお示ししております。ただ、何度も申しますけども、その内容、土地利用の方向

性とか、そういうふうなものについては、まだまだ今から来年以降、今も本当はや

っておるんですけども、しっかり検討しながら、議会にお諮りしながら、それぞれ
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協議しながら、土地利用の方向性を定め、そして事業者を公募して、そしてこの事

業を進めてまいりたいと思っております。一応、私ども目標としてるのは、令和

12年の定期線引きに市街化区域を編入するということを前回の委員会で御報告して

おりますけれども、内容については、まだこれからしっかり、また議員にも御相

談、議会にも御相談していくというふうに考えております。 

それと、この資金の流れが見れるように、しっかりしてほしいという御要望でご

ざいます。積立基金一つで、積立基金ですけども、これは基金を積み立てて、何か

のときにお金を使いましょうというふうなことで、今のところ、基金を積み立てる

積立金を今から積み立てるということは、今のところ考えておりません。起債な

り、土地開発公社の民間資金を活用した資金、資金繰り、資金をそこでしっかり確

保した上で事業ができるというふうに考えておりますので。ただ、もう一つ、その

事業を見える、その事業の内容が見えるようにする。事業の収支が見えるようにす

るってのは、もう議員おっしゃるとおりだと思います。それはなるべくそういうふ

うにしたいと思っておりますし、もしも、一つ今想定されているのが、開発許可と

いう手法と区画整理という手法、二つの手法を私ども考えておりますけれども、も

しも、区画整理という手法を採りましたら、これは特別会計を町の中で作って、区

画整理特別会計というものの中で処理してまいります。ですから、もう全くころっ

とした九大の区画整理特別会計という中で処理することになろうと。ですから、は

っきり収支は見えていくような状況になるのかなと思います。 

以上でございます。 

◎議長（小池弘基君）     

山𦚰議員。 

◎１４番（山𦚰秀隆君）     

時間ありませんので、これで終わります。 

ありがとうございました。 

（14番 山  秀 君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）     

ただ今から休憩といたします。 

再開を10時40分といたします。 

（休憩 午前10時29分） 

（再開 午前10時40分） 

◎議長（小池弘基君）   

再開いたします。 

議席番号13番、本田芳枝議員。 
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◎１３番（本田芳枝君）    

13番、本田芳枝でございます。通告書に従って質問をいたします。 

今回質問を四つ用意しておりますので、かなり時間的に無理があるかなと思いま

すが、やはり今どうしてもこれを質問したいという思いでしておりますので、よろ

しくお願いいたします。最初は、男女共同参画推進事業について。２番目は、まち

づくり活動支援事業について。３番目は、大川小学校学童保育所増設に対する町の

対応について。それから４番目は、校内適応指導教室についてというふうにしてお

ります。 

１番目を行きます。男女共同参画推進事業について、本年は第２次粕屋町男女共

同参画推進計画の策定の年に当たり、昨年から予算を付けて策定中です。１期の後

期計画、令和２年度から６年度の事業を振り返りながら、２期の計画にいかす取組

をされていることと思います。前回はそのような内容で質問し、できなかった部分

を今回させていただきます。 

それでは、その内容について、いつも質問するわけですが、質問の前に、私がで

きなかった部分っていうのは、女性の地域社会における女性の参画に関してあるい

は政治的なまちづくりに関して、女性の参画登用に関して特に注目をいたしており

ますが、その三つは、男女共同参画計画、推進計画の中に項目がありまして、一つ

は、各審議会等への女性の積極的登用。それから、各審議会等への女性委員のエン

パワーメント支援。３番目は、女性リーダーの育成ということでございます。主に

政策方針の場へ、女性の参画推進について、地域活動における男女共同参画の推進

に関する項目でございますが、残念なことに、この三つの評価は、令和２年度から

６年度現在まで、評価がＣあるいはＤになっております。特に、各審議会等の女性

委員のエンパワーメント支援に関しては、ずっとＤという評価がございます。 

10年前に粕屋町男女共同参画計画っていうのを町が策定しております。そのキャ

ッチフレーズは、「女性も男性も共に生き生きと活躍し、誰もが輝く活力ある粕屋

町を構築する」というテーマで、10年間。そして10年間の中に、前期計画と後期計

画がございますが、今のこの後期計画について評価をしました。その評価が、先ほ

ど申し上げた三つの評価がずっとＡでいく部分もありますけど、特にまちづくりに

関して、女性の参画ということに関しては、ＣあるいはＤという評価になっており

ます。 

行政の皆さんは、このことをどう分析しておられるのかをお尋ねしたいと思って、

今回の質問を用意しました。町は、政治分野における男女共同参画の推進において、

必要な施策を取り組む責務があると、令和３年の法律で決まっております。なのに、

現在の状況ではＣ及びＤの評価でございます。それで実際この質問に申し上げます
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と、令和３年６月の「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の改正

を、どのように町が受け止めているのか。地方自治体として、今後どのように考え

ているのかをお尋ねいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

髙榎協働のまちづくり課長。 

◎協働のまちづくり課長（髙榎 元君）   

男女共同参画推進事業を所管しております協働のまちづくり課から答弁をさせて

いただきたいと思います。１点お断りをさせていただきたいんですけれども、９月

定例会の一般質問に引き続きということで、ちょっと今から私が行う答弁が一部重

複するところがございますけれども、御理解いただきたいと思います。 

まず、法律の内容についてちょっと振り返りをさせていただきたいと思います。

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の改正の概要は、「政党そ

の他の政治団体の取組の促進」「国・地方公共団体の施策の強化」「関係機関の明

示」「国・地方公共団体施策の責務等の強化」となっております。そのうち、

「国・地方公共団体の施策の強化」の概要としましては、まず１番目に、環境整備

として、この施策の例示としまして、家庭生活との両立支援のための体制整備。例

えば、議会における妊娠・出産・育児・介護に係る欠席事由の拡大などを明記する

こと。次に、２番目としまして、セクハラ・マタハラ等への対応。防止に資する研

修の実施、相談体制の整備などの施策を講じるものとするということになっており

ます。３番目が、実態調査。調査対象として、社会的障壁の状況を明記することと

なっています。最後に、４番目の人材の育成等となっておりまして、この施策の例

示としまして、模擬議会・講演会の開催の推進を明記というふうになっておりま

す。 

既にもう御承知おきのことだと思いますが、この法律の改正を受けまして、令和

４年７月に福岡県では、議員の提案によりまして、「福岡県における議会関係ハラ

スメントを根絶するための条例」が制定をされております。この条例の趣旨は、

「福岡県内全ての地方議会に関する議員によるハラスメント又は議員若しくは議員

となろうとする者に対するハラスメントを根絶するため」というふうに記載をされ

ています。 

現在、先ほど本田議員言われましたように、第２次の男女共同参画計画を今策定

しておりまして、ちょっと中身についてはここで申し上げることはできないんです

けれども、一応この施策の内容も検討はしているところなんですけれども、先ほど

言われたこの三つの項目について、まだまだ改善の余地があるということになって

ますので、引き続きこの内容については、施策を行っていきたいと思います。 
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以上になります。 

◎議長（小池弘基君）   

本田議員。 

◎１３番（本田芳枝君）    

粕屋町の女性議員のパーセンテージは、16人中２名で、12.5％です。先ほどの法

律は、別名候補者男女均等法と言われ、議員を目指す候補者が男女均等になるのを

目的に制定された法でもあります。来年の４月に粕屋町議会議員の選挙があります

が、それに向けての必要な施策の取組を考えて、町も議会も考えていく必要があ

り、そのことが、投票率が向上するということになっているのではないかと思いま

す。 

それで、先ほどの答弁とはちょっと違った視点で私申し上げますが、私は一人の

女性議員として、自分のことを考えた場合、もっと糟屋郡に女性議員を増やした

い。粕屋町でも今二人ですけど、３人でも４人でも５人でもいてくだされば、どん

なに議会の中でいろんな考えを広げることができるのではないかと。自分自身が余

りそのことについて、いろんな動きをしてないという反省から、一つのプロジェク

トチームを立ち上げて、今３回シリーズで研修を重ねております。そういった中で

痛感するのは、例えば誰かが手を挙げて候補者になりたいって言っても、それを支

援する側、応援する人たちがいないと、その方は幾ら自分一人でもできないんです

よ。だから、前もって組織の中で活動するとか地域の中で活動するとか、そういう

状況が既にないと、非常に難しいし、今７町で取り組んでおりますけれども、実際

粕屋町はまだ手を挙げる人がいません。志免町、それから久山町、それからもう一

つ町があるんですけれども、そういうところはやってみようという方が、今おられ

ます。 

それで私は、直近の粕屋町でそれがないっていうのは、私たち議会のいろんなこ

ともあるかもしれないけど、町がもうちょっと施策を取り組んでくれたなという気

持ちはございましたし、過去、一般質問でそのことを強く申し上げてなかったとい

うこちらの反省もございます。ただ、こういうふうに、事業をずっと展開してその

年その年で評価をしておられる。その評価の中に、女性の人材育成、地域での女性

の在り様、特に２番目の各審議会等への女性委員のエンパワーメント支援っていう

のは、実際これをやろうと思えばできるはずなんですね。 

私は以前、「あすばる」でこの審議会のメンバーの方の研修会がありますから、

是非そこにも行かれるように、町のほうから言ってくださいというふうに申し上げ

たことがございます。でも結局それはなかったのかな。Ｄという評価ですから、分

からないんですけれども、そういうことも含めて、町の今までの在り様っていうの
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をちょっとお尋ねしたわけです。そのことに関しては、どういうふうに分析をして

おられますか。 

◎議長（小池弘基君）   

髙榎協働のまちづくり課長。 

◎協働のまちづくり課長（髙榎 元君）   

この第２次の粕屋町男女共同参画計画を策定するに当たりまして、令和５年に意

識調査というのを実施しておりまして、もう既にホームページのほうに公表してる

んですけれども、こちらで設問の中に、これも前回、平成31年に行いました調査の

内容と併せて記載をしてるんですけれども、「市町村長や地方自治体議員への就任

や立候補を依頼された場合の対応」についてということで、設問がございます。平

成31年前回の調査で、女性「引き受ける」という回答が、7.2％。「断る」という

回答が、85.3％だったものが、今回令和５年度の調査では、「引き受ける」という

方が、5.3％に減ってしまいまして、あわせて、「断る」という方は、90.2％。９

割近くの方がもう「断る」ということで、役職に就くことを望んでいない人が、こ

の５年で増えているんだろうなということは分析をしております。もう少しその設

問がございまして、その役職を断る理由として、「どういう理由で断られるんです

か」とお尋ねしてる設問があるんですけれども、その女性につきましては「時間的

な余裕がないから」という方が、前回平成31年の調査47.3％であったものが、今回

調査で、55％と８ポイントほど高くなっています。恐らくこちらについては、個人

の時間の使い方に対する認識が、子育て、介護、労働時間、いろんなものに起因を

してくるのではないかというふうに推測をしておりまして、そうすると、なかなか

粕屋町単独では難しい課題になるのかな、恐らくこれについては、社会全体で取り

組むべき課題になるのかなというふうには考えております。なかなか私ども今まで

もいい評価ができてなくて、できて啓発っていうところまでしか進めてはいなかっ

たんですけれども、これからも啓発は、なかなか実は結ばないかもしれないですけ

ど、地道にそこについては続けていきたいというふうには考えております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

本田議員。 

◎１３番（本田芳枝君）    

ここまで分析をしていただいて、そして今、平成27年にできた10年後の新しい２

期の粕屋町男女共同参画計画ができる今策定の段階で、今回議会でその内容を少し

報告されるようなんですけど、その中に多分今おっしゃったことが盛り込まれて、

具体的な施策も考えておられるのかなというふうに思います。 
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私自身のことを言いますと、私は、実は町政モニター、私が議員になる前に、町

政モニターに応募して、そこでちょうど町が図書館を建てよう、だから皆さんも学

んでくださいということで、伊万里市の図書館に行って、そのすばらしさに本当に

感銘を受けて、粕屋町でもこういう図書館を造るにはどうしたらいいかということ

から出発して、今の議員としての活動がございます。だから、審議会のメンバーの

方たちに、せっかく審議会でお見えになってるんですから、そういう方たちにいろ

いろ研修を受けてもらうということは、とても大切なことであり、実際今の女性も

男性もそうでしょうけど、本当に忙しくしていますが、自分の忙しさを分析して、

私たちの町は私たちで変えようという、そういう視点で物事に取り組んでいただけ

るような内容になればいいなと思っております。 

それでは、１問目の質問は終わります。 

次に２番目、まちづくり活動支援事業について質問いたします。子ども食堂、フ

ードパントリーなどの活動をしている団体への町の支援が、令和６年度で終わるこ

とになっていて、来年度の活動が見通せないで困っておられる団体がございます。

まちづくり活動支援助成申請交付金の申請では、その団体は５年前に自由提案型と

して申請しておられました。申請の事業の職種は、ほかに行政提案型があり、そち

らは５年という期間限定ではないようです。自由提案型として申請し、子ども食堂

などの活動、フードパントリーとして必要な家庭への食料品などの配布をされてお

り、支援の必要な方へのボランティア活動が多くの方に喜ばれています。今後、こ

の活動を継続するための方法はないものかと案じております。募集要項にはその年

度の行政提案事業の募集テーマが掲載されており、それに当てはまればいいのかな

と思いますが、現在、団体が支援している内容の該当するテーマがありません。そ

のようなことを踏まえて、（１）補助金の仕組みと行政提案の条件はどのようなも

のか。それから（２）子ども食堂、フードパントリーなどについての町の施策は、

この２点を併せてお答えください。 

◎議長（小池弘基君）   

髙榎協働のまちづくり課長。 

◎協働のまちづくり課長（髙榎 元君）   

当該補助金につきまして、「粕屋町まちづくり活動団体助成金」っていうのが正

式名称になりますが、こちら所管しております協働のまちづくり課から、この１番

目の補助金の仕組みと行政提案の条件についてお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

この助成金は、「粕屋町において協働のまちづくりを推進するため、住民等が営

利を目的とせず、自主的に実施する公益性のある活動に対し、粕屋町まちづくり活
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動団体助成金を交付すること」を目的としております。交付対象は個人ではなく

て、「まちづくりを主たる目的とし、自主的かつ公益的な活動を行う団体」など、

幾つかの要件があります。先ほど言われましたように、助成金交付対象事業は２事

業ありまして、一つ目は、「団体の発意による自由提案事業」で、「同一団体によ

る同一事業については、最大５回までを交付対象とする。」というふうに定めてお

ります。もう一つは、「町が提案するテーマに基づく行政提案事業」で、その名の

とおり、町が団体の皆さまに行っていただきたい事業を決めて募集を行うもので、

こちらについては、回数の制限はございません。なお、このテーマにつきまして

は、毎年度募集を行う前に、全庁的な意向調査を実施しており、それに基づきこの

提案事業という形で募集を行っております。当該補助金の要綱は、令和元年に策定

をしており、令和２年度から実施ということにしておりますので、今言われました

ように令和６年度で最大回数の５回に達しますので、今回、御質問いただいたこの

自由提案事業に関する団体に関するものだというふうに認識をしております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

それでは、子ども食堂、フードパントリーということですので、子ども未来課と

しても回答させていただきたいと思います。子ども未来課といたしましては、その

事業内容とまた継続性、こういったものを重視して、事業の継続というのが必要で

あれば、行政提案として継続のほうは図りたいと考えております。 

子ども食堂、フードパントリーなどの活動については、現在子どもの居場所づく

りとしても社会的にも認知されておりまして、継続した支援というのは必要だとは

考えておりますので、行政提案について検討をしていくということを考えておりま

す。なお、つい先日、12月２日に協働のまちづくり課のほうから、令和７年度の粕

屋町まちづくり活動団体助成金における行政提案事業のテーマ募集がありましたの

で、こちらについて提案をしていこうかと考えております。 

町の施策はということですけれども、先ほども言いましたが、社会的にも認知さ

れて継続した支援が必要であるとは考えております。しかし、その事業内容とか実

施方法というのが、子ども食堂にしてもフードパントリーにしても、どこでするか

とかそういったものを含めて、かなり様々な取組をされてるところがございます。

行政としてどこまで関わっていけるのかっていうのは、なかなか難しいところがあ

るんじゃないかなとは考えておりますが、実際に子ども食堂等の活動を行っている

方から困り事とか要望を聞きながら、行政として支援のできる範囲、こちらの中で
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共に考えていきたいとは考えております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

本田議員。 

◎１３番（本田芳枝君）    

今のお答えは、行政側のお答えなんですね。私が心配しているのは、例えば私が

団体を持って活動しているときに、もう今から来年度の事業について考えないとい

けないし、予算化も何をどのくらいする、あるいは子ども食堂だったら場所をどう

するとか、人材をどうするかというのを、今から考えて計画書を出さないといけな

いような状況なんですね。だから、５年で自由提案型が終わるんだったら、その事

業をもう少し御自分たちが、１年でやめておられるケースもありますよね。だけど

続けたいと思っておられて、実際それを喜んでおられる方があるんやったら、最後

の１年、４年終わったぐらいから、何かそういう事業提案のこととかをまちづくり

支援室のほうでいろいろアドバイスをしていただけたら、今のような御相談という

か、不安を持って活動しておられることはないのかなと思います。 

それで今、１問と２問できちんと答えていただいたので、しかも12月２日にそう

いう提案をされて、それを受けられるというお話を聞いていますので、良いように

解決できるのかなとちょっと安心しておりますが。それが、もう少し早くボランテ

ィアの皆さんに手元に届くとよかったのかなと今思っていますので、今後そういう

ことも踏まえて、相談体制それから今後の流れ、こういうやり方がありますよと。

あるいは、原課とこういうお話をされたらどうですかとかいう話をしていただける

ようにお願いして、２番目の質問は終わります。 

それでは、３番目。大川小学校学童保育所増設に対する町の対応について質問を

いたします。大川小学校学童保育所の増設したクラスの運営がなされていないとい

う報告を、９月議会の決算委員会で受け取りました。当初の予定では、今年４月か

らの開設であり、施設の体制は整っているが、支援員２名の補充ができてないの

で、運営がされてないという報告を学校教育課は受けておられるようです。 

それで、議会の決算委員会の総括として、これは広報にも載っておりますが、建

物の増設に対し補助金を支給したが、いまだに開設できていない学童保育所の問題

について、当初の開設時期がずれ込んでいることは事実であるため、早期開設を喫

緊の課題として捉え、積極的に取り組むべきだと行政のほうに意見を出しておりま

す。 

国や県や町からの補助金を受けての増築工事でございました。基準額に対する補

助は、2,347万円となっています。今年度の運営費、例えば人件費などの増額補助
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も多分申請をしておられると思うし、予算化していることと思います。実際、大川

小学校学童保育所は、４月には19人の待機。それから、夏休み前には４年生の９人

の待機が出ています。今後どのように対処されるのか、町の姿勢を問います。 

１番として、１年間運営されなかった場合、国や県に対する申し開きは、どこが

どのようにするのか。増設のためには事業計画があったと思いますが、どのような

経過で増設申請をしたのか。その計画どおりに進まなかった場合の罰則規定やペナ

ルティはあるのでしょうか。質問いたします。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）   

11月11日の日に開催をされました文教厚生常任委員会、こちらのほうでも同様の

御質問頂きましたので回答のほうについてはちょっと重複をいたしますが、再度御

質問でございますのでお答えをさせていただきます。御質問頂きましたこの国・県

の補助でございますけども、学童の増設工事に対して受けまして、町の補助も載せ

て法人のほうにお支払いをしているというものでございます。議員の言われます計

画ですけども、この補助に対する計画でございますので、当然そこの増築工事の計

画ということでございまして、運営までは入っていないようなものになります。募

集をかけても、言われますように支援がそろわれないということで、やむを得ず今

運営の開始が遅れているような状況でございます。 

ここから仮のお話になりますけれども、今後、国等の会計検査といった補助金に

対する調査が、もし入った場合に、実際にはこの学童の施設が増築されていないで

すとかあるいは学童と別の用途に使用されているといったこと。あるいは、何年間

もこの開設の見込みがないまま放置をされているとか、そういったようなことがも

しありますれば、補助金の返還等のペナルティが発生するということになるかとは

思っております。しかしながら、実際にはこの学童施設増築工事竣工しておりま

す。これ私たち、私も含めて学校教育課の職員行って、現地で確認もしておりま

す。 

また、運営法人からの報告によりますと、支援員のほうも必要な二人のうち一人

は既にめどが付いていると。実際には、今もう待機がいない状況になっております

ので、今から開設する必要は、特にはないと言えばないんですけれども、法人のほ

うにお話を聞きますと、めどが付けば、実際にもう雇用もしてしまって、人員確保

しておこうかということも言われているような状況でございまして、遅くともまた

新規の申込みがございますんで、遅くとも来年４月からは運営開始をしたいと、そ

ういう見込みであるということで御報告を受けているところでございます。そうい
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う状況でございますので、ペナルティ等が発生するような状況ではないというふう

に認識をしております。 

◎議長（小池弘基君）   

本田議員。 

◎１３番（本田芳枝君）    

先ほど、文教厚生常任委員会で報告をしたというふうにおっしゃいましたが、そ

の時は、もう口頭で金額を話されるだけで、事前にうちの委員長に文書でしましょ

うかって相談をされたみたいですけど、補助金の内容はよく分かりませんでしたの

で、後日、文書で回答していただきましたし、私は議員として、決算委員会でそう

いう意見書を出したんだから、今後うちの常任委員会でそれをするべきで、私は一

般質問するつもりはございませんでした。だけれども、そのうちの運営上の関係で

よく審議ができなかったので、私は調査権があるから大丈夫だと思っていたんです

けど、そうはならなかった。これは議会の問題として、今後課題として上げたいと

思いますが、そういう状況なので、あえてここで一般質問をさせていただきまし

た。 

それで、２年も３年も放置あるいは別の用途に使ってなかったら、会計検査のそ

ういうことではいろいろ対応しないといけないっていうお話ですが、私に言わせた

ら、一応増設の申請は学校教育課からされていると思うんですよね。そこを確認し

たいんですけど、その計画をして補助金をこういうふうに頂いて、それが１年間稼

働していない。特に私が申し上げるのは、夏休みに４年生が９人、待機児童がある

んですね。普通３年生までの方が多いんですけど、私は、４年生はかなり御事情の

ある御家庭ではないか。それでもう既にないと、学童保育行けないって分かった

ら、やっぱり各御家庭はそれなりの方法を取られるんですよね。だから、夏休み以

降も今も待機はないように見えますが、実際、潜在的な保護者の思い、子どもたち

の思いは数字では表れない。そこはやっぱり学校教育課としてあるいは教育委員会

として留守家庭の子どもさんがどのように思って過ごしておられるかを、もうちょ

っと考えていただきたいなと思いますが。 

実はうちの町は、一つのこれはどうしようもない制限かなと思います。学校教育

課が一応考えますけど、実際、協立という民間の方がそういうことを全て総務課と

の話合いの中でいろいろなさるから、その辺のやりとりは結構難しいところがある

し、あまり相手の立場に踏み込めないっていう事情もあるのではないかと思います

が、町民としては、実際に学童保育に預けたいと思っておられる保護者あるいは子

どもに関しては、もうちょっと気持ちが複雑かなと思っています。 

それで２番目の質問に、福祉法人による同時開設のほかの事業所の人員体制は整
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い、そちらは今年度春から開業されています。学童保育所のほうが人手不足で開設

できてないっていうのは、私には少し違和感がございますが、話は別の視点からす

ると、先ほどの私の意見とも重複しますが、新宮町や篠栗町では、夏休み前に増員

計画を６月にホームページで募集してありました。実際それが稼働されたのか、私

問い合わせますと、篠栗は30人掛け３クラスで90人、新宮は４クラス。だから、実

際に運営を夏休みだけされているんですよね、そこは。人員体制はあったような感

じなので、私は、粕屋町の状況をどういうふうに考えたらいいかなと思ったとき

に、支援員の待遇についてちょっと考えたんですけど、この件に関しては、お答え

は難しいかなと思うので、３番目と一緒に申し上げます。 

３番目は、学童保育の支援員の業務委託によると、業務内容それから業務時間な

どに対して報酬が低いように見受けられますが、増額の予定は、としております。

簡単にいかないのは分かっております。それから、学校教育課がこれを担当してな

いのも分かっております。ただ、教育委員会としてどのように考えるか。あるいは、

この人員体制を対応しておられる総務課、つまり町としては、どういうふうに考え

ておられるのか。その辺をお示しください。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）   

この学童の支援員、この職種について、全国的にも人材が不足をしているという

職種であるというふうに思っております。ですので、その処遇について、現在待遇

改善が望まれるということは、重々承知をしており、間違いないところかなという

ふうには思っております。ただ、この処遇変更しようと思いますと、今回言われて

おります学区、大川の学童だけではなくて、包括委託をしておりますほか３学童全

てについて、同時に考える必要が出てまいります。町の財政面ですとかほかの職

種、包括委託になりますと学童以外の職種全て関わってまいりますので、そういっ

たバランスなど考慮しなければならない点が多くあります。総務課等との関係機

関、関係部署と協議をしながら検討してまいりたいと思っております。報酬額につ

きましても、委託元であります町が直接的にこの増額指示ということができません

ので、この協議して委託料に反映するという形での対応しかできませんので、それ

も含めまして、協議をしてまいりたいかなというふうに考えてるところです。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   

総務課の視点からお答えをさせていただきたいと思います。まず、学童支援員の
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方の業務内容、業務時間に対して報酬が低いというような御指摘を頂いております

が、ちょっと本日現在、求人情報を朝、確認してまいりました。近隣の自治体の求

人情報で、大体1,000円から1,200円ぐらいの間で求人募集をされておりましたし、

先ほどからあります大川の学童につきましても、ほぼ同額程度で求人情報を出され

ておりまして、今現在、粕屋町で包括業務委託ということで、学童支援員に時給の

目安として示してる金額と変わらないというような形で、本日朝現在の求人で確認

のほうはしてきております。 

それで、今後その増額の予定はっていう御質問に対しましては、増額に関しまし

ては今後、最低賃金の上昇等も考えられますし、近隣の状況なども見ながら、増額

については検討してまいりたいというふうに思っております。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

本田議員。 

◎１３番（本田芳枝君）    

今、募集をしている学童保育所は、もともと人員体制が弱いのではないかと思い

ます。例えば、既に十分に体制を整っている学童保育所は、今頃よっぽど事情ない

限り、募集はしません。それ普通の感覚ではないですか。私が聞いた２か所の学童

保育所の支援員の方は、うちの町が、私が資料を見た時は、1,050円でしたけれど

も、１時間時間給。そこは、1,300円でした。それはきちんとした調査ではない

し、飽くまでも口頭で聞いただけなので、私はもっと調べたいなと思うんですけれ

ど。 

それから、前回私申し上げたけれども、こども家庭庁あるいは文部科学省が、結

局夕方の時間を、先ほど、前回私この質問してる時に、次長がお答えになった法人

の答えは、多分夕方の時間帯、そういうのが難しいから人が集まらないのではない

かというお話をされていましたので、そのことも考えましたが、そういう国は、そ

ういう時間帯には少し時間給を増やすみたいな、そういう施策もしていいよ。ある

いは、補助金を出すよという体制を示しておられたと思います。だから、私はもう

少しこの学童保育所の支援員さんへの待遇を、今町がしている、名前出していいか

分からないけど行政サービス包括の業者の方の業務委託一覧がございまして、各職

種とそれからその金額を、私は手元に持っておりますが、これは一般の事務あるい

はその他本当にそこに行ってその仕事だけすればいいという方の時間給なんです

ね。 

それと、私は学童保育の支援員を同列にしてやるっていうのが、一つは問題では

ないかと思うんです。実際その業務内容を聞くと、結局、保育をしながら事務的な
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ことあるいはお金を集めたり、そういうのも本当に、それからスポーツ保険などの

徴収も全部そこがするようになっていて、それは町と包括委託等の業務提携でそう

いう話になってるんですね。だから、それはそれで仕方がないんですけど、働く現

場の人はやっぱりちょっときついなあっていうふうに思われて、なかなかこう辞め

たりあるいは雇用をお願いしたりするっていうのが、ひょっとしたら遠のいている

のかも分からない。 

だから、そういう意味で、全体の支援員の働きは、実際見守りなので、学校の先

生とか保育所の保育士さんの仕事とは違うと思うんです。だけど、事故が起こった

とか何かが起こったとか、親御さんの相談とかいろいろ受けるわけですよね。だか

ら、自分の範囲でそれは処理されていると思うんですけど、普通の一般の包括委託

のほかのとは、少し事情が異なると思います。そういったことも含めて、今後検討

していただきたいっていうのが、私の今の質問の趣旨でございますが、どうでしょ

うか。 

◎議長（小池弘基君）   

豊福総務課長。 

◎総務課長（豊福健司君）   

御質問の趣旨につきましては、理解をさせていただいておりますし、包括委託全

般につきましては、定期的に打合せとか協議とかを行っておりますので、その中の

議題の一つとして、今後も協議を進めてまいりたいと思います。 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

本田議員。 

◎１３番（本田芳枝君）    

私に３月にお電話された方とか、それ以外にいろんなところで会った方で、困っ

ておられるし不安だというふうにお話しなさいます。じゃ、御自分から手を挙げて

くださいっていうお気持ちがあって、私のほうの気持ちがあって、私は議員という

立場なので、そんなに深く入り込めないし、もう自分がかなりの年なので、やっぱ

り当事者が、その話を実際に役場のほうだったり包括委託のほうだったり、支援員

さんにきちんとお伝えして、それをどうするかをみんなで考えるっていう、それが

普通だと思うんですよ。だけど、今それがなかなか難しいっていうふうに私は思っ

てるので、ここでこのような質問をしているんですけど。 

私、粕屋町全体が、そういうまちづくりとか自分たちが置かれている状況を、も

っとフラットに話し合える、そういう環境を作れたら。作れてないからこのような

ことが起きるのかなと思って、それは私自身の議員としての責任でもあるんですけ
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ど。今後そういうことを考えていきたいし、そういう思いが自由に役場のほうにも

届くし、支援員さんにも何かそういう形で、みんなでこうしようかみたいな、そう

いう流れになるように、そのことを祈って、この質問は終わります。 

それでは最後に、校内適応指導教室についてをいたします。文部科学省は、令和

６年10月31日に発表した令和５年度の不登校生の数は、34万6,000人という数字で

ございました。これは、新聞で大々的に公表されているので皆さん御存じと思いま

すが、今回の発表では、全国的に小学校低学年の不登校生の数がかなり増えている

ということです。私はコロナのこともあるのかなと。結局、割と人と話せないとか

自宅にこもっている親子が多かったっていうのも、一つの要因ではあるのかなと推

測しておりますが、粕屋町においても報告を受けておりまして、小学校が、

103人。中学校は、123人で、合計全体に対して4.59％の不登校生がいるという状況

でございます。その対策としてどんな取組を現在しておられて、今後のことを問い

たいと思いますが、もう質問を簡単にいたしました。今後の適応指導教室の在り方

やその方向性について、お示しください。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）   

適応指導教室につきましては、町内中学校２校につきましては、もう従前、かな

り以前から設置がされております。それぞれ、県費の職員さんが配置をされておる

というような状況でございます。小学校について、令和５年度、昨年度から校内適

応指導教室を設けました。そちらに令和６年度、町費職員を配置したというとこで

ございます。ただ、全部はこれ県のほうにも要望してるんですけど、県からつきま

せんし、町のほうでもなかなかこれもまた探しても見つかりにくい職種ということ

もございまして、全ての配置はできておりませんので、今後につきましては、まず

この県職員の要望を含めて人員配置を必ずしていきたいということで、こちらのほ

うに力を入れてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

◎議長（小池弘基君）   

本田議員。 

◎１３番（本田芳枝君）    

時間的にまだちょっと余裕があるので、質問したいんですけれど、今職員につい

て、県のほうと相談しているというふうに言われますけれども、この校内適応指導

教室の職員は、どのような職種の方が、例えば中学校は何名いらっしゃる、小学校

で今いらっしゃるところは、その職種はどのような方なのか。それと「ぽると」で

も不登校生に対する取組をしていますよね。その連携はどういうふうになっていま
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すか。それを教えてください。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）   

不登校対応の教室ということもありまして、常に多人数が来るというものでもご

ざいませんので、基本的には１クラスありまして、そちらに一人配置をされている

というのが、現状まだそんな配置ができてないんですけれども、理想的な現状での

状況かなというふうに考えております。 

資格としましては、特に学校の教員免許が要るとかいうものではございませんけ

れども、できるだけそういった知見があるにこしたことはございませんので、そう

いったところを中心に募集をかけておるというような状況ではございます。 

◎議長（小池弘基君）   

本田議員。 

◎１３番（本田芳枝君）    

そしたら、この適応指導教室の職員は、県からの配置？あるいは、県の補助金？

中学校はずっとそうだったのかなあとは思うんですけど、そこは明確でなくて、町

からの持ち出しはなくて、小学校も同じような形で採用されているということです

か。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）   

現状は、中学校については県費職員の配置でございます。県が、全て人件費を負

担しております。県のほうから派遣と言いますか、県のほうから配置をされている

という状況でございます。小学校につきましては、１名おりますのは、町の会計年

度任用職員でございますので、これは町が人件費を負担しております。 

◎議長（小池弘基君）   

本田議員。 

◎１３番（本田芳枝君）    

ということは、町が独自でそういう開設をしてやっているということですね。そ

れはそれでとてもいいことだと思います。それで、いつも今の言葉尻をとって申し

訳ないんですけれども、校内の適応指導教室はいつも人がいるわけではないから、

人もなかなか張りついているわけにはいかないようなお話をちょっとなさいました

けど、ちょっと語弊があるかもしれんけどね。 

私は、先ほど申し上げた粕屋町の不登校生、これは数字がはっきりして、90日間
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お休みを、いや30日間だったかな、お休みをとって長期で続けて休みを取っておら

れる方の人数だと思うんですけど、実際、この人数の何倍も不登校になりそうなお

子さんがいらっしゃるのではないかと思っております。結局、１週間行ってあと何

日か休んで、１週間行ってって、そういう飛び飛びの方たちは、この数字には出て

こないんじゃないかなと思っています。 

不登校気味の子どもさんがいらっしゃった場合に、そういう方でも気軽に教室に

入れれるような、何かそういう温かい雰囲気っていうか、いいよみたいな。私も行

っていいんだ、みたいな。学校には行けないけど、そこには行けるっていう。そう

いう子どもさんを、来ていただくような流れを、そのお部屋でしていただきたいと

思うので、そういうことも含めて、町の体制を今後お願いしたいと思うし。それか

ら、結局、小学校から中学校に子どもさんは上がるわけですし、いろんな相談をし

たいときは「ぽると」に行くだろうし、だから、そういうところの連携をきちんと

されたらいいのかなと。 

私たち文教厚生常任委員会では、昨年９月、10月だったかな、福岡市の状況を委

員会として視察に行きました。そこでは、かなり福岡市も非常に多かったようなの

で、対策をいろいろ立てておられて、それは私たちから見て、福岡市だからできる

のかなっていうのも感じました。でも、うちの町は、例えば特別支援教室学級のこ

とについても、きめ細やかな施策をしているので、そういったことも含めて、学校

教育の教育委員会全体で、町の雰囲気とか学校の雰囲気とかも併せて、もう少しこ

こを重点的に取り組んで頂けたらいいのになあと。せっかく町の費用で、今、一人

開設をしておられるんですけれども、不登校生はほかの学校にもあると思うので、

それで今後の方向性を、私は今ちょっとここでお尋ねしたいんですけれども、今後

はどのようにしようというお気持ちがあるのでしょうか。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）   

人員配置について、今後図っていきたいということは、先ほど申し上げましたけ

れども、まずこの30日というのが、累計でございますので、飛び飛びであっても

30日超えれば不登校とした形でカウントされてますし、15日になりますと兆候とい

う形で、不登校兆候という形で、それに対しても学校なり、また「ぽると」とも連

携して、採用しておるところでございます。この「ぽると」のほうで通われてる子

どもさんについて、学校のほうに登校できるように返していきたいというのももち

ろん最終形態としてはあるんですけれども、とにかく学校とのつながりをまず切ら

ないようにということも考えておりまして、保健室登校とか等もありますけれど
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も、給食チャレンジという形で、スクールソーシャルワーカー等が連れて学校に行

きまして、給食時間だけでも学校のほうで給食食べてみんなでわいわい話して帰っ

てくるとかいうようなこともやっております。そういったものの一環として、今後

この校内適応指導教室のほうも、より、そういった給食チャレンジとかよりはもう

少し実際の登校に近いような、中間的な位置づけとして、連携を深めていきたいと

いうふうにも考えておりますし、そういうような使い方を今後実際していくかなと

いうふうには思っているところでございます。 

◎議長（小池弘基君）   

本田議員。 

◎１３番（本田芳枝君）    

この校内適応指導教室に行った場合は、出席扱いになるというふうに聞いてお

り、学校に行くから当然それは出席だろうと思います。結局、そのクラスで自分の

居場所がないと感じた子どもさんが、そこに教室に行くことによって、少し心癒さ

れるっていうか、そういうことのためにあるのかなあと私は思っているんですね。

それでそれが長引くと、もう学校にも行けなくなって、「ぽると」にどうですかっ

ていう感じで多分進められるのかなと思っているんですけど、やっぱりここを充実

させるっていうことが、不登校を長引かせない。その切り札になるのではないかと

私は思っているんですね。やっぱり初期の段階で適切な指導あるいは適切な助言

を、あるいは子どもの心にも保護者の心にも、あそこに行けば何とかなるみたい

な。そういう場所が、学校にあったらちょっと違うのかなあというふうに、私は思

っているんですね。 

それで先ほど、まちづくり活動支援室のところで、子ども食堂の話をちょっとさ

せていただきましたけれども、地域において、子どもの居場所、毎日するわけでは

ないので、いつも開いてるわけではないけど、そこに行くと誰か普段話せないよう

な方とお話ができるとか、そういう居場所を国は今後どんどん増やしていくような

流れを作っているようなんですね。だから、地域における子どもの居場所、学校に

おける子どもの居場所。人は必ず人生長いから、あるいはいろんなことで心に傷を

持つんですけれども、そういう傷を負ったときに、例えば私たちが小さい頃は、近

所のおばちゃんがいろいろ優しい声を掛けてくれて、それで自分の気持ちが治まっ

たとか。そういう経験をしている人がたくさんいると思うんです。だけど今、家庭

家庭、一つの家庭で孤立しているので、なかなかそういうことがうまくいかない

し、学校もいろんな、今日の一般質問でもこれ学校で取上げられないんですかとか

言っていろんな話をされましたよね。私聞いてて、学校も大変だろうなと。やっぱ

り子どもから大人に言っていただくと、何かすごく効果があるみたいなので、そう
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いう話になるのかなと思ったり、子どもは将来大人になるわけだから、小さいうち

にいろんな勉強してたらいいのかなという思いで、そういうふうにするのかなと思

っていますが、学校自体も、とても今業務が大変で先生方も大変だろうと思いま

す。そういう中で、今後の方向性として、この居場所。ほっとできる場所を、粕屋

町でも幾つか、どんどんできて。幾つかじゃないですね。どんどんできていけばい

いなというふうに、今思っていますので、今、予算の段階なので、その辺を検討し

ていただいて、今後の在り様を進めていただきたいと思うんですけれども、町長昨

日、こども館の話をちょっとされたと思うんですね。こども館もやっぱり子どもの

居場所としてあると思うんですね。だから、今後そういう子どもの居場所、成長過

程における子どもの居場所づくりに対しては、どのように考えておられるか、ちょ

っと一言お願いいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

突然振られたもんですから。とにかく、今子どもたちが健全で本当に適正な教育

を受けられるかどうかだと思うんですよ。全てのこども館も含めて、「ぽると」も

含めて、適応指導教室も含めて、学校の通常の教室に戻すことが最終目的だろうと

思います。学校は信頼してないからそういったことをするんじゃないんですね。で

すから、そういった方向性で教育委員会のほうも位置づけてやってると思います。 

正に今言われましたが、昔は優しい人だと言われました。私は周り中、厳しい大

人ばっかりだったんです。そういった鍛えられながらの環境でも、子どもたちはす

くすく育てるような、頼れる大人がいる。それは非常に大事なことだと思います。

そういった意味で、こども館も含めて様々な教育環境、地域の環境も今後頑張って

作ってまいりたいと思います。 

◎議長（小池弘基君）   

本田議員。 

◎１３番（本田芳枝君）    

以上で私の質問を終わります。 

（13番 本田芳枝君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

ただ今、本田議員の一般質問を終わりました。 

そこでお諮りいたします。 

このまま続けて３番目の古家議員の一般質問に移りたいと思いますが、いかがで

しょうか。 
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よろしいですか。はい。 

それでは、休憩はせずにこのまま……。 

いや、職員入替えは今回ありませんので、もうこのまま休憩も無しという形で。 

トイレに行かれる方は、そこから自由に出ていただいて結構でございますので、

よろしくお願いいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

   それでは、議席番号１番、古家昌和議員。 

（１番 古家昌和君 登壇） 

◎１番（古家昌和君）   

議席番号１番、古家昌和です。通告書に従って、質問をしていきます。今回は１

問だけです。 

その前に、ここ皆さんタブレットに恐らく資料が入ってると思いますけども、私

も議会の中で、議会広報常任委員会というところに所属しております。議会だよ

り、これを年に４回発行させていただいてるんですけども、本当に皆さんに手に取

っていただける、手に取っていただけるような冊子として、しっかり努力して皆さ

んに周知していただけるような活動をしておりますので、是非皆さん手に取って御

覧いただきたいなと思っております。 

では、質問に入っていきます。１か月児及び５歳児健康診査の必要性と導入の予

定について、ということで質問していきます。国は、令和５年度12月の補正予算

で、１か月児及び５歳児の健康診査の実施を予算化。15億円の予算です。こども家

庭庁成育局母子保健課から各自治体へ通知されたと思います。財政支援に加え、必

要な技術的支援を行うことで、全国の自治体での１か月児及び５歳児の健康診査の

実施を目指すとしています。ちなみに、予算化される前の令和３年度時点での５歳

児・１歳児健診の各市町村での全体での実施パーセントは15％にとどまっていると

いう状況でございます。１番と２番とまとめていきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

１番目の質問です。義務化されている乳幼児健康診査以外に、町独自の実施の乳

幼児対象の検査などはあるのか。また、その実施目的と内容はという質問が一つ目

です。二つ目もすみません、併せてお願いいたします。就学前健康診断の実施目的

と内容はというところでお願いいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

それでは、１番目の質問に答えさせていただきます。市町村に実施義務がある健
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診につきましては、「母子保健法」第12条に規定されている１歳６か月児健診と３

歳児健診で、それ以外は、「母子保健法」第13条に市町村が必要に応じて実施する

健診、任意の健診として規定されております。粕屋町では、４か月児健康診査、

10か月児健康診査、２歳児歯科健診のほうを実施しております。実施目的につきま

しては、乳幼児の発育や栄養状態の確認、疾病の早期発見・早期対応、養育状態の

確認、事故や疾病の予防、生活習慣の確認それから保護者の心配事や悩みへの対応

や虐待の早期発見というところでございます。４か月児健診では、実施内容といた

しましては、計測、診察、保健相談。それから10か月健診では、計測、診察、保健

相談に加えてブックスタートのほうを行っております。１歳６か月健診では、計

測、診察、それに歯科の診察、保健相談、発達相談、フッ素塗布のほうを行ってお

ります。２歳児歯科健診のほうにつきましては、計測、歯科診察、保健相談と発達

相談とフッ素塗布のほうを行っております。３歳児健診につきましては、計測、診

察、歯科診察等に加えて目の屈折検査等を行っております。 

以上が実施内容でございます。 

◎議長（小池弘基君）   

堺教育委員会事務局次長。 

◎教育委員会事務局次長（堺 哲弘君）   

就学前健康診断、法的には就学時が正しいのかなと思いますけど、私たちもどっ

ちとも区別なく使っておりますので、問題はないかと思いますが、「学校保健安全

法」及び同法の施行令に基づきまして実施をしておりますものでございます。次年

度に、就学を予定しておりますお子さんを対象としておりまして、入学前にお子さ

んの健康状態を把握し、もしも疾病等の疑いがあります場合には、早期の病院受診

等をお勧めし、健やかに学校生活を送ることができるようにと、入学準備を目的と

して行っておるものでございます。内容といたしましては、内科と歯科の健診、ド

クターにお願いをして行っておりまして、栄養状態ですとか脊柱の側弯症という曲

がりの状態、異常ですとかあるいは眼、耳、鼻、喉あるいは皮膚、そういったもの

の異常、それから、その他疾病の疑いがないかというところを見ていただいておる

ものでございます。また、健診以外にも、給食センターですとか健康づくり課それ

から学校の先生方にも連携を取りまして、食物アレルギーや栄養等に関する御相

談、予防接種等の状況の確認それから学校生活の御不安がないかといった御相談、

そういったものも同じ健診会場でお受けをしております。 

◎議長（小池弘基君）   

古家議員。 

◎１番（古家昌和君）   
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詳細に本当ありがとうございます。もう聞けば聞くほど、本当細やかな乳幼児に

対してのケアをしっかりしていただいてるなという印象であります。今ここにスラ

イドにちょっと出させていただいてますけども、この赤いところが義務で、あと粕

屋町独自というか、県とかそういったところと一緒にやってやってるというような

検査だと思います。 

それで、何で私が今回ちょっとこういう質問をさせていただいたかと言います

と、実は私、粕屋町の子育て応援団というところに所属しておりまして、先日、わ

っしょいフェスタ行いました。もちろん、今回私改めて見ると、もう17回目の開催

ということで、よくよく考えると、この前身であった子どもフェスティバルという

のが2003年から行われておりまして、そこからいろんなことを参加させていただい

たりしてましたので、実質多分20年ぐらい携わらせていただいてるんですね。この

中で、私も基本的には対象が大体乳幼児、就学前の子どもさんが対象ですので、も

ちろん小学生・中学生も来ますけども、内容的にはそちらを重視した内容で開催な

んですけども、これは、もう私の主観ではあるんですけども、何となくです。

年々、発達に遅れがあるんじゃないかなあとか、あとちょっと特徴があるという子

どもさんと接する機会が増えてきたなっていう、肌感覚なんですけどね。そういう

イメージがありました。 

実際に、データとしてどうなのかというところをちょっと今回いろんなところか

ら拾ってきたんですけども、すみませんちょっと移動します。特別支援学校に入学

する子どもさんというのも、年々増えてきてるというのがもう一目で見れるかと思

います。それとその内容を見ていくと、特別支援学級に通っている子たちというの

ももちろん増えてきておりまして、その中でもこの濃いブルーのところと、ちょっ

と薄めのブルーのところと、ここの子どもさんたちが増えてると。これ内容を言い

ますと、自閉症だとか情緒障害、あとは知的障害、こういった診断をされる子ども

さんたちが増えてきてるというのが読み取れるかと思います。 

今、日本では少子化少子化と言われてますけれども、本当に少子化なのかという

ことを、もう一度確認なんですけども。今一番直近で、これですね、2023年。ごめ

んなさい。まず、結婚をするカップルの件数というのが、過去最低ということです

ね。ここが第一次ベビーブームだったんじゃないかと思いますけど、そこから考え

ると57％減という状況です。実際、結婚した夫婦が子どもをもうける数というのも

データとしてありました。出生数、これも見てのとおり過去最低ということです

ね。これ統計を取り始めた、もっと前もあるんでしょうけど、私が見たデータで

は、1899年が一番古いんですけども、これってまだ電話がやっと開通したなってい

うような時代です。この一番ピークのところから徐々に、この辺ではものすごく子
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どもが生まれた時期。この辺りも鉄腕アトムとかこういったのが放映されて、正に

私たち世代だったと思うんですけども。あと、力道山がテレビに出て、刺されたっ

ていうようなニュースがあった頃。ケネディ大統領の暗殺とかそういう時代です

ね。そういう時代に比べてもう全く少ない状況というのがこれ読み取れるかと思い

ます。 

よく言われる合計特殊出生率。これ16歳からだったかな、15歳から49歳までの女

性が生涯にもうける子どもの数。これはもう過去最低ということなんですけども、

ただこれってよくよく考えると、ここにちょっと書いてるんですけども、結構全女

性が対象ということですので、結婚していない女性も対象の数字なんですね。です

よね。結婚してない方も入ってるという数字なので、結婚された夫婦が子どもをも

うけるのはどうなってるのかというデータもちょっと探してきたんですけれども、

これを完結出生子ども数と言うんですね。私もちょっと今回初めて調べたんですけ

ども。結婚期間が15年から19年の夫婦ということに限定して、ちょっと今回データ

持ってきたんですけども、1977年から今まで、そう変わってないんですね。パーセ

ンテージにすると、13％ぐらいしかダウンしてないと。ですので、結婚をすれば子

どもはもうける。人数もそう変わってはいないと。なので、何に問題があるかとい

うと、結婚をしない、若しくはできない、そういう方たちがすごく増えてるんじゃ

ないかというのが読み取れるかと思います。 

これもちょっといろいろネットで調べたんですけど、若者が異性と出会いない理

由ということで、ずらっとあるんですけども、リアルな交流・出会いの場が無いと

か、価値観、ライフスタイルが違うとか、自分に自信がないとかですね。そういっ

た状況にある中でなかなか結婚が進まないという状況であります。若者たちに聞き

ますと、「今、出会いはどこですか？」とか「どういう出会いしてますか？」と言

うと、アプリ。出会い系アプリ、マッチングアプリとかそういったので出会ってる

ということです。 

日本が今抱える問題というのは何かと言いますと、少子化ではなく、少母化です

ね。母が減ってきているというのが、今までのデータから見られるかと思います。

出会いの場も、結婚もハードルが高い。なので、生まれてくる子どもの命は、正に

宝ですと。粕屋町は、子育てどまんなかの町ということですので、粕屋町は本当に

大切に子どもを育てなければいけないというのが、今の粕屋町が置かれている現状

かと思います。 

先ほどありましたとおり、教育次長のほうから御説明頂きましたとおり、就学前

健康診断を行っていただいてます。内容は、先ほど御説明していただいたとおりだ

と思います。これも見ていただくまでもないんですけど、先ほど次長が説明した内
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容だと思います。こういう中で、ちょうどこども家庭庁から、先ほども御説明、最

初に話もさせていただきましたけども、令和５年の12月に補正予算、国の補正予算

で５歳児健診、あと１か月健診、こういったのを行なっていくということを国のほ

うで進めていきたいというふうに打ち出されました。恐らく、粕屋町にもきちっと

そういうお話が来てるかと思うんですけれども、この質問の３番目に行きます。 

１か月児及び５歳児健診の導入には、どのような課題が想定されるのか。また、

導入に関するメリットとデメリット。この辺りを御説明いただきたいと思います。

お願いいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

それでは、答えさせていただきます。１か月児健康診査とは、産科医療機関や小

児科で実施される生後１か月前後の乳児の発育や発達を見る検診で、疾病の早期発

見・早期治療にもつながっております。これは現在でも、今全額自己負担という形

ですけれども、ほぼ全ての方が受診をされているような状況でございます。５歳児

健康診査につきましては、言語の理解能力や社会性が高まって、発達障害とか人が

認知される時期でありまして、保健、医療、福祉による対応の有無が、その後の成

長・発達に影響を及ぼす時期である５歳児に対して健康診査を行って、子どもの特

性の早期発見、特性に合わせた適切な支援を行うことを目的に行われるものでござ

います。こちらについては、国からの指針でも、集団健診の方式のほか保育園・幼

稚園で実施されている園の健康診査のときに行う園医方式という形でも、実施のほ

うが明示されてるとこでございます。 

ただ、集団健診方式につきましては、現在も乳幼児健診等を行なってるんです

が、医師の雇用確保、こちらのほうが毎年苦慮しておりまして、小児科医師の確保

が難しいということがございます。あと、園医方式では、園医の先生方も限られた

時間の中で、園医一人が全ての園児の診察を行っているという状況がございますの

で、それに加えて５歳児健診の内容をしていただくという形の負担が増えるってい

うことがございます。それ以外、共通したところで、健診に従事する者、保健師だ

ったり心理担当職員、言語聴覚士とか作業療法士、そういったものを確保していか

ないといけないとか。また、健康診断後のフォロー、そういったものが課題となっ

てくるかと思っております。 

メリットとデメリットということですけども、健診に関してなので、メリットと

言われても、ほぼ全てがメリットになりますし、デメリットと言われると費用負担

が発生するというところが、デメリットになるかなとは考えております。 



－ 179 － 

以上です。 

◎議長（小池弘基君）   

古家議員。 

◎１番（古家昌和君）   

ありがとうございます。今おっしゃったとおり、メリットばかり。ただ、デメリ

ットというのは、さっき言いました環境整備とか体制、ここら辺がやっぱり一番大

変なところだと思います。この５歳児健診ですが、健やかな子育てには切れ目ない

支援が必要です。こどもまんなか社会、子育て応援都市かすやの実現を目指す粕屋

町にとって、重要な施策だと私は思っています。 

町が策定した第２期粕屋町子ども・子育て支援事業計画では、「全ての子どもと

家庭への支援を通して、子ども一人ひとりが健やかに育ち、子どもを生み、育てる

ことに喜びを感じることのできる社会」を目指すべき社会の姿と記してあります。

また、文中に「発達に遅れが見られる子どもについては、相談支援体制を充実し、

早期の発見と発達段階に応じた支援に努めます。また、保育所、幼稚園、認定こど

も園の職員を加配し、受入れ体制の充実を進めるとともに、学校等との連携を図

り、子どもの人権やプライバシーに配慮しながら、切れ目のない支援ができるよう

体制の整備を進めます。」とあります。粕屋町の現状は、先ほども確認させていた

だきましたが、健康診査の体制というのは、すごく充実している段階だと思いま

す。しかしながら、乳幼児健診が終わった後、先ほどありました就学前健康診断

と、３歳から６歳になりますか、５歳の後半若しくは６歳ということになります

ね。そこの間というのが今空白になっているので、国もそこを今埋めていかないと

いけないというところで動いてるんだと思います。４歳・５歳は、支援体制が整っ

ていないのが現状です。これでは、切れ目ない支援ではなく、切れ目ある支援じゃ

ないかと感じている保護者もいらっしゃるかもしれません。落ち着きがない、周囲

とうまく関われない、そのような発達の特性を持つ子どもたちは、小学校就学後の

環境に適応できず、不登校や問題行動を起こしてしまう児童の数も増加傾向にある

と思います。このような特性は、３歳児健診では、発見が困難と言われています。 

私も先ほど子育て応援団の中で、この子の特性なのかな。それとも、そういう少

し遅れがあるのかなっていうのは、全くもう区別がつかないですね。なので、素人

目にはもう全く分からないので、やっぱりきちっとした資格を持った方たちに見て

いただく機会をたくさん設けていくということが大事なんじゃないかと思っており

ます。こうした特性に、いち早く気づき、適切な支援、療育につながることができ

れば、多くの子どもたちが、通常学級で問題なく学べるようになると私は思いま

す。 
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近年、保護者から子どもの発達に関する相談や育児の悩み事など、様々な相談が

寄せられており、子育てに関する悩みを持つ家庭も少なくないという声も聞かれま

す。その子にとって適切でない環境や場所に置かれ、そこで過ごす時間がどれほど

苛酷なものなのでしょうか。適切な支援や療育環境が整備されれば、どれほどの親

子が笑顔にあふれた生活を送ることができるのでしょうか。この検査が、学童にお

ける待機児童問題や学校のクラス編成、また学校の教室の整備、不登校で悩む児童

や家庭など、多くの課題解決の期待も膨らんでまいります。 

ここで最後の質問をさせていただきます。 

以上、私が今までいろいろとお話しさせていただいた内容、御答弁頂いた内容を

踏まえて、この５歳児健診、１か月児健診、この導入予定はあるのか。予定がある

場合は、それまでのロードマップなどがあれば、お示しいただきたいと思います

が、町長お願いいたします。 

◎議長（小池弘基君）   

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

１か月児の健康診査、これは既に全員が受診しておりますので、その費用の助成

については、令和７年度から導入してまいりたいと、実施してまいりたいと思って

おります。一方、５歳児健康診査については、先ほど述べました様々な課題があり

ますけども、「子どもの特性を早期に発見し、特性に合わせた適切な支援を行う」

という目的を達成するため、内容を充実させながら、医師会との協議で医師の確保

に努めながら、早ければ令和８年度には実施したいと考えております。 

以上です。付け加えてちょっと申し上げますが、先ほど古家議員が言われた様々

な研修の中での前段の説明で、完結出生子ども数、これは確かに衝撃的なことです。

子ども育成については、これは、粕屋町はどまんなかの政策として捉えてますが、

その前にやっぱり子どもを増やすためには、本当に結婚を増やさないといけない。

これは単町の問題じゃなくて、もう全国的、日本の抱えた問題だろうと思っており

ます。ありがとうございます。 

◎議長（小池弘基君）   

古家議員。 

◎１番（古家昌和君）   

今町長からとても心強い言葉を頂きまして、すごく今うれしく思っております。

この後いろいろ用意はしていたんですけども、今のお言葉を聞いてすごく安心しま

した。一応読ませてください。町長、すみません。今こそが、町長の卓越したリー

ダーシップを発揮していただき、スピード感を持って様々な問題の解決に取り組ん
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でいきたいと本当に思っています。今本当、心強いお言葉を頂きましたので、ロー

ドマップってのは、恐らくですけど、これからお示しをされていくのかなというふ

うな気がするんですけども、何か担当課のほうから何かそういう何かありますか。

ロードマップについて、町長からそういうお話を聞いたんですが。あれば、なけれ

ば大丈夫ですけど。いいですか、じゃあすみません。 

（チャイムの音） 

◎議長（小池弘基君）   

ちょっと待ってくださいね。 

◎議長（小池弘基君）   

渡辺子ども未来課長。 

◎子ども未来課長（渡辺 剛君）   

すみません。今、町長のほうからも５歳児健診についても令和８年度の実施に向

けてというお話頂きましたので、こちらに向けても医師の確保というのが、まず一

番最初になってくるかと思います。そのほかも集団健診で行う等々考えると、職員

配置、そのときに関わる人員の配置、先ほども申しました保健師だったり言語聴覚

士とか、そういったもののスタッフの配置が必要なってきます。そういったところ

も整えながら、今後実施していけるように頑張っていきたいと思いますので、よろ

しくお願います。 

◎議長（小池弘基君）   

古家議員。 

◎１番（古家昌和君）   

担当課長からも、すごく期待できるお返事を頂きましたので本当安心しました。

先ほど町長もおっしゃっていただきましたけども、やっぱ合計特殊出生率じゃなく

て、子どもをもうける数というのはそう変わってないとこ見ると、その前に何か支

援をしていかないといけないというのが見えてきたのじゃないかなと思いますの

で、また今後の町の施策として何か考えていただきたいなというふうに思っており

ます。 

最後に締めくくります。一日も早く、妊娠期から就学前までの切れ目ない安定的

な子育て支援を更に強化し、誰もが安心して健やかな子育てができる環境が整うこ

とを念願し、私の一般質問を終わります。 

（１番 古家昌和君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

以上で、３日間にわたりました「一般質問」は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 
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（散会 午後０時02分） 
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令和６年第４回粕屋町議会定例会会議録（第５号） 

 

                            令和６年12月10日（火） 

                            午前９時30分開議 
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（開議 午前９時30分） 

◎議長（小池弘基君）   

改めまして、おはようございます。 

早いもので、12月定例会も閉会日を迎えることとなりました。また、12月に入

り、先週は福岡県でもインフルエンザ注意報が発令されました。昨日は、粕屋町で

も学級閉鎖の学校も出てきました。お互いに風邪など引かないように注意してくだ

さい。また、本日は、日本時間の午後９時からノルウェーの首都オスロにいて、ノ

ーベル平和賞を受賞された日本被団協の授賞式が行われます。多数の方が亡くなっ

ているため、受賞を喜ぶことに語弊があるかもしれませんが、長崎、広島のことを

たくさんの人々に伝える機会になれば、この受賞は本当に良いことであると考えて

います。この受賞により、私たちは改めて若い方に戦争の恐ろしさを引き継いでい

くきっかけとなればよいと思ってます。 

ただ今の出席議員数は、16名全員であります。定足数に達しておりますので、た

だ今から本日の会議を開きます。 

◎議長（小池弘基君）   

議案第68号「専決処分の承認を求めることについて」、議案第69号「専決処分の

承認を求めることについて」、以上２議案を一括して議題といたします。 

これらの案に関し、委員長の報告を求めます。 

井上予算特別委員会委員長。 

（予算特別委員会委員長 井上正宏君 登壇） 

◎６番（井上正宏君）   

議案第68号、議案第69号は、付託を受けました予算特別委員会での審査の経過と

結果について、一括で報告します。なお、審査の経過については、議長を除く議員

全員による審査ですので、要点のみを報告します。 

議案第68号「専決処分の承認を求めることについて」、令和６年10月９日に衆議

院が解散し、10月27日に執行した衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査

の経費について、令和６年度一般会計補正予算を「地方自治法」第179条第１項の

規定により、10月９日に専決処分しました。つきましては、同条第３項の規定によ

り、今議会においてこれを報告し、承認を求められたものです。今回の補正予算

は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,293万2,000円を追加し、歳入歳出

予算の総額を220億3,472万2,000円とするものです。 

予算特別委員会で慎重に審査しました結果、全員賛成で原案どおり承認すべきこ

とに決しましたことを報告します。 

議案第69号「専決処分の承認を求めることについて」、令和６年12月１日に執行
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された福岡県議会議員補欠選挙の経費について、令和６年度一般会計補正予算を

「地方自治法」第179条第１項の規定により、10月28日に専決処分しました。つき

ましては、同条第３項の規定により、今議会においてこれを報告し、承認を求めら

れたものです。今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

1,770万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を220億5,242万7,000円とするもの

です。 

予算特別委員会で慎重に審査しました結果、全員賛成で原案どおり承認すべきこ

とに決しましたことを報告します。 

（予算特別委員会委員長 井上正宏君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

これらの議案につきましては、委員長の報告のとおり、議長を除く議員全員によ

ります審査を行っております。よって、質疑を省略し、これより議案第68号の討論

に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第68号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、承認であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、議案第68号は、委員長の報告のとおり承認することに決定いたしました。 

◎議長（小池弘基君）   

続きまして、議案第69号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 
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◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第69号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、承認であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、議案第69号は、委員長の報告のとおり承認することに決定しました。 

◎議長（小池弘基君）   

議案第70号「監査委員の選任同意（再任）について」を議題といたします。 

本案に関し、委員長の報告を求めます。 

末若総務建設常任委員会委員長。 

（総務建設常任委員会委員長 末若憲治君 登壇） 

◎５番（末若憲治君）   

議案第70号「監査委員の選任同意（再任）について」、付託を受けました総務建

設常任委員会での審査の経過と結果について御報告いたします。 

現在、監査委員をしていただいています柴田俊一氏の任期が、12月31日をもって

満了しますので、同氏を再度監査委員に選任したく、議会の同意を求められたもの

です。柴田氏の経歴については、経歴書のとおりです。 

委員会での審査の経過については、「粕屋町監査委員条例」はあるが、選考に関

する規定はあるのかとの次期選考に関する質疑に対し、町長が適任者を人選してい

る旨の答弁がありました。また、議員間討議では、今後の選考のためにも、監査委

員の処遇改善の必要性について意見が出されました。 

総務建設常任委員会で慎重に審査いたしました結果、全員賛成で原案どおり同意

すべきことに決しましたことを御報告いたします。 

（総務建設常任委員会委員長 末若憲治君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、質疑を終結いたします。 

本案は、人事案件につき申合せにより討論を省略し、これより議案第70号を採決
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いたします。 

本案に対する委員長の報告は、同意であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、議案第70号は、委員長の報告のとおり同意いたしました。 

◎議長（小池弘基君）   

議案第71号「粕屋町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について」、議案

第72号「粕屋町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について」、議案第73号「粕屋

町駅舎コミュニティホール設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て」、議案第74号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関

する条例について」、以上４議案を一括して議題といたします。 

本案に関し、委員長の報告を求めます。 

末若総務建設常任委員会委員長。 

（総務建設常任委員会委員長 末若憲治君 登壇） 

◎５番（末若憲治君）   

議案第71号から74号について、付託を受けました総務建設常任委員会での審査の

経過と結果について一括して御報告いたします。 

まずは、議案第71号「粕屋町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につい

て」です。 

国の道路占用料について、固定資産税評価額の評価替えや、地価に対する賃料水

準の変動等を踏まえ、占用料の額の改定をしています。当町においても、これに準

じて道路占用料の改定を行うため、所要の規定を整備するものです。施行日は令和

７年４月１日予定です。委員会での審査について、占用料を徴収できていないケー

スも見受けられることから、今後巡回等を行い、監視を強化するようにとの意見が

ありました。 

慎重に審査いたしました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきことに決しまし

たことを御報告いたします。 

次に、議案第72号「粕屋町水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並び

に水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例について」です。 

「水道法施行令」の改正に伴い、粕屋町水道事業布設工事監督者及び水道技術管

理者の資格基準が変更されるため、所要の規定を整備するものです。両資格の資格
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要件が、現行は水道の実務経験のみとしているところ、改正案では、ある程度の水

道実務経験も必要ではありますが、下水道、道路及び河川等の実務経験も含めるこ

とができることとしています。また、学歴・学科要件においても、土木工学科以外

の課程、機械科や電気科を追加する改正で、水道行政に関わる職員数の減少に伴

い、資格者の確保のため、要件を緩和する見直しを行うものです。 

委員会での審査について、要件を緩和することで職員のレベル低下につながるこ

とはないのかという質疑に対し、粕屋町では、日本水道協会主催の研修を必須とす

るなど、レベルの向上を図っており、問題ないと考える旨の答弁がありました。 

慎重に審査いたしました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきことに決しまし

たことを御報告いたします。 

次に、議案第73号「粕屋町駅舎コミュニティホールの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例について」です。 

現在、原町駅、伊賀駅にあります粕屋町駅舎コミュニティホールの料金等につい

て、町有の同種施設と比較したところ、料金設定等が安価であることに加え、管理

業務が煩雑となっていることから、適正な運用を図るため、所要の規定を整備する

ものです。改正箇所といたしましては、一つ目が、閉室日の新設（年末年始、清掃

及び点検日、臨時閉室日）を改正しております。二つ目が、使用料後納の特例の廃

止。三つ目が、使用料の見直し。内容は、金額の見直しと入場料徴収の区分の廃止、

町内外区分の設置であります。委員会の審査について、現在、コミュニティホール

の利用率が悪いので、利用しやすい環境整備も必要ではとの意見がありました。 

慎重に審査いたしました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきことに決しまし

たことを御報告いたします。 

最後に、議案第74号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例について」です。 

令和７年６月１日から、「刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号）」

が施行されるに伴い、懲役及び禁錮が廃止され、拘禁刑が創設・一本化されます。

本条例は、既存の条例について、改正対象字句である「懲役、禁錮」を含む条例を

一部改正し、「拘禁刑」に整理するものです。そもそも、懲役と禁錮とは、刑務所

に収監される刑罰という点では共通していますが、刑務作業の有無が大きな違いで

した。懲役では刑務作業が義務付けられていましたが、禁錮では任意でした。拘禁

刑では、受刑者の年齢や特性、事情に応じて、労務作業や指導を柔軟に組み合わせ

ることができるようです。例えば、薬物依存や性犯罪の受刑者には矯正プログラム

を多く受講させたり、基礎的な学力が足りない若年者に、教科指導の時間を増やし

たりすることができるようになるそうです。また、拘禁刑の創設の目的は、罪を犯
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した者の改善更生や再犯防止を図り、新たな被害者を生まない安全安心な社会を実

現するのが目的のようです。 

委員会の審査では、今回の懲役と禁錮が拘禁刑に一本化される法改正に、納得が

いかない議員もおられたのも事実ですが、慎重に審査いたしました結果、賛成多数

で原案どおり可決すべきことに決しましたことを御報告いたします。 

（総務建設常任委員会委員長 末若憲治君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑は、一括議案番号順にお願いいたします。 

質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、質疑を終結いたします。 

これより、議案第71号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第71号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、議案第71号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

続きまして、議案第72号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 
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（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第72号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、議案第72号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

続きまして、議案第73号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第73号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、議案第73号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

続きまして、議案第74号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

川口議員。 

◎９番（川口 晃君）   

それでは、文章を読み上げてから反対討論といたします。 

この条例改正案は、法律改正に伴う字句の改正と言われていますが、それだけで

はありません。中身も変わってしまうものもあります。まず一点は、６「粕屋町議
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会の個人情報の保護に関する条例」案の第53条の最終行の原文は、以下のとおりに

なっております。「２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」となってい

ますが、改正案は「２年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する」となって

います。第54条も「１年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」という項目

が、改正案では「１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」となっていま

す。改正前は、懲役刑に適用されていた２年以下の懲役または50万円以下の罰金

が、懲役より罪の軽い禁錮にも適用されることとなります。実際は厳罰化されたこ

とになります。 

そもそも、禁錮と懲役では罪の規定が異なると思います。禁錮とは、過失や内乱

罪や公務執行妨害罪等の政治的信念に基づく犯罪等にかけられた罪状だそうです。

現在、内乱罪が問題になっておりまして、隣の韓国では大騒動になっていますが、

令和２年の地方裁判所で禁錮の言渡しは、2,735件で、2,734件が失火罪、過失傷害

罪、自動車運転死傷処罰法違反だそうです。こうした罪状は、直ちに懲役を受ける

殺人罪等とは異なるものです。そう思います。特に、政治犯となる公務執行妨害に

対する事案は、冤罪を含んだ事案も多々出ていると思います。それらをひっくるめ

て禁錮より罪の重い懲役と同じランクとなる拘禁刑とすることについては、違和感

を感じます。二つ目も、７項の「粕屋町個人情報の保護に関する法律施行条例」案

に関しても、同様なことが言えると思います。禁錮と言われる罪状が、拘禁刑とい

う罪状でまとめられることは、次の厳罰化が意図されたものと思います。 

したがって、この条例案には反対します。 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第74号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 
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（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

賛成多数であります。 

よって、議案第74号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

議案第75号「粕屋町総合体育館設置条例の一部を改正する条例について」、議案

第76号「粕屋町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例につい

て」、以上２議案を一括して議題といたします。 

本案に関し、委員長の報告を求めます。 

井上文教厚生常任委員会委員長。 

（文教厚生常任委員会委員長 井上正宏君 登壇） 

◎６番（井上正宏君）   

議案第75号、議案第76号は、一括して報告します。 

議案第75号「粕屋町総合体育館設置条例の一部を改正する条例について」、粕屋

町総合体育館の利用促進を目的とし、令和７年４月１日から月極め個人利用料金サ

ービスを開始するとともに、早朝利用料金、時間延長利用料金について明確にする

ため、所要の規定を整備するものです。 

審査の中で、プリペイドカードが廃止になったとき、残りは無駄にならないのか

という質疑に、無駄にならないように３月までであることを広報でお知らせすると

いう答弁。また、民間のトレーニング施設との差別化はという質疑に、民間施設よ

り安価で使用でき、24時間ではないが、平日の日中に高齢者が多く使ってあるとの

答弁でした。 

文教厚生常任委員会で慎重に審査しました結果、全員賛成で原案どおり可決すべ

きことに決しましたことを報告します。 

議案第76号「粕屋町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止する条例につ

いて」、近年、限度額認定証等の普及により、医療機関等窓口での支払いを自己負

担限度額までで止めることができるようになったため、高額療養資金貸付制度につ

いては、長期間利用されてない状況にあります。本貸付制度の利用が長期間無いこ

と、また貸付制度を利用せずとも安心して医療を受けられる体制づくりが整ってい

ることから、「粕屋町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例」を廃止するもので

す。 

審査の中で、限度額適用認定証の周知はという質疑に、以前は医療費が高額にな

った場合、一度支払いをして保険者に申請した後で払い戻される仕組みとなってい

たが、現在は、医療機関等での支払いを自己負担限度額までで止められるように、
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事前に所得区分が載った限度額適用認定証を申請することができる案内をしている。

また、高額医療の所得制限が引上げられると言われているが、この議案は関連して

いるかという質疑に、廃止とは関連していないという答弁でした。 

文教厚生常任委員会で慎重に審査しました結果、全員賛成で原案どおり可決すべ

きことに決しましたことを報告します。 

（文教厚生常任委員会委員長 井上正宏君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑は、一括議案番号順にお願いいたします。 

質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、質疑を終結いたします。 

これより、議案第75号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第75号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

議案第75号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

続きまして、議案76号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 
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（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第76号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、議案第76号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

議案第77号「令和６年度粕屋町一般会計補正予算について」、議案第78号「令和

６年度粕屋町国民健康保険特別会計補正予算について」、議案第79号「令和６年度

粕屋町後期高齢者医療特別会計補正予算について」、議案第80号「令和６年度粕屋

町介護保険特別会計補正予算について」、議案第81号「令和６年度粕屋町水道事業

会計補正予算について」、議案第82号「令和６年度粕屋町流域関連公共下水道事業

会計補正予算について」、以上、６議案を一括して議題といたします。 

これらの案に関し、委員長の報告を求めます。 

井上予算特別委員会委員長。 

（予算特別委員会委員長 井上正宏君 登壇） 

◎６番（井上正宏君）   

議案第77号から議案第82号は、付託を受けました予算特別委員会での審査の経過

と結果について一括で報告します。なお、審査の経過については、議長を除く議員

全員による審査ですので、要点のみを報告します。 

議案第77号「令和６年度粕屋町一般会計補正予算について」、今回は既定の歳入

歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３億5,948万3,000円を追加し、歳入歳出予算

の総額を224億1,191万円とするものです。歳入の主なものとしましては、国庫支出

金１億282万5,000円、県支出金8,890万円、町債を3,870万円増額するものです。ま

た、財源不足を補うため、財政調整基金から9,382万4,000円の繰入れを計上してお

ります。一方、歳出の主なものとしましては、障がい福祉サービス事業費を２億

8,501万8,000円、県知事選挙執行事務費を2,140万5,000円、国民健康保険事務費を

1,534万円増額するものです。 

議員間討議の中で、債務負担行為の補正が多かったと。各課ごとの計上に分かれ

ていて、どれくらいの金額で契約しているか見えにくかったという意見や、債務負
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担行為での新しい取組については、執行部に事業詳細を求め、債務負担行為を今後

議会がどういうふうに決め、アプローチするか。また、債務負担行為の性質を議会

としてしっかりと慎重に考えていかなくてはいけないなどの意見も出ました。 

予算特別委員会で慎重に審査しました結果、賛成多数で原案どおり可決すべきこ

とに決しましたことを報告します。 

議案第78号「令和６年度粕屋町国民健康保険特別会計補正予算について」、今回

は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,509万円を追加し、歳入歳

出予算の総額を37億3,110万円とするものです。歳入としましては、繰入金を

1,534万円増額し、収支均衡を図るため、歳入欠陥補填収入を25万円減額するもの

です。一方、歳出としましては、総務費を19万円、諸支出金を438万6,000円、予備

費を1,051万4,000円増額するものです。 

予算特別委員会で慎重に審査しました結果、賛成多数で原案どおり可決すべきこ

とに決しましたことを報告します。 

議案第79号「令和６年度粕屋町後期高齢者医療特別会計補正予算について」、今

回は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ334万6,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を７億2,742万7,000円とするものです。歳入としましては、繰入

金を67万1,000円、諸収入を267万5,000円増額するものです。一方、歳出としまし

ては、後期高齢者医療広域連合納付金を67万1,000円、諸支出金を267万5,000円増

額するものです。 

予算特別委員会で慎重に審査しました結果、賛成多数で原案どおり可決すべきこ

とに決しましたことを報告します。 

議案第80号「令和６年度粕屋町介護保険特別会計補正予算について」、保険事業

勘定の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ

362万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を28億3,339万1,000円とするもので

す。歳入は、繰入金を362万2,000円増額し、歳出は、総務費を362万2,000円増額す

るものです。 

次に、介護サービス勘定の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、

歳入歳出それぞれ189万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を3,386万2,000円と

するものです。歳入は、サービス収入を12万6,000円、繰入金を176万5,000円増額

し、歳出は総務費を189万1,000円増額するものです。 

予算特別委員会で慎重に審査しました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきこ

とに決しましたことを報告します。 

議案第81号「令和６年度粕屋町水道事業会計補正予算について」、補正の内容と

しましては、上下水道料金システム更新のため、債務負担行為を追加するものです。 
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予算特別委員会で慎重に審査しました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきこ

とに決しましたことを報告します。 

議案第82号「令和６年度粕屋町流域関連公共下水道事業会計補正予算について」、

補正の内容としましては、流域下水道維持管理負担金前年度精算に伴う増額及び上

下水道料金システム更新のため、債務負担行為を追加するものです。収益的支出に

つきまして、営業費用を1,700万円増額し、12億6,471万7,000円とするものです。 

予算特別委員会で慎重に審査しました結果、全員賛成で原案どおり可決すべきこ

とに決しましたことを報告します。 

（予算特別委員会委員長 井上正宏君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

これらの議案につきましては、委員長の報告のとおり、議長を除く議員全員によ

ります審査を行っております。よって、質疑を省略し、これより議案第77号の討論

に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

福永議員。 

◎１１番（福永善之君）    

議案77号、一般会計補正予算に反対します。 

反対の理由は、二つの事業予算について賛同できないからです。 

１点目は、移住支援事業。県内では60自治体中、この事業に参画しているのは、

令和６年４月１日現在、粕屋町含め32市町村です。福岡市に隣接したベッドタウン

の粕屋町に、補助金を渡して人を呼び込む戦略が必要でしょうか。町内には六つの

JR駅があり、福岡市内と粕屋町間の公共交通機関は充実しております。多種多様の

病院や食料品や日用品を購入するためのスーパーなど豊富です。また、仕事も通勤

圏内に多種多様にあります。人口を増やしたいのであれば、金を配らなくても幾ら

でも方法は考えられます。粕屋町は、生活していく上で、若者だけでなく高齢者に

とっても、とても便利で暮らしやすい場所です。行政には、補助金行政から脱却す

る意識改革を求めます。参考までに、福岡市の高島市長と実業家の堀江貴文氏の対

談動画がSNSに上がっており、参照してください。内容を要約すれば、補助金を与

えて支援するのではなく、規制緩和を通じて支援する、そのような行政の在り方で

す。 

２点目は、債務負担行為として、防災行政無線工事費用6.37億円。一人一台スマ

ートフォンを持つことが一般的になった現在において、なぜ町は現在テクノロジー

を活用せず、旧態依然の手法を取るのでしょうか。テクノロジーは年月とともに進

化していくにもかかわらず、住民への利便性に疑問がある古い手法に固執する姿勢
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に感心しません。自治体の中には、防災行政無線を廃止して、新たな情報で伝達手

段を選択するところもあります。ネットで検索すれば、移住する外国人への言語対

応であったり、通信機器が固定電話のみに限られる人への対応であったり、いろい

ろと事例があります。テクノロジーは進化し続けます。機器の更新時期だから金を

使うのではなく、今の機器で様子を見てはいかがでしょうか。行政には、時代とと

もに変化に対応できる意識改革を求めます。 

以上の観点から、この議案に反対します。 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第77号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

賛成多数であります。 

よって、議案第77号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

続きまして、議案第78号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 
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これより、議案第78号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

賛成多数であります。 

よって、議案第78号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

続きまして、議案第79号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第79号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

賛成多数であります。 

よって、議案第79号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

続きまして、議案第80号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第80号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり
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決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、議案第80号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

続きまして、議案第81号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第81号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、議案第81号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

続きまして、議案第82号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第82号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 
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◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、議案第82号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

議案第83号「指定管理者の指定（継続）について」を議題といたします。 

本案に関し、委員長の報告を求めます。 

井上文教厚生常任委員会委員長。 

（文教厚生常任委員会委員長 井上正宏君 登壇） 

◎６番（井上正宏君）   

議案第83号「指定管理者の指定（継続）について」、粕屋町福祉センターにつき

ましては、令和４年４月１日から、粕屋町社会福祉協議会を指定管理者として運営

しておりますが、その期間が令和７年３月31日をもって終了します。つきまして

は、次期の指定管理者の選定に当たり、「粕屋町公の施設に係る指定管理者の指定

手続きに関する条例」第２条及び第５条に基づき協議検討しました。その結果、粕

屋町社会福祉協議会が、粕屋町福祉センターを効率的・効果的に管理運営でき、事

業効果も期待できること。さらに、これまでの経験・知見等を今後予定している施

設の改修工事・設計に十分いかしていくため、指定期間を２年間とし、引き続き令

和７年４月から指定管理者として指定したく、「地方自治法」の規定に基づき、議

会の議決を求められたものです。 

審査の中で、指定管理が長くなれば、知見や経験が積み重なっていくのは当然

で、違う方向から考えると、公募をすれば新たなサービスなどが生まれる可能性も

ある。しかし、福祉の面が強く、予算に対する効果だけでは評価ができない。社会

福祉協議会の役割から、今後も現在のような町との関係性が続くのであれば、町の

外部団体と考えて、毎回議案に提出する必要はないのではないかという質疑に、社

会福祉協議会は、町と協力して福祉政策を進めていく立場にあり、その役割が大き

い。コロナ禍においても、貸付け事業等で多くの町民が救われたが、指定管理がな

くなっても、その拠点は福祉センターに置くという考え方もある。現在のところ２

年後に公募することとしており、福祉事業と絡めて公募する予定だが、これから議

員から頂いた御意見を含め、町民にとって一番良い方法で進めていきたいとの答

弁。また、改修工事を行う上で、社会福祉協議会の意見を盛り込んでいけば、その

意向の強い改修になるのでは。町の福祉施策をどのようにしたいかという町の考え

が大切なのではという質疑に、社会福祉協議会の意見を聞くのは、長年の管理者と

しての経験から、施設に一番詳しく、町民の立場に立った意見も把握しているた

め、今回の長寿命化改修工事の中でどの程度できるか分からないが、町としては、



－ 203 － 

今後の福祉施策を見据え、福祉センターをどのように活用するのか、町の考えを基

にして進める予定との答弁でした。 

文教厚生常任委員会で慎重に審査しました結果、全員賛成で原案どおり可決すべ

きことに決しましたことを報告します。 

（文教厚生常任委員会委員長 井上正宏君 降壇） 

◎議長（小池弘基君）   

ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、質疑を終結いたします。 

これより、議案第83号の討論に入ります。 

まず、原案に反対の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

次に、原案に賛成の方の発言を許します。 

（声なし） 

◎議長（小池弘基君）   

ないようですので、これにて討論を終結いたします。 

これより、議案第83号を採決いたします。 

本案に対する委員長の報告は、可決であります。本案は、委員長の報告のとおり

決することに賛成の方は、賛成ボタンを押してください。 

（賛成者投票） 

◎議長（小池弘基君）   

全員賛成であります。 

よって、議案第83号は、委員長の報告のとおり可決されました。 

◎議長（小池弘基君）   

次に、日程第５．「委員会の閉会中の特定事件（所管事務）調査」の件を議題と

いたします。 

会議規則第75号の規定により、各委員長から配付のとおり、閉会中の特定事件

（所管事務）の調査の申し出があっております。 

お諮りいたします。 

各委員長から申出のとおり、閉会中の特定事件（所管事務）調査とすることに御

異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小池弘基君）   

御異議なしと認めます。 

よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の特定事件（所管事務）調査とす

ることに決定いたしました。 

町長から発言の申し出があっておりますので、これを認めます。 

箱田町長。 

◎町長（箱田 彰君）   

令和６年第４回の議会定例会の閉会に当たりまして、自席からではございます

が、一言御挨拶を申し上げます。 

去る11月29日に招集いたしました今議会におきましては、監査委員の再任同意に

議会の同意を求める議案をはじめ、一般会計補正予算など、数多くの議案の審議を

賜り、活発な御議論を頂戴しながら、全ての議案に可決・承認を頂きました。誠に

ありがとうございました。貴重な御意見や御提案も頂戴いたしました。改めて感謝

を申し上げます。 

さて、今議会の冒頭、私のほうから、103万円の年収の様々な問題、この壁の問

題を申し上げましたが、石破総理は、令和７年税制改正により控除引上げを決定

し、令和８年より実施ということを明言されました。今、正にその議論が国会のほ

うで白熱したことになっております。しかしながら、その引上げ幅あるいは社会保

険の加入の問題など、数多くの課題がございます。正に、我々地方自治体にとっ

て、今後の先行きが見通せない、不確実性、正にVUCAの時代となっておるようでご

ざいます。このような中、令和７年度に向けた当初予算の編成に着手をしておりま

す。100年後も持続可能な自治体運営のための基礎となる自主財源の確保が重要と

の観点から、「新生・かすやプラン」と銘打ち、人口増加や企業進出を図り、経済

基盤の強化や行政サービスの充実を行う経済の好循環を目指して、経済基盤の強化

や好循環を目指しまして、なお一層のヒト、モノ、カネを集中させるため、全職員

の英知を絞った新年度予算の編成を目指しておるところでございます。 

今年は辰年でした。辰年は、変化が多い年となっておりますが、元日早々から能

登地方を襲いました大地震をはじめ、国内外での政治状況の変化など、非常に慌た

だしい年となってしまいました。来年こそは、平穏で幸多い年となるよう願うばか

りでございます。この一年、本当に議員の皆さま方には、町政の発展に御協力をい

ただきました。改めて感謝を申し上げるとともに、御健勝のまま、新年を迎えられ

ることをお祈りし、閉会に当たっての私からの御挨拶とさせていただきます。 

誠にありがとうございました。 
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◎議長（小池弘基君）   

これをもちまして、本定例会に付議されました案件の審議は、全て終了いたしま

した。 

これにて、令和６年第４回粕屋町議会定例会を閉会したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（小池弘基君）   

御異議なしと認めます。 

よって、令和６年第４回粕屋町議会定例会を閉会いたします。 

（閉会 午前10時26分） 
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